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英文要旨

A copy of translation with notes of Chun-qiu Fan-lu bi-ren-qie-zhi,jiao-yu,qiu-yu,

zhi-yu.

Tomotsugu SAKAMOTO

Miki ZAIKI

It is said that Chun-qiu Fan-lu(春秋繁露)was written by Don Chong-shu(董仲舒) in

Han(漢)period.This Paper is a translation,annotation and consideration of

Chun-qiu Fan-lu bi-ren-qie-zhi(必仁且智),jiao-yu(郊語),qiu-yu(求雨),zhi-yu(止雨).
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『
春
秋
繁
露
』
訳
注
稿

必
仁
且
智
・
郊
語
・
求
雨
・
止
雨
篇

坂
本

具
償

財
木

美
樹

凡

例

必
仁
且
智
第
三
十

郊
語
第
六
十
五

求
雨
第
七

一
、
本
訳
注
は
『
春
秋
繁
露
』
の
「

「

「

」

」

「

」
に
対
し
て
訳
注
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

十
四

止
雨
第
七
十
五

」

二
、
本
訳
注
は
蘇
輿
の
『
春
秋
繁
露
義
證

（
宣
統
二
年
長
沙
刊
本
）
を
底
本
と
し
、
原
文

』

と

か
ら
成
り
、
内
容
に
よ
っ
て
適
当

【
校
記

【
書
き
下
し
文

【
注

【
現
代
語
訳
】

】

】

】

な
段
落
に
区
切
っ
た
も
の
で
あ
る
。

三
、
各
篇
の
冒
頭
に
は
簡
単
な
要
旨
を
述
べ
て
読
解
の
便
に
供
し
た
。

四
、
原
文
は
極
力
底
本
の
文
字
を
用
い
る
よ
う
に
し
た
が
、
写
植
文
字
の
制
約
に
よ
り
、

原
文
と
は
異
な
る
字
体
と
な
っ
た
文
字
も
あ
る
。

五
、
原
文
を
改
め
た
場
合
は
、
原
本
の
文
字
は
（

）
で
示
し
、
校
訂
及
び
増
補
し
た
文

字
は
〔

〕
で
示
す
。
そ
の
詳
細
は

で
述
べ
る
。

【
校
記
】

六

は
校
訂
・
増
補
し
た
原
文
に
基
づ
い
て
書
き
下
し
た
。

、【
書
き
下
し
文
】

七

で
は
、
脱
文
の
字
数
が
不
明
の
場
合
は
、
…
…
で
示
し
、
特
定
で
き

、【
書
き
下
し
文
】

る
場
合
は
□
を
一
字
と
し
て
示
す
。

八

【
現
代
語
訳
】
で
は
、
補
訳
は
（

）
で
示
し
、
補
注
は
〔

〕
で
示
す
。

、
九
、
校
記
及
び
注
で
言
及
す
る
書
名
・
人
物
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

（

）

①

宋
本

宋
嘉
定
四
年
江
右
計
臺
刻
本

『

』

北
京
図
書
館
古
籍
珍
本
叢
刊

２
所
収

②

盧
文
弨

『
春
秋
繁
露
』
十
七
巻
（

）

『
抱
経
堂
叢
書
』
所
収

嘉
慶
二
十
年
蜚
雲
閣
凌
氏
叢
書
本

③

凌
曙

『
春
秋
繁
露
注
』
十
七
巻

④

兪
樾

『
諸
子
平
議

（

）

』
『
春
在
堂
全
書
』
所
収

⑤

劉
師
培

『
春
秋
繁
露
斠
補

（

）

』
『
劉
申
叔
先
生
遺
書
』
所
収

『

』

『

』（

）

⑥

今
註
今
譯

頼
炎
元
註
譯

春
秋
繁
露
今
註
今
譯

台
湾
商
務
印
書
館

『

』

『

』（

）

⑦

校
釋

鍾
肇
鵬
主
編

春
秋
繁
露
校
釋(

校
補
本)

河
北
人
民
出
版
社

⑧

陶
鴻
慶

『
讀
諸
子
札
記
』(

)

「
制
言
半
月
刊
」
第
二
十
八
期
所
収

必
仁
且
智
第
三
十

前
半
は
前
篇
の
仁
義
法
を
う
け
て
、
仁
と
智
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
、
つ
づ
け
て
仁
・

智
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
を
説
明
す
る
。
後
半
は
災
と
異
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
。
天

が
災
を
下
し
た
際
の
君
主
の
対
応
の
仕
方
に
よ
り
、
さ
ら
に
異
が
下
さ
れ
て
滅
び
る
か
、

滅
亡
を
免
が
れ
る
か
が
決
定
す
る
と
す
る
。
前
半
の
仁
智
の
話
と
は
直
接
つ
な
が
ら
な
い

こ
と
か
ら
、
二
端
篇
に
移
す
べ
き
だ
と
す
る
意
見
も
あ
る
。

莫
近
於
仁
、
莫
急
於
智
。
不
仁
而
有
勇
力
材
能
、
則
狂
而
操
利
兵
也
。
不
智
而
〔
有
〕

①
辯
慧
獧
給
、
則
迷
而
乘
良
馬
也
。
故
不
仁
不
智
而
有
材
能
、
將
以
其
材
能

（
以
）
②
輔

、

其
邪
（
狂

〔
枉
〕
③
之
心
、
而
贊
其
僻
違
之
行
。
適
足
以
大
其
非
、
而
甚
其
惡
耳
。
其
強

）

足
以
覆
過
、
其
禦
足
以
犯
詐
、
其
慧
足
以
惑
愚
、
其
辨
足
以
飾
非
、
其
堅
足
以
斷
辟
、
其

嚴
足
以
拒
諌
。
此
非
無
材
能
也
、
其
施
之
不
當
、
而
處
之
不
義
也
。
有
否
心
者
、
不
可
藉

。

、

〔

〕

。

、

。

便
埶

其
質
愚
者

不

可

④
與
利
器

論
之
所
謂
不
知
人
也
者

恐
不
知
別
此
等
也

、

。

、

。

、

。

仁
而
不
智

則
愛
而
不
別
也

智
而
不
仁

則
知
而
不
爲
也

故
仁
者

所
以
愛
人
類
也

智
者
、
所
以
除
其
害
也
。

何
謂
仁
。
仁
者

怛
愛
人
、
謹
翕
不
爭
、
好
惡
敦
倫
、
無
傷
惡
之
心
、
無
隱
忌
之
志
、

無
嫉
妬
之
氣
、
無
感
愁
之
欲
、
無
險
詖
之
事
、
無
辟
違
之
行
。
故
其
心
舒
、
其
志
平
、
其

氣
和
、
其
欲
節
、
其
事
易
、
其
行
道
。
故
能
平
易
和
理
而
無
爭
也
。
如
此
者
、
謂
之
仁
。

何
謂
（
之
）
智

〔
智
者
〕
先
言
而
後
當
⑤
。
凡
人
欲
舍
行
爲
、
皆
以
其
智
先
規
而
後
爲

。

之
。
其
規
是
者
、
其
所
爲
得
其
所
事
、
當
其
行
、
遂
其
名
、
榮
其
身
。
故
利
而
無
患
、
福

及
子
孫
、
徳
加
萬
民
。
湯
武
、
是
也
。
其
規
非
者
、
其
所
爲
不
得
其
所
事
、
不
當
其
行
、
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不
遂
其
名
、
辱
害
及
其
身
、
絶
世
無
（
復

〔
後
〕
⑥
、
殘
類
滅
宗
亡
國

〔
桀
紂
〕
⑦
、

）

。

是
也
。
故
曰
、
莫
急
於
智
。

、

、

、

、

。

智
者
見
禍
福
遠

其
知
利
害
蚤

物
動
而
知
其
化

事
興
而
知
其
歸

見
始
而
知
其
終

言
之
而
無
敢
譁
、
立
之
而
不
可
廢
、
取
之
而
不
可
舍
、
前
後
不
相
悖
、
終
始
有
類
、
思
之

、

。

、

、

、

、

、

而
有
復

及
之
而
不
可
厭

其
言
寡
而
足

約
而
喩

簡
而
達

省
而
具

少
而
不
可
益

多
而
不
可
損
。
其
動
中
倫
、
其
言
當
務
。
如
是
者
、
謂
之
智
。

其
大
略
之
類
、
天
地
之
物
、
有
不
常
之
變
者
。
謂
之
異
。
小
者
謂
之
災
。
災
常
先
至
、

。

。

。

、

。

、

而
異
乃
隨
之

災
者
天
之
譴
也

異
者
天
之
威
也

譴
之
而
不
知

乃
畏
之
以
威

詩
云

畏
天
之
威
、
殆
此
謂
也
。

凡
災
異
之
本
、
盡
生
於
國
家
之
失
。
國
家
之
失
乃
始
萌
芽
、
而
天
出
災
害
以
譴
告
之
。

譴
告
之
而
不
知
變
、
乃
見
怪
異
以
驚
駭
之
。
驚
駭
之
尚
不
知
畏
恐
、
其
殃
咎
乃
至
。
以
此

見
天
意
之
仁
而
不
欲
陷
人
也

（
謹
案
災
異
以
見
天
意
）
⑧

天
意
有
欲
也
、
有
不
欲
也
。

。

所
欲
所
不
欲
者
、
人
内
以
自
省
、
宜
有
懲
於
心
、
外
以
觀
其
事
、
宜
有
驗
於
國
。
故
見
天

意
者
之
於
災
異
也
、
畏
之
而
不
惡
也
、
以
爲
天
欲
振
吾
過
救
吾
失
、
故
以
此
報
我
也
。

春
秋
之
法
、
上
變
古
易
常
、
應
是
而
有
天
災
者
、
謂
幸
國
。
孔
子
曰
、
天
之
所
幸
、
有

〔

〕

、

、

、

、

、

爲
不
善
而
屡
極

其
罪

⑨

楚
莊
王
以
天
不
見
災

地
不
見
孽

則
禱
之
於
山
川

曰

天
其
將
亡
予
邪
。
不
説
吾
過
、
極
吾
罪
也
。
以
此
觀
之
、
天
災
之
應
過
而
至
也
、
異
之
顯

明
可
畏
也
。
此
乃
天
之
所
欲
救
也
、
春
秋
之
所
獨
幸
也
、
莊
王
所
以
禱
而
請
也
。
聖
主
賢

君
尚
樂
受
忠
臣
之
諌
、
而
况
受
天
譴
也
。

【
校
記
】

①

劉
師
培
に
従
い

「
有
」
字
を
補
う
。

、

②

「
以
」

盧
文
弨
に
従
い
、
削
除
す
る
。

③

「
狂
」

惠
棟
・
盧
文
弨
に
従
い

「
枉
」
に
改
め
る
。

、

④

『
淮
南
子
』
主
術
訓
に
従
い

「
可
」
字
を
補
う
。

、

⑤

「
何
謂
之
智
先
言
而
後
當
」

陶
鴻
慶
に
従
い

「
何
謂
智
智
者
先
言
而
後
當
」
に
改

、

め
る
。

⑥

「
復
」

兪
樾
に
従
い

「
後
」
に
改
め
る
。

、

⑦

兪
樾
に
従
い

「
桀
紂
」
の
二
字
を
補
う
。

、

「

」

『

』

⑧

謹
案
災
異
以
見
天
意

後
人
の
旁
注
が
ま
ぎ
れ
こ
ん
だ
も
の
だ
と
す
る

校
釋

に
従
い
、
削
除
す
る
。

⑨

蘇
輿
に
従
い

「
其
罪
」
の
二
字
を
補
う
。

、

【
書
き
下
し
文
】

必
仁
且
智
第
三
十

仁
よ
り
近
き
は
莫
く
①
、
智
よ
り
急
な
る
は
莫
し
。
不
仁
に
し
て
勇
力
材
能
有
る
は
、

則
ち
狂
に
し
て
利
兵
を

操

る
な
り
。
不
智
に
し
て
辯
慧
獧
給
有
る
は
、
則
ち
迷
に
し
て
良

あ
や
つ

。

、

、

馬
に
乘
ず
る
な
り
②

故
に
不
仁
不
智
に
し
て
材
能
有
る
は

將
に
其
の
材
能
を
以
ゐ
て

其
の
邪
枉
の
心
を
輔
け
て
、
其
の
僻
違
の
行
ひ
を
贊
け
ん
と
す
。
適
に
以
て
其
の
非
を
大

た
す

ま
さ

に
し
て
、
其
の
惡
を
甚
だ
し
く
す
る
に
足
る
の
み
③
。
其
の
強
は
以
て
過
ち
を
覆
ふ
に
足

り
、
其
の
禦
は
以
て
詐
を
犯
す
に
足
り
④
、
其
の
慧
は
以
て
愚
を
惑
は
す
に
足
り
、
其
の

辨
は
以
て
非
を
飾
る
に
足
り
、
其
の
堅
は
以
て
辟
を
斷
ず
る
に
足
り
⑤
、
其
の
嚴
は
以
て

諌
を
拒
む
に
足
る
。
此
れ
材
能
無
き
に
非
ず
、
其
れ
之
を
施
す
こ
と
不
當
、
之
に
處
る
こ

。

、

、

、

と
不
義
な
れ
ば
な
り

否
心
有
る
者
は

便
埶
に
藉
る
可
か
ら
ず

其
の
質
愚
な
る
者
は

よ

利
器
に

與

る
可
か
ら
ず
⑥

『
論
』
の
所
謂
「
人
を
知
ら
ざ
る
な
り
」
⑦
と
は
、
恐
ら
く

。

あ
づ
か

此
の
等
を
別
つ
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
仁
に
し
て
不
智
な
れ
ば
、
則
ち
愛
す
れ
ど
も
別
た
ざ

。

、

。

、

る
な
り

智
に
し
て
不
仁
な
れ
ば

則
ち
知
れ
ど
も
爲
さ
ざ
る
な
り

故
に
仁
な
る
者
は

人
類
を
愛
す
る
所
以
な
り
⑧
。
智
な
る
者
は
、
其
の
害
を
除
く
所
以
な
り
⑨
。

ゆ

ゑ

ん

何
を
か
仁
と
謂
ふ
。
仁
な
る
者
は
、

怛
と
し
て
人
を
愛
し
⑩
、
謹
翕
と
し
て
爭
は
ず

さ
ん
だ
つ

き
ん
き
ふ

⑪
、
好
惡
倫
に
敦
く
、
傷
惡
の
心
無
く
⑫
、
隱
忌
の
志
無
く
、
嫉
妬
の
氣
無
く
、
感
愁
の

欲
無
く
、
險
詖
の
事
無
く
、
辟
違
の
行
ひ
無
し
。
故
に
其
の
心
は
舒
、
其
の
志
は
平
、
其

け

ん

ひ

の
氣
は
和
、
其
の
欲
は
節
、
其
の
事
は
易
、
其
の
行
ひ
は
道
。
故
に
能
く
平
易
和
理
に
し
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て
爭
ふ
無
き
な
り
。
此
の
如
き
者
、
之
を
仁
と
謂
ふ
。

何
を
か
智
と
謂
ふ
。
智
な
る
者
は
、
先
に
言
ひ
て
而
る
後
に
當
る
。
凡
そ
人
の
欲
舍
行

爲
は
、
皆
其
の
智
を
以
て
先
づ
規
り
て
而
る
後
に
之
を
爲
す
⑬
。
其
の
規
是
な
る
者
、
其

は
か

ぜ

の
爲
す
所
は
其
の
事
と
す
る
所
を
得
、
其
の
行
ひ
に
當
り
、
其
の
名
を
遂
げ
、
其
の
身
を

榮
ふ
。
故
に
利
あ
り
て
患
無
く
、
福
、
子
孫
に
及
び
、
徳
、
萬
民
に
加
は
る
。
湯
武
、
是

れ
な
り
。
其
の
規
非
な
る
者
、
其
の
爲
す
所
は
其
の
事
と
す
る
所
を
得
ず
、
其
の
行
ひ
に

ひ

當
ら
ず
、
其
の
名
を
遂
げ
ず
、
辱
害
、
其
の
身
に
及
び
、
世
を
絶
ち
後
無
く
、
類
を

殘
ひ

そ
こ
な

、

。

、

。

、「

」

宗
を
滅
ぼ
し

國
を
亡
ぼ
す

桀
紂

是
れ
な
り

故
に
曰
く

智
よ
り
急
な
る
は
莫
し

と
。智

な
る
者
は
、
禍
福
の
遠
き
を
見
、
其
れ
利
害
の
蚤
き
を
知
り
、
物
動
き
て
其
の
化
を

は
や

知
り
、
事
興
り
て
其
の
歸
を
知
り
、
始
ま
り
を
見
て
其
の
終
り
を
知
る
。
之
を
言
へ
ど
も

敢
て

譁

し
く
す
る
無
く
、
之
を
立
て
ど
も
廢
す
可
か
ら
ず
、
之
を
取
れ
ど
も
舍
つ
可
か

か
ま
び
す

ら
ず
。
前
後
相
悖
ら
ず
、
終
始
類
有
り
、
之
を
思
ひ
て
復
る
有
り
、
之
に
及
ん
で
厭
ふ
可

い
と

か
ら
ず
。
其
の
言
は
寡
に
し
て
足
り
、
約
に
し
て
喩
、
簡
に
し
て
達
し
、
省
に
し
て
具
は

り
、
少
な
き
も
益
す
可
か
ら
ず
、
多
き
も
損
ふ
可
か
ら
ず
。
其
の
動
き
は
倫
に
中
り
、
其

あ
た

の
言
は
務
に
當
る
。
是
の
如
き
者
、
之
を
智
と
謂
ふ
。

か
く

⑭
其
の
大
略
の
類
、
天
地
の
物
に
は
、
不
常
の
變
な
る
者
有
り
。
之
を
異
と
謂
ふ
。
小

な
る
者
、
之
を
災
と
謂
ふ
。
災
は
常
に
先
に
至
り
、
異
は
乃
ち
之
に
隨
ふ
。
災
は
天
の
譴

な
り
。
異
は
天
の
威
な
り
。
之
を
譴
し
て
知
ら
ざ
れ
ば
、
乃
ち
之
を
畏
す
る
に
威
を
以
て

す

『
詩
』
に
「
天
の
威
を
畏
る
」
⑮
と
云
ふ
は
、
殆
ん
ど
此
の
謂
ひ
な
り
。

。

お
そ

凡
そ
災
異
の
本
は
、

盡

く
國
家
の
失
よ
り
生
ず
。
國
家
の
失
、
乃
ち
始
め
て
萌
芽
す

こ
と
ご
と

、

、

。

、

る
に

天

災
害
を
出
だ
し
て
以
て
之
を
譴
告
す

之
を
譴
告
す
る
も
變
を
知
ら
ざ
れ
ば

。

、

乃
ち
怪
異
を
見
は
し
て
以
て
之
を
驚
駭
す

之
を
驚
駭
す
る
も
尚
ほ
畏
恐
を
知
ら
ざ
れ
ば

其
の
殃
咎
乃
ち
至
る
。
此
を
以
て
天
意
の
仁
に
し
て
人
を

陷

い
る
る
を
欲
せ
ざ
る
を
見
す

あ
う
き
う

お
と
し

な
り
⑯
。
天
意
は
欲
す
る
有
り
、
欲
せ
ざ
る
有
り
。
欲
す
る
所
欲
せ
ざ
る
所
の
者
は
、
人

内
に
は
以
て
自
ら
省
し
、
宜
し
く
心
に
懲
有
る
べ
く
、
外
に
は
以
て
其
の
事
を
觀
、
宜
し

く
國
に
驗
有
る
べ
し
。
故
に
天
意
を
見
は
す
者
の
、
災
異
に
於
る
や
、
之
を
畏
る
る
も
惡

ま
ず
、
以
て
天
、
吾
が
過
ち
を
振
ひ
て
吾
が
失
を
救
は
ん
と
欲
す
る
が
故
に
此
を
以
て
我

す
く

に
報
ず
と
爲
す
な
り
⑰
。

『

』

、

、

、

、

春
秋

の
法
に
て
は

上

古
を
變
じ
て
常
を
易
へ

是
に
應
じ
て
天
災
有
る
者
を

幸
國
と
謂
ふ
⑱
。
孔
子

「
天
の
幸
す
る
所
、
有
不
善
を
爲
さ
ば
、
而
ち
屡
し
ば
其
の
罪
を

、

ま
た

極
む
」
⑲
と
曰
ひ
、
楚
の
莊
王
、
天
、
災
を

見

さ
ず
、
地
、
孽
を

見

さ
ざ
る
を
以
て
、

あ
ら
は

げ
つ

あ
ら
は

則
ち
之
を
山
川
に
禱
り
て

「
天
其
れ
將
に
予
を
亡
ぼ
さ
ん
と
す
る
か
。
吾
が
過
ち
を
説
か

、

い
の

ず
、
吾
が
罪
を
極
む
」
と
曰
ふ
⑳
。
此
を
以
て
之
を
觀
れ
ば
、
天
災
は
之
れ
過
ち
に
應
じ

て
至
る
な
り
、
異
は
之
れ
顯
明
に
し
て
畏
る
可
き
な
り
。
此
れ
乃
ち
天
の
救
は
ん
と
欲
す

お
そ

る
所

『
春
秋
』
の
獨
り
幸
す
る
所
、
莊
王
の
禱
り
て
請
ふ
所
以
な
り
。
聖
主
賢
君
尚
ほ
忠

、

な

臣
の
諌
を
受
く
る
を
樂
し
む
、
而
る
に
况
ん
や
天
譴
を
受
く
る
を
や
。

し
か

い
は

【
注
】

①

『
淮
南
子
』
主
術
訓
に
、

凡
そ
人
の
性
は
、
仁
よ
り
貴
き
は
莫
く
、
智
よ
り
急
な
る
は
莫
し
。
仁
以
て
質
と

爲
し
、
智
以
て
之
を
行
ふ

（
凡
人
之
性
、
莫
貴
於
仁
、
莫
急
於
智
。
仁
以
爲
質
、

。

智
以
行
之
）

と
あ
り
、
こ
の
部
分
に
は
お
そ
ら
く
冒
頭
に
「
凡
人
之
性
」
な
ど
の
語
が
脱
し
て
い
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。

②

『
呂
氏
春
秋
』
當
務
に
、

辨
に
し
て
論
に
當
ら
ず
、
信
に
し
て
理
に
當
ら
ず
、
勇
に
し
て
義
に
當
ら
ず
、
法

に
し
て
務
に
當
ら
ざ
る
は
、
惑
に
し
て
驥
に
乘
ず
る
な
り
、
狂
に
し
て
呉
の
干
將

を
操
つ
る
な
り
。
大
い
に
天
下
を
亂
す
者
は
、
必
ず
此
の
四
者
な
り

（
辨
而
不
當

。

論
、
信
而
不
當
理
、
勇
而
不
當
義
、
法
而
不
當
務
、
惑
而
乘
驥
也
、
狂
而
操
呉
干

將
也
。
大
亂
天
下
者
、
必
此
四
者
也
）

と
あ
り

『
淮
南
子
』
主
術
訓
に
も
、

、
故
に
不
仁
に
し
て
勇
力
果
敢
有
る
は
、
則
ち
狂
に
し
て
利
劍
を
操
り
、
不
智
に
し
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て
辯
慧
獧
給
な
る
は
、
則
ち
驥
に
乘
じ
て
惑
ふ

（
故
不
仁
而
有
勇
力
果
敢
、
則
狂

。

而
操
利
劍
、
不
智
而
辯
慧
獧
給
、
則
（
棄

〔
乘
〕
驥
而
（
不
式

〔
惑

）

）

）

〕

と
あ
る
。

③

蘇
輿
は

『
荀
子
』
儒
效
篇
の
、

、

故
に
人
、
師
無
く
法
無
く
し
て
知
な
ら
ば
則
ち
必
ず
盜
を
爲
し
、
勇
な
ら
ば
則
ち

必
ず
賊
を
爲
し
、
能
な
ら
ば
則
ち
必
ず
亂
を
爲
し
、
察
す
れ
ば
則
ち
必
ず
怪
を
爲

し
、
辨
な
ら
ば
則
ち
必
ず
誕
を
爲
す

（
故
人
無
師
無
法
、
而
知
則
必
爲
盜
、
勇
則

。

必
爲
賊
、
云
能
則
必
爲
亂
、

察
則
必
爲
怪
、
辨
則
必
爲
誕
）

を
引
き

「
此
と
參
證
す
べ
し
」
と
い
う
。

、

④

蘇
輿
は

「

詩
』
に
『
強
禦
を
畏
れ
ず

（
大
雅
・
烝
民
）
と
云
ふ
。
此
れ
に
據
れ
ば

、
『

』

則
ち
強
と
禦
は
別
な
り
。
禦
は
『
人
を
禦
ぐ
に
口
給
を
以
て
す
』
の
『
禦
』
と
同
じ
。

孔
疏
の
『
強
梁
禦
善
』
も
亦
二
字
を
以
て
分
ち
疏
す
」
と
い
い

『
孔
子
家
語
』
始
誅
篇

、

の
、

其
の
談
説
は
以
て

襃

を
飾
り
衆
を
瑩
は
す
に
足
る
。
其
の
強
禦
は
以
て
是
に
返

よ
こ
し
ま

ま
ど

し
て
獨
立
す
る
に
足
る

（
其
談
説
足
以
飾
襃
瑩
衆
。
其
強
禦
足
以
返
是
獨
立
）

。

を
引
く
。

⑤

「
斷
辟
」
に
つ
い
て
、
蘇
輿
は

「

辟
』
は
法
な
り

『
斷
辟
』
は
法
紀
を
破
壞
す
る

、
『

。

を
謂
ふ
」
と
い
う
。

⑥

「
利
器
」
は
す
る
ど
い
刃
物
の
こ
と
で
、
国
家
権
力
や
兵
権
な
ど
を
た
と
え
る

『
淮

。

南
子
』
主
術
訓
に
、

故
に
野
心
有
る
者
は
、
便
勢
を
借
す
可
か
ら
ず
。
愚
質
有
る
者
は
、
利
器
に
與
る

可
か
ら
ず

（
故
有
野
心
者
、
不
可
借
便
勢
。
有
愚
質
者
、
不
可
與
利
器
）

。

と
あ
る
。

⑦

『
論
』
は
『
論
語
』
を
指
し
、
こ
の
語
は
『
論
語
』
堯
曰
の
「
不
知
言
、
無
以
知
人

也

（
言
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
以
て
人
を
知
る
無
き
な
り
）
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
。

」

⑧

『
淮
南
子
』
主
術
訓
に
、

徧

く
萬
物
を
知
り
て
人
道
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
智
と
謂
ふ
可
か
ら
ず
。

徧

く
羣
生

あ
ま
ね

あ
ま
ね

を
愛
し
て
人
類
を
愛
せ
ざ
れ
ば
、
仁
と
謂
ふ
可
か
ら
ず
。
仁
者
は
其
の
類
を
愛
す

。

。（

、

。

る
な
り

智
者
は
惑
ふ
可
か
ら
ざ
る
な
り

徧
知
萬
物
而
不
知
人
道

不
可
謂
智

徧
愛
羣
生
而
不
愛
人
類
、
不
可
謂
仁
。
仁
者
愛
其
類
也
。
智
者
不
可
惑
也
）

と
あ
り
、
蘇
輿
は
そ
の
一
節
を
引
い
て

「
案
ず
る
に
、
類
は
界
限
を
爲
す
所
以
な
り
。

、

内
外
に
就
い
て
之
を
言
へ
ば
、
則
ち
族
類
の
異
有
り
。
天
地
に
就
い
て
之
を
言
へ
ば
、

惟
だ
物
類
人
類
の
異
有
り
」
と
い
う
。

⑨

蘇
輿
は

「
仁
を
以
て
類
を
愛
し
、
智
を
以
て
害
を
除
く
。
除
害
も
亦
人
を
愛
す
る
所

、

以
な
り
」
と
い
う
。

⑩

「

怛
」
に
つ
い
て
、
蘇
輿
は

『
禮
記
』
表
記
の
、

、

中
心

怛
な
る
は
、
人
を
愛
す
る
の
仁
な
り

（
中
心

怛
、
愛
人
之
仁
也
）

。

『
白
虎
通
』
性
情
篇
の
、

仁
者
は
忍
び
ず
、
生
を
施
し
人
を
愛
す
る
な
り

（
仁
者
不
忍
也
、
施
生
愛
人
也
）

。

『
中
庸
』
の
、

肫
肫
た
り
其
の
仁

（
肫
肫
其
仁
）

。

お
よ
び
そ
の
鄭
注
の
「
肫
肫
は
懇
誠
の
貌
」
を
引
い
て

「

怛
」
は
懇
誠
の
意
（
ね
ん

、

ご
ろ
に
）
と
す
る
。

⑪

蘇
輿
は

「
翕
は
合
な
り
。
物
を
以
て
和
す
る
を
謂
ふ
」
と
い
う
。

、

⑫

蘇
輿
は

「
仁
者
は
好
む
こ
と
有
り
て
惡
む
こ
と
無
き
能
は
ず
。
但
だ
各
お
の
其
の
正

、

し
き
を
得
、
偏
僻
す
る
所
無
し
、
斯
れ
倫
類
に
厚
し
」
と
い
う
。

⑬

蘇
輿
は

「
先
に
知
り
後
に
行
ふ
。
故
に
程
子

『
未
だ
知
る
能
は
ず
、
説
甚
ぞ
行
は

、

、

れ
ん
』
と
曰
ふ
。
然
り
と
雖
も
、
知
る
所
に
是
有
り
非
有
り
。
故
に
又
必
ず
先
に
辨
別

の
功
有
り
」
と
い
う
。

⑭

「
其
大
略
之
類
」
以
下
に
つ
い
て
、
惠
棟
（

校
釋
』
引
）
は
『
以
下
は
另
に
一
篇
と

『

爲
す
」
と
い
い
、
錢
塘
は
「
後
の
一
段
は
疑
ふ
ら
く
は
本
、
二
端
篇
に
在
り
。
脱
し
て

此
に
在
り
」
と
い
う
。
ま
た
蘇
輿
も
二
端
篇
の
末
に
お
い
て

「
案
ず
る
に
、
必
仁
且
智

、

『

』

」

。『

』

、

篇
の

其
大
略
之
類

の
一
段
は
此
の
篇
の
文
と
相
類
す

と
指
摘
す
る

校
釋

は

こ
の
一
段
は
仁
・
智
と
無
関
係
で
あ
り
、
二
端
篇
の
錯
簡
で
あ
る
と
み
て
、
二
端
篇
に
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移
し
て
い
る
。

⑮

『
詩
』
は
『
詩
經
』
周
頌
・
我
將
に
み
え
る
。

⑯

蘇
輿
は

『
漢
書
』
董
仲
舒
伝
の
對
策
の
、

、

國
家
將
に
失
道
の
敗
有
ら
ん
と
し
て
、
天
乃
ち
先
に
災
害
を
出
だ
し
て
以
て
之
を

。

、

。

譴
告
す

自
ら
省
す
る
を
知
ら
ざ
れ
ば

又
怪
異
を
出
だ
し
て
以
て
之
を
警
懼
す

尚
ほ
變
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
傷
敗
乃
ち
至
る
。
此
を
以
て
天
心
の
仁
、
人
君
を
愛
し

て
其
の
亂
を
止
め
ん
と
欲
す
る
を
見
は
す
な
り

（
國
家
將
有
失
道
之
敗
、
而
天

。

乃
先
出
災
害
以
譴
告
之
。
不
知
自
省
、
又
出
怪
異
以
警
懼
之
。
尚
不
知
變
、
而
傷

敗
乃
至
。
以
此
見
天
心
之
仁
愛
人
君
而
欲
止
其
亂
也
）

『
漢
書
』
孔
光
伝
の
孔
光
の
上
疏
の
、

、

、

、

。

、

臣

師
に
聞
き
て
曰
く

天

王
者
を
右
け
與
す

故
に
災
異
數
し
ば
見
は
し
て

た
す

く
み

以
て
之
を
譴
告
し
、
其
の
改
更
を
欲
す
。
若
し
畏
懼
し
て
、
以
て
塞
ぎ
除
き
て
、

輕
ん
じ
忽
に
し

簡

り

誣

る
こ
と
有
れ
ば
、
則
ち
凶
罰
加
へ
ら
れ
、
其
の
至
る
こ

あ
な
ど

い
つ
は

と
必
す
可
し

『
詩
』
に

「
之
を
敬
し
之
を
敬
す
。
天
維
れ
顯
ら
か
な
り
。
命
易

。

、

か
ら
ざ
る
か
な
」
と
曰
ひ
、
又

「
天
の
威
を
畏
れ
、
時
に
於
て
之
を
保
ん
ず
」

、

と
曰
ふ

皆
懼
れ
ざ
る
者
は
凶

之
を
懼
る
れ
ば
則
ち
吉
な
る
を
謂
ふ
な
り

臣

。

、

。（

聞
師
曰
、
天
右
與
王
者
。
故
災
異
數
見
、
以
譴
告
之
、
欲
其
改
更
。
若
不
畏
懼
、

有
以
塞
除
、
而
輕
忽
簡
誣
、
則
凶
罰
加
焉
、
其
至
可
必
。
詩
曰
、
敬
之
敬
之
。
天

維
顯
思
。
命
不
易
哉
。
又
曰
、
畏
天
之
威
、
於
時
保
之
。
皆
謂
不
懼
者
凶
、
懼
之

則
吉
也
）

『
後
漢
書
』
皇
甫
規
伝
の
、

天
の
、
王
者
に
於
る
や
、
君
の
、
臣
に
於
る
、
父
の
、
子
に
於
る
が
如
き
な
り
。

誡
し
む
る
に
災
妖
を
以
て
し
、
福
祥
に
從
は
し
む

（
天
之
於
王
者
、
如
君
之
於

。

臣
、
父
之
於
子
也
。
誡
以
災
妖
、
使
從
福
祥
）

を
引
い
て

「
此
と
文
義
大
い
に
同
じ
」
と
い
う
。
ま
た
『
白
虎
通
』
災
變
篇
に
、

、

災
異
と
は
何
の
謂
ぞ
や

『
春
秋
濳
潭
巴
』
に
曰
く
、
災
の
言
は
傷
な
り
、
事
に

。

隨
ひ
て
誅
す

異
の
言
は
怪
な
り

先
づ
發
し
て
之
を
感
動
せ
し
む
る
な
り

災

。

、

。（

異
者
何
謂
也
。
春
秋
濳
潭
巴
曰
、
災
之
言
傷
也
、
隨
事
而
誅
。
異
之
言
怪
也
、
先

發
感
動
之
也
）

天
の
、
災
變
有
る
所
以
は
何
ぞ
や
。
人
君
を
譴
告
し
、
其
の
行
ひ
を
覺
悟
し
、
過

ち
を
悔
い
徳
を
修
め
思
慮
を
深
く
せ
し
め
ん
と
欲
す
る
所
以
な
り

（
天
所
以
有

。

災
變
何
。
所
以
譴
告
人
君
、
覺
悟
其
行
、
欲
令
悔
過
修
徳
、
深
思
慮
）

と
あ
る
。

⑰

「
振
」
は
救
の
意
味
。
蘇
輿
は
例
と
し
て
『
史
記
』
蒙
恬
伝
の
、

過
ち
は
振
ふ
可
く
し
て
、
諌
は
覺
る
可
し

（
過
可
振
而
諌
可
覺
）

。

『
荀
子
』
堯
問
篇
の
、

天
、
夫
子
を
し
て
寡
人
の
過
ち
を
振
は
し
む

（
天
使
夫
子
振
寡
人
之
過
也
）

。

を
引
く
。

⑱

「
幸
國
」
と
は
、
天
か
ら
災
が
下
さ
れ
た
時
点
で
失
政
に
気
付
き
、
以
前
の
政
治
に

も
ど
し
た
結
果
、
滅
亡
を
免
れ
た
国
を
い
う

『
春
秋
』
宣
公
十
五
年
「
冬
、
蝝
生
」
の

。

『
公
羊
傳
』
に
、

蝝
生
ず
る
は
書
さ
ず
。
此
れ
何
を
以
て
書
す
。
之
を
幸
す
れ
ば
な
り
。
之
を
幸
す

と
は
何
ぞ
や
。
猶
ほ
之
を
受
く
云
爾
と
曰
ふ
が
ご
と
し
。
之
を
受
く
云
爾
と
は
何

ぞ
や
。
上
、
古
を
變
へ
常
を
易
へ
、
是
に
應
じ
て
天
災
有
り
。
其
れ
諸
は
則
ち
宜

し
く
此
に
於
て
變
ず
べ
し

（
蝝
生
不
書
。
此
何
以
書
。
幸
之
也
。
幸
之
者
何
。

。

猶
曰
受
之
云
爾
。
受
之
云
爾
者
何
。
上
變
古
易
常
、
應
是
而
有
天
災
。
其
諸
則
宜

於
此
焉
變
矣
）

と
あ
り
、
そ
の
何
休
注
に

「
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
宣
公
、
此
の
天
災
饑
の
後
に
於
て
、
能

、

く
過
ち
を
受
け
、
變
じ
寤
る
。
明
年
、
古
に
復
し
中
を
行
ふ
。
冬
、
大
い
に
年
有
り
。

其
の
功
美
、
災
無
き
よ
り
過
ぐ
。
故
に
君
子
深
く
喜
び
て
之
を
僥
倖
す
と
爲
す
」
と
い

う
。

⑲

孔
子
の
語
の
出
処
は
不
詳
。

⑳

楚
の
莊
王
の
語
は
『
説
苑
』
君
道
篇
に
も
見
え
る
。

楚
の
莊
王
、
天
、
妖
を
見
さ
ず
、
地
、
孽
を
出
だ
さ
ざ
る
を
見
て
、
則
ち
山
川
に
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禱
り
て

『
天
其
れ
予
を
忘
る
る
か
』
と
曰
ふ
。
此
れ
能
く
過
り
を
天
に
求
め
、

、

諌
に
逆
ら
は
ず
。
安
に
危
を
忘
れ
ず
。
故
に
能
く
終
り
て
霸
功
を
成
す

（
楚
莊

。

王
、
見
天
不
見
妖
、
而
地
不
出
孽
、
則
禱
於
山
川
曰
、
天
其
忘
予
歟
。
此
能
求
過

於
天
、
不
逆
諌
。
安
不
忘
危
。
故
能
終
而
成
霸
功
焉
）

ま
た
『
論
衡
』
譴
告
篇
に
も
、

天
神
、
人
君
を
譴
告
す
る
は
、
猶
ほ
人
君
、
臣
下
を
責
怒
す
る
が
ご
と
き
な
り
。

故
に
楚
の
莊
王

天

災
異
を
下
さ
ず

天
其
れ
予
を
忘
る
る
か

と
曰
ふ

天

、「

、

、

」

。（

神
譴
告
人
君
、
猶
人
君
責
怒
臣
下
也
。
故
楚
莊
王
曰
、
天
不
下
災
異
、
天
其
忘
予

乎
）

と
あ
る
。

【
現
代
語
訳
】

必
仁
且
智
第
三
十

（
そ
も
そ
も
人
の
性
の
う
ち
で
は
）
仁
よ
り
親
し
い
も
の
は
な
く
、
智
よ
り
大
事
な
も

の
は
な
い
。
不
仁
な
の
に
勇
力
や
才
能
が
あ
る
の
は
、
正
し
い
判
断
の
で
き
な
い
人
が
刃

物
を
扱
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
無
智
な
の
に
小
賢
し
く
口
が
う
ま
い
の
は
、
目
が
見
え

な
い
人
が
駿
馬
を
駆
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
不
仁
・
無
智
な
の
に
才
能
が
あ
る

も
の
は
、
そ
の
才
能
を
駆
使
し
て
よ
こ
し
ま
な
心
を
増
長
さ
せ
、
誤
っ
た
行
い
を
助
長
し

よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
あ
や
ま
り
を
大
き
く
し
、
罪
悪
を
重
く
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の

（
よ
う
な
人
の
）
強
弁
は
あ
や
ま
り
を
お
お
い
か
く
す
に
た
り
、
応
対
の
う
ま
さ
は
詐
欺

を
犯
す
に
た
り
、
悪
賢
こ
さ
は
衆
愚
を
惑
わ
す
に
た
り
、
口
の
う
ま
さ
は
あ
や
ま
り
を
糊

塗
す
る
に
た
り
、
頑
固
さ
は
法
律
を
破
壊
す
る
に
た
り
、
き
び
し
さ
は
諌
言
を
拒
否
す
る

に
た
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
才
能
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
才
能
の
用
い
方
・
用
い
ど
こ

ろ
が
間
違
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
好
か
ら
ぬ
心
を
抱
く
も
の
に
権
勢
を
与
え
て
は

な
ら
ず
、
愚
鈍
な
も
の
に
権
力
を
与
え
て
は
な
ら
な
い

『
論
語
』
に
「
人
を
知
ら
ざ
る
な

。

り
」
と
い
う
の
は
、
人
に
こ
の
よ
う
な
区
別
が
あ
る
の
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
仁
で
は
あ
る
が
無
智
な
も
の
は
、
愛
し
は
す
る
け
れ
ど
も
（
愛
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
と
愛
さ
な
く
て
も
よ
い
も
の
と
の
）
区
別
が
つ
か
な
い
。
智
は
あ
る
が
不
仁
な
も

の
は

（
愛
す
る
こ
と
は
）
知
っ
て
は
い
る
が
実
際
に
は
愛
さ
な
い
。
だ
か
ら
仁
は
人
類
を

、

愛
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
智
は
害
を
除
く
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

ど
う
い
う
も
の
を
仁
と
い
う
の
か
。
仁
と
は
心
を
こ
め
て
人
を
愛
し
、
人
と
仲
良
く
し

て
争
わ
ず
、
好
き
嫌
い
は
人
倫
に
か
な
い
、
傷
つ
け
た
り
憎
ん
だ
り
す
る
心
も
な
く
、
心

の
中
で
ね
た
む
志
も
な
く
、
嫉
妬
の
気
持
ち
も
な
く
、
感
じ
た
り
愁
え
た
り
す
る
欲
も
な

く
、
よ
こ
し
ま
な
事
も
な
く
、
道
理
に
そ
む
く
行
い
も
な
い
。
だ
か
ら
心
は
の
び
や
か
、

志
は
お
だ
や
か
、
気
持
ち
は
の
び
の
び
し
、
欲
に
は
節
度
が
あ
り
、
行
う
事
は
平
易
で
、

行
い
は
道
に
か
な
う
。
だ
か
ら
お
だ
や
か
で
合
理
的
で
人
と
争
う
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ

う
な
も
の
を
仁
と
い
う
の
で
あ
る
。

ど
う
い
う
も
の
を
智
と
い
う
の
か
。
智
と
は
行
う
こ
と
を
先
に
予
告
し
、
そ
の
後
実
際

。

、

、

に
行
動
す
る

そ
も
そ
も
人
の
進
退
行
動
の
決
定
は

初
に
智
を
用
い
て
計
画
を
立
て

そ
れ
か
ら
行
動
を
お
こ
す
。
こ
の
計
画
が
正
し
い
も
の
は
、
行
動
が
結
果
と
し
て
あ
ら
わ

れ
、
行
い
が
妥
当
で
あ
り
、
名
声
が
あ
が
り
、
身
は
栄
え
る
。
だ
か
ら
利
益
が
も
た
ら
さ

れ
、
心
配
ご
と
は
な
く
、
福
が
子
孫
に
ま
で
お
よ
び
、
徳
が
万
民
に
ま
で
ゆ
き
わ
た
る
。

湯
王
や
武
王
が
そ
れ
で
あ
る
。
計
画
が
正
し
く
な
い
も
の
は
、
行
動
が
結
果
と
し
て
あ
ら

わ
れ
ず
、
行
い
が
妥
当
で
は
な
く
、
身
に
辱
か
し
め
を
う
け
、
子
孫
は
断
絶
し
、
宗
族
は

絶
滅
し
、
国
を
滅
ぼ
す
。
桀
王
や
紂
王
が
そ
れ
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
智
よ
り
大
事
な
も
の

は
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

智
者
は
遠
い
将
来
の
禍
福
を
予
見
し
、
利
害
の
早
さ
が
わ
か
り
、
物
が
動
い
た
時
点
で

そ
の
変
化
が
ど
う
な
る
か
が
わ
か
り
、
事
が
明
ら
か
に
な
っ
た
時
点
で
そ
の
帰
結
が
わ
か

り

始
ま
り
を
見
た
時
点
で
そ
の
結
果
が
わ
か
る

智
者
が

言
っ
た
こ
と
に
対
し
て

他

、

。（

）

（

の
人
は

や
か
ま
し
く
騒
ぎ
た
て
る
こ
と
は
で
き
ず

や
り
は
じ
め
た
こ
と
に
対
し
て

他

）

、

（

の
人
は
）
や
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
採
用
し
た
こ
と
に
対
し
て
（
他
の
人
は
）
反
対
す
る

こ
と
は
で
き
な
い

（
彼
の
行
動
は
）

初
と

後
で
矛
盾
す
る
こ
と
は
な
く
、
終
始
一
貫

。

し
て
お
り
、
よ
く
考
え
て
繰
り
返
し
行
い
、
繰
り
返
し
行
っ
て
も
あ
き
る
こ
と
は
な
い
。
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彼
の
口
数
は
少
な
く
て
も
充
分
で
あ
り
、
短
く
て
も
わ
か
り
や
す
く
、
省
略
さ
れ
て
い
て

も
首
尾
を
そ
な
え
、
言
葉
数
は
少
な
く
て
も
増
や
す
こ
と
は
で
き
ず
、
多
く
て
も
減
ら
す

こ
と
は
で
き
な
い
。
行
動
は
人
倫
に
か
な
い
、
言
葉
は
実
務
に
有
益
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
も
の
を
智
と
い
う
の
で
あ
る
。

大
ま
か
な
分
類
に
よ
る
と
、
天
地
の
間
に
存
在
す
る
万
物
の
中
に
は
、
尋
常
で
は
な
い

変
化
を
お
こ
す
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
を
異
と
い
う
。
異
の
う
ち
の
小
さ
い
も
の
を
災
と
い

う
。
災
は
常
に
（
異
よ
り
）
先
に
発
生
し
、
異
は
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
発
生
す
る
。
災
は

天
が
下
す
譴
責
で
あ
り
、
異
は
天
が
示
す
威
力
で
あ
る

（
天
が
）
譴
責
し
て
も
気
が
つ
か

。

な
け
れ
ば
、
つ
づ
け
て
威
力
を
示
し
て
畏
怖
さ
せ
る
の
で
あ
る

『
詩
』
に
「
天
の
威
力
を

。

畏
れ
る
」
と
い
う
の
は
お
そ
ら
く
こ
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
災
異
の
根
本
は
す
べ
て
国
家
の
過
失
か
ら
発
生
し
て
い
る
。
国
家
の
過
失
が

き
ざ
し
は
じ
め
た
時
に
、
天
は
災
害
を
下
し
て
譴
告
す
る
。
譴
告
し
て
も
異
変
に
気
が
つ

、

。

、

か
な
け
れ
ば

怪
異
を
あ
ら
わ
し
て
驚
か
す

驚
か
し
て
も
畏
怖
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば

そ
こ
で
は
じ
め
て
罪
が
下
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
天
の
意
は
仁
で
あ
っ
て
人
を
お
と
し

い
れ
よ
う
と
は
思
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
天
の
意
に
は
（
天
が
）
希
望
す
る
も
の

が
あ
り
、
希
望
し
な
い
も
の
が
あ
る

（
天
の
）
希
望
す
る
も
の
と
希
望
し
な
い
も
の
に
つ

。

い
て
は
、
内
に
対
し
て
は
人
は
み
づ
か
ら
反
省
し
、
心
に
い
ま
し
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
外
に
対
し
て
は
（
お
こ
る
）
事
を
観
察
し
、
国
の
政
治
に
反
映
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
だ
か
ら
天
の
意
を
あ
ら
わ
し
た
災
異
に
対
し
て

（
人
は
）
災
異
を
お
そ
れ
は
す

、

る
が

（
災
異
を
下
し
た
）
天
を
に
く
む
こ
と
は
な
く
、
天
は
私
の
過
失
を
救
お
う
と
思
っ

、

て
災
異
を
下
し
て
私
に
知
ら
せ
て
く
れ
た
の
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

『
春
秋
』
の
書
き
方
に
よ
れ
ば
、
為
政
者
が
古
い
制
度
や
通
常
の
や
り
方
を
変
え
た
結

果
、
そ
れ
に
応
じ
て
天
の
災
異
が
下
さ
れ
た
国
を
「
幸
国
」
と
呼
ぶ
。
孔
子
は
「
天
が
幸

、

」

、

を
与
え
た
国
が
ふ
た
た
び
不
善
を
は
た
ら
け
ば

し
ば
し
ば
厳
格
に
罪
を
下
す

と
い
い

楚
の
荘
王
は
天
が
災
を
あ
ら
わ
さ
ず
、
地
が
災
い
を
あ
ら
わ
さ
な
い
こ
と
か
ら
、
山
川
に

祈
り
を
捧
げ
て
「
天
は
私
を
滅
ぼ
そ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
私
の
誤
り
を
指
摘
し
て
く
れ

ず
、
厳
格
に
私
に
罪
を
下
す
」
と
い
う
。
以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
天
の
災
は
あ
や

ま
り
に
応
じ
て
下
さ
れ
、
天
の
異
は
は
っ
き
り
し
て
い
て
畏
怖
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
が
天
が
人
を
救
お
う
と
し
て
災
を
下
す
理
由
で
あ
り

『
春
秋
』
が
（
宣
公
だ
け
を
天
か

、

ら
）
幸
を
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
た
理
由
で
あ
り
、
荘
王
が
天
に
祈
っ
て
願
っ
た
理
由
で

あ
る
。
聖
主
や
賢
君
は
忠
臣
の
諌
言
を
受
け
る
こ
と
を
楽
し
み
に
す
る
。
ま
し
て
や
天
の

譴
責
を
受
け
る
こ
と
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

郊
語
第
六
十
五

本
篇
は
、
宋
本
で
は
「
此
聖
人
故
」
で
文
章
が
中
断
し
て
お
り

「
故
古
之
聖
王
」
以
下

、

は
本
来
は
郊
祭
篇
に
あ
っ
た
文
章
で
あ
り
、
錢
塘
の
説
に
よ
っ
て
こ
こ
に
移
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
異
な
る
場
所
の
ふ
た
つ
の
文
を
つ
な
い
だ
こ
と
に
よ
り
、
文
意
が
通
じ
に
く
く

な
っ
て
い
る
。
前
半
は
十
の
畏
敬
す
べ
き
も
の
を
あ
げ
、
続
け
て
孔
子
が
畏
敬
す
べ
き
も

の
と
し
て
あ
げ
た
天
命
・
大
人
・
聖
人
の
言
の
三
つ
が
な
ぜ
畏
敬
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か

を
論
証
す
る
。
後
半
は
毎
年
天
に
対
す
る
郊
祭
を
行
っ
た
周
と
郊
祭
を
行
わ
な
か
っ
た
秦

を
比
較
し
、
秦
が
長
続
き
し
な
か
っ
た
の
は
天
に
対
す
る
祭
祀
を
行
わ
な
か
っ
た
た
め
で

あ
る
と
す
る
。

、

、

、

、（

）〔

〕

、

、

人
之
言

醞
去
煙

鴟
羽
去
眯

慈
石
取
鐵

頸

赬

①
金
取
火

蠶
珥
絲
於
室

而
絃
絶
於
堂
、
禾
實
於
野
、
而
粟
缺
於
倉
、
蕪
荑
生
於
燕
、
橘
枳
死
於
荊
。
此
十
物
者
、

皆
奇
而
可
怪
、
非
人
所
意
也
。
夫
非
人
所
意
而
然
、
既
已
有
之
矣
。
或
者
吉
凶
禍
福
利
不

利
之
所
從
生
、
無
有
奇
怪
、
非
人
所
意
、
如
是
者
乎
。
此
（
等
）
②
可
畏
也
。

孔
子
曰
、
君
子
有
三
畏
。
畏
天
命
、
畏
大
人
、
畏
聖
人
之
言
。
彼
豈
無
傷
害
於
人
、
如

孔
子
徒
畏
之
哉
。
以
此
見
、
天
之
不
可
不
畏
敬
、
猶
主
上
之
不
可
不
謹
事
。
不
謹
事
主
、

其
禍
來
至
顯
。
不
畏
敬
天
、
其
殃
來
至
闇
。
闇
者
不
見
其
端
、
若
自
然
也
。
故
曰
、
堂
堂

如
天
殃
。
言
不
必
立
校
、
黙
而
無
聲
、
潛
而
無
形
也
。
由
是
觀
之
、
天
殃
與
主
罰
、
所
以

別
者
、
闇
與
顯
耳

（
不
）
③
然
其
來
逮
人
、
殆
無
以
異
。
孔
子
同
之
、
倶
言
可
畏
也
。
天

。
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地
神
明
之
心
、
與
人
事
成
敗
之
眞
、
固
莫
之
能
見
也
。
唯
聖
人
能
見
之
。
聖
人
者
見
人
之

所
不
見
者
也
。
故
聖
人
之
言
、
亦
可
畏
也
。

奈
何
如
廢
郊
禮
。
郊
禮
者
〔
聖
〕
④
人
所

甚
重
也
。
廢
聖
人
所

甚
重
、
而
吉
凶
利

害
在
於
冥
冥
不
可
得
見
之
中
、
雖
已
多
受
其
病
、
何
從
知
之
。
故
曰
、
問
聖
人
者
、
問
其

所
爲
、
而
無
問
其
所
以
爲
也
。
問
其
所
以
爲
、
終
弗
能
見
、
不
如
勿
問
。
問
〔
其
所
〕
⑤

爲
而
爲
之
、
所
不
爲
而
勿
爲
。
是
與
聖
人
同
實
也
。
何
過
之
有
。
詩
云
、
不
騫
不
忘
、
率

由
舊
章
。
舊
章
者
、
先
聖
人
之
故
文
章
也
。
率
由
（
各

〔
者

、
有
（
修

〔
循
〕
從
之
也

）

〕

）

⑥
。
此
言
先
聖
人
之
故
文
章
者
、
雖
不
能
深
見
而
詳
知
其
則
、
猶
不
（
知

〔
失
〕
⑦
其
美

）

譽
之
功
矣
。
今
郊
事
天
之
義
、
此
聖
人
故
〔
…
…
〕
⑧
。

故
古
之
聖
王
、
文
章
之

重
者
也
。
前
世
王
莫
不
從
重
、
栗
精
奉
之
、
以
事
上
天
。
至

。

。

。

、

於
秦
而
獨
闕
然
廢
之

一
何
不
率
由
舊
章
之
大
甚
也

天
者
百
神
之
大
君
也

事
天
不
備

雖
百
神
猶
無
益
也
。
何
以
言
其
然
也

〔
不
〕
祭
〔
天
神
〕
而
〔
祭
〕
地
神
者
⑨
、
春
秋
譏

。

之
、
孔
子
曰
、
獲
罪
於
天
、
無
所
禱
也
。
是
其
法
也
。
故
未
見
秦
國
致
天
福
如
周
國
也
。

詩
（
云

〔
曰
〕
⑩
、
唯
此
文
王
、
小
心
翼
翼
、
昭
事
上
帝
、
允
懷
多
福
。
多
福
者
非
謂
人

）

（
也

〔
之
〕
⑪
事
功
也
、
謂
天
之
所
福
也
。
傳
曰
、
周
國
子
多
賢
、
蕃
殖
至
於
駢
孕
男
者

）
、

。

。

、

。

四

四
産
而
得
八
男

皆
君
子
俊
雄
也

此
天
之
所
以
興
周
國
也

非
周
國
之
所
能
爲
也

今
秦
與
周
、
倶
得
爲
天
子
、
而
所
以
事
天
者
異
。
於
周
以
郊
爲
百
神
始
、
始
入
歳
首
、
必

以
正
月
上
辛
日
、
先
享
天
、
乃
敢
（
於

〔
爲
〕
⑫
地
。
先
貴
之
義
也
。
夫
歳
先
之
、
與
歳

）

弗
行
也
、
相
去
遠
矣
。
天
（
下

〔
不
〕
⑬
福
若
、
無
可
怪
者
。
然
所
以
久
弗
行
者
、
非
灼

）

灼
見
其
當
、
而
故
弗
行
也
、
典
禮
之
官
、
常
嫌
疑
莫
能
昭
昭
明
其
當
也
。
今
（
切

〔
竊
〕

）

⑭
以
爲
、
其
當
與
不
當
、
可
内
反
於
心
而
定
也
。
堯
謂
舜
曰
、
天
之
歴
數
在
爾
躬
。
言
察

身
以
知
天
也
。
今
身
有
子
、
孰
不
欲
其
有
子
禮
也
。
聖
人
正
名
、
名
不
虚
生
。
天
子
者
則

天
之
子
也
。
以
身
度
天
、
獨
何
爲
不
欲
其
子
之
有
子
禮
也
。
今
爲
其
天
子
、
而
闕
然
無
祭

於
天
、
天
何
必
善
之
。

所
聞
曰
、
天
下
和
平
、
則
災
害
不
生
。
今
災
害
生
、
見
天
下
未
和
平
也
。
天
下
所
未
和

平
者
、
天
子
之
教
化
不
行
也
。
詩
曰
、
有
覺
徳
行
、
四
國
順
之
。
覺
者
著
也
。
王
者
有
明

、

、

。

、

、

、

著
之
徳
行
於
世

則
四
方
莫
不
響
應

風
化
善
於
彼
矣

故
曰

悦
于
慶
賞

嚴
于
刑
罰

疾
于
法
令
。

【
校
記
】

①

「
頸
」

孫
詒
讓
に
従
い

「
赬
」
に
改
め
る
。

、

②

「
等
」

衍
字
と
見
る
蘇
輿
に
従
い
、
削
除
す
る
。

③

「
不
」

衍
字
と
見
る
蘇
輿
に
従
い
、
削
除
す
る
。

④

蘇
輿
・
劉
師
培
に
従
い

「
聖
」
字
を
補
う
。

、

⑤

兪
樾
に
従
い

「
其
所
」
の
二
字
を
補
う
。

、

⑥

率
由
各
有
修
從
之
也

兪
樾
に
従
い

率
由
者
有
循
從
之
也

に
改
め
る

注

「

」

、「

」

。（

⑬
参
照
）

⑦

「
知
」

錢
塘
（
盧
校
引
）
に
従
い

「
失
」
に
改
め
る
。

、

⑧

宋
本
に
従
い
、
以
下
に
脱
文
が
あ
る
と
み
る
。

⑨

「
祭
而
地
神
者
」

兪
樾
に
従
い

「
不
祭
天
神
而
祭
地
神
者
」
に
改
め
る
。

、

⑩

「
云
」

宋
本
に
従
い

「
曰
」
に
改
め
る
。

、

⑪

「
也
」

蘇
輿
に
従
い

「
之
」
に
改
め
る
。

、

⑫

「
於
」

蘇
輿
に
従
い

「
爲
」
に
改
め
る
。

、

⑬

「
下
」

陶
鴻
慶
に
従
い

「
不
」
に
改
め
る
。

、

⑭

「
切
」

宋
本
に
従
い

「
竊
」
に
改
め
る
。

、

【
書
き
下
し
文
】

郊
語
第
六
十
五
①

、

、

、

、

、

、

、

、

人
の
言
ふ

醞

煙
を
去
る
②

鴟
羽

眯
を
去
る
③

慈
石

鐵
を
取
る
④

赬
金

う
ん

し

う

べ
い

て
い

火
を
取
る
⑤
、
蠶
、
絲
を
室
に
珥
き
、
絃
、
堂
に
絶
つ
⑥
、
禾
、
野
に
實
り
、
粟
、
倉
に

は

缺
く
⑦
、
蕪
荑
、
燕
に
生
ず
、
橘
枳
、
荊
に
死
す
⑧
。
此
の
十
物
は
、
皆
奇
に
し
て
怪
し

む
可
し
⑨
、
人
の
意
と
す
る
所
に
非
ざ
る
な
り
。
夫
れ
人
の
意
と
す
る
所
に
非
ず
し
て
然

そ

し
か
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る
は
、
既
に
已
に
之
れ
有
り
。
或
い
は
吉
凶
禍
福
利
不
利
の
從
り
て
生
ず
る
所
は
、
奇
怪

す
で

有
る
無
き
も
、
人
の
意
と
す
る
所
に
非
ざ
る
こ
と
、
是
の
如
き
者
か
。
此
れ
畏
る
可
き
な

か
く

り
。孔

子

「
君
子
に
三
畏
有
り
。
天
命
を
畏
れ
、
大
人
を
畏
れ
、
聖
人
の
言
を
畏
る
」
⑩
と

、

曰
ふ
。
彼
豈
に
人
を
傷
害
す
る
無
く
し
て
、
孔
子
徒
だ
之
を
畏
る
る
か
。
此
を
以
て
見
れ

あ

た

ば
、
天
の
畏
敬
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
は
、
猶
ほ
主
上
の
、
謹
事
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
が
ご

と
し
。
主
に
謹
事
せ
ざ
れ
ば
、
其
の
禍
の
來
る
こ
と
至
つ
て
顯
な
り
。
天
を
畏
敬
せ
ざ
れ

ば
、
其
の
殃
の
來
る
こ
と
至
つ
て
闇
な
り
。
闇
き
者
は
其
の
端
を
見
は
さ
ず
、
自
ら
然
る

く
ら

あ
ら

が
若
く
す
る
な
り
⑪
。
故
に
曰
く
、
堂
堂
と
し
て
天
の
殃
の
如
し
と
。
必
ず
し
も
校
を
立

ご
と

て
ず
、
黙
し
て
聲
無
く
、
潛
ん
で
形
無
き
を
言
ふ
な
り
。
是
に
由
り
て
之
を
觀
れ
ば
、
天

の
殃
と
主
の
罰
と
、
別
つ
所
以
の
者
は
、
闇
と
顯
の
み
。
然
ら
ば
其
の
來
り
て
人
に
逮
ぶ

お
よ

、

。

、

。

や

殆
ん
ど
以
て
異
な
る
無
し

孔
子
之
を
同
じ
く
し
て

倶
に
畏
る
可
し
と
言
ふ
な
り

天
地
神
明
の
心
と
人
事
成
敗
の
眞
と
は
、
固
よ
り
之
を
能
く
見
る
莫
き
な
り
。
唯
だ
聖
人

の
み
能
く
之
を
見
る
。
聖
人
な
る
者
は
人
の
見
ざ
る
所
を
見
る
者
な
り
。
故
に
聖
人
の
言

も
亦
畏
る
可
き
な
り
。

奈
何
に
し
て
郊
禮
を
廢
す
る
。
郊
禮
な
る
者
は
聖
人
の

も
甚
だ
重
ん
ず
る
所
な
り
。

聖
人
の

も
甚
だ
重
ん
ず
る
所
を
廢
し
て
、
吉
凶
利
害
は
冥
冥
と
し
て
見
る
を
得
可
か
ら

ざ
る
の
中
に
在
れ
ば
、

已

だ
其
の
病
を
受
く
る
こ
と
多
し
と
雖
も
、
何
に
從
り
て
之
を
知

は
な
は

る
。
故
に
曰
く
、
聖
人
に
問
ふ
と
は
、
其
の
爲
す
所
を
問
ひ
て
、
其
の
爲
す
所
以
を
問
ふ

無
き
な
り
。
其
の
爲
す
所
以
を
問
へ
ば
、
終
に
見
る
能
は
ず
、
問
ふ
勿
き
に
如
か
ず
。
其

な

の
爲
す
所
を
問
ひ
て
之
を
爲
し
、
爲
さ
ざ
る
所
は
而

ち
爲
す
勿
れ
。
是
れ
聖
人
と
實
を
同

す
な
は

じ
く
す
る
な
り

何
の
過
ち
か
之
れ
有
ら
ん

詩

に

騫
ら
ず
忘
れ
ず

舊
章
に

率

。

。『

』

、「

、

あ
や
ま

し
た
が

ひ
由
る
」
⑫
と
曰
ふ

「
舊
章
」
と
は
先
聖
人
の
故
き
文
章
な
り

「

率
ひ
由
る
」
と
は
、

。

。

ふ
る

し
た
が

有
之
に
循
從
す
る
な
り
⑬
。
此
に
「
先
聖
人
の
故
き
文
章
」
と
言
ふ
は
、
深
く
見
て
詳
ら

か
に
其
の
則
を
知
る
能
は
ず
と

雖
も
、
猶
ほ
其
の
美
譽
の
功
を
失
は
ず
。
今
郊
は
天
に
事

い
へ
ど

ふ
る
の
義
、
此
聖
人
故
…
…
⑭
。

⑮
故
に
古
の
聖
王
は
、
文
章
の

も
重
ん
ず
る
者
な
り
。
前
世
の
王
從
り
て
重
ん
ぜ
ざ

よ

る
莫
く
、
栗
精
之
を
奉
じ
、
以
て
上
天
に
事
ふ
。
秦
に
至
り
て
獨
り
闕
然
と
し
て
之
を
廢

こ
れ

す
。
一
に
何
ぞ
舊
章
に

率
ひ
由
ら
ざ
る
の
大
甚
だ
し
き
か
⑯
。
天
は
百
神
の
大
君
な
り
。

し
た
が

は

な

は

天
に
事
へ
て
備
は
ら
ざ
れ
ば
、
百
神
と
雖
も
猶
ほ
益
無
き
な
り
⑰
。
何
を
以
て
其
の
然
る

を
言
ふ
か
。
天
神
を
祭
ら
ず
し
て
地
神
を
祭
る
者
は

『
春
秋
』
之
を
譏
り
⑱
、
孔
子
は
、

、

そ
し

「
罪
を
天
に
獲
れ
ば
、
禱
る
所
無
き
な
り
」
⑲
と
曰
ふ
。
是
れ
其
の
法
な
り
。
故
に
未
だ

い
の

秦
國
、
天
福
を
致
す
こ
と
周
國
の
如
き
を
見
ざ
る
な
り

『
詩
』
に

「
唯
だ
此
れ
文
王
、

。

、

小
心
翼
翼
と
し
て
、
昭
ら
か
に
上
帝
に
事
へ
、
允
に
多
福
を
懷
く
」
⑳
と
曰
ふ

「
多
福
」

。

い
だ

と
は
人
の
事
功
を
謂
ふ
に
非
ざ
る
な
り
、
天
の
福
す
る
所
を
謂
ふ
な
り
。
傳
に
曰
く

「
周

、

國
の
子
賢
多
し
、
蕃
殖
し
て
男
を
駢
孕
す
る
者
四
、
四
産
し
て
八
男
を
得
る
に
至
る
。
皆

君
子
の
俊
雄
な
り
」

と
。
此
れ
天
の
、
周
國
を
興
す
所
以
な
り
、
周
國
の
能
く
爲
す
所

に
非
ざ
る
な
り
。
今
秦
と
周
と
、
倶
に
天
子
と
爲
る
を
得
る
も
、
天
に
事
ふ
る
所
以
の
者

は
異
な
る
。
周
に
於
い
て
は
郊
を
以
て
百
神
の
始
め
と
爲
し
、
始
め
て
歳
首
に
入
る
に
、

必
ず
正
月
上
辛
の
日
を
以
て
、
先
づ
天
を
享
し
、
乃
ち
敢
て
地
を
爲
す

。
貴
を
先
に
す

る
の
義
な
り
。
夫
れ
歳
に
之
を
先
に
す
る
と
、
歳
に
行
は
ざ
る
と
、
相
去
る
こ
と
遠
し
。

天
、
若
に
福
せ
ざ
る
は
、
怪
し
む
可
き
者
無
し
。
然
れ
ど
も
久
し
く
行
は
ざ
る
所
以
の
者

な
ん
ぢ

ゆ

ゑ

ん

は
、
灼
灼
と
し
て
其
の
當
を
見
て
、

故

に
行
は
ざ
る
に
非
ず
、
典
禮
の
官
、
常
に
嫌
疑

こ
と
さ
ら

す
る
も
、
能
く
昭
昭
と
し
て
其
の
當
を
明
ら
か
に
す
る
莫
け
れ
ば
な
り
。
今
竊
か
に
以
爲

へ
ら
く
、
其
の
當
る
と
當
ら
ざ
る
と
は
、
内
、
心
に
反
り
て
定
む
可
き
な
り
。
堯
、
舜
に

謂
ひ
て

「
天
の
歴
數
は

爾

の
躬
に
在
り
」

と
曰
ふ
は
、
身
を
察
し
て
以
て
天
を
知
る

、

な
ん
ぢ

み

を
言
ふ
な
り
。
今
身
に
子
有
れ
ば
、
孰
か
其
の
、
子
の
禮
有
る
を
欲
せ
ざ
ら
ん
や
。
聖
人

た
れ

名
を
正
し
、
名
は
虚
し
く
は
生
ぜ
ず
。
天
子
な
る
者
は
則
ち
天
の
子
な
り
。
身
を
以
て
天

を
度
れ
ば
、
獨
り
何
爲
れ
ぞ
其
の
子
の
、
子
の
禮
有
る
を
欲
せ
ざ
ら
ん
や
。
今
其
の
天
子

な

ん

す

、

、

。

と
爲
り
て

闕
然
と
し
て
天
を
祭
る
無
け
れ
ば

天
何
ぞ
必
ず
し
も
之
を
善
し
と
せ
ん


け
つ
ぜ
ん

聞
く
所
に
曰
く

「
天
下
和
平
な
ら
ば
、
則
ち
災
害
生
ぜ
ず
」
と
。
今
災
害
生
ず
る
は
、

、

天
下
未
だ
和
平
な
ら
ざ
る
を
見
は
す
な
り
。
天
下
未
だ
和
平
な
ら
ざ
る
所
の
者
は
、
天
子

の
教
化
行
は
れ
ざ
る
な
り

『
詩
』
に

「
覺
な
る
徳
行
有
り
、
四
國
之
に
順
ふ
」

と
曰

。

、

。「

」

。

、

、

、

ふ

覺

は
著
な
り

王
者

世
に
明
著
の
徳
行
有
ら
ば

則
ち
四
方
響
應
せ
ざ
る
莫
く
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風
化
し
て
彼
を
善
し
と
す
。
故
に
曰
く
、
慶
賞
よ
り
悦
び
、
刑
罰
よ
り
嚴
し
く
、
法
令
よ

り
疾
し
と
。

は
や

【
注
】

①

郊
語
以
下
五
篇
の
関
係
に
つ
い
て
、
錢
塘
は

「
郊
語
の
一
篇
は
、
當
に
四
祭
篇
の
後

、

に
次
す
べ
き
に
似
た
り
。
此
の
下
の
五
篇
は
實
は
一
篇
な
り
」
と
い
い
、
黄
震
（

黄
氏

『

』

）

、「

。

」

。

日
鈔

卷
五
十
七

は

此
の
篇
は
天
に
事
ふ
る
の
義
を
言
ふ

缺
文
有
り

と
い
う

、

、『

』

ま
た
兪
樾
も

郊
語
・
郊
義
・
郊
祭
・
郊
祀
の
四
篇
は
実
は
一
篇
で
あ
り

崇
文
總
目

の
編
目
の
数
に
あ
わ
せ
る
た
め
に
分
割
し
た
と
し
、
四
篇
を
考
定
し
て
復
元
を
試
み
て

い
る
（

諸
子
平
議
』
卷
二
十
六

。

『

）

②

「
醞
」
字
に
つ
い
て
、
盧
文
弨
は

「
未
だ
詳
ら
か
な
ら
ず
」
と
い
い
、
孫
詒
讓
は
、

、

「

醞
』
は
當
に
『
醯
』
に
作
る
べ
し

『
墨
子
』
備
穴
篇
に
『
益
ま
す
醯
を
持
す
。
客

『

。

即
し
熏
す
る
と
き
は
以
て
目
を
救
ふ
』
と
。
明
ら
か
に
醯
は
烟
を
禦
ぐ
可
し
。
故
に
以

て
熏
穴
を
救
ふ

『
藝
文
類
聚

、
此
を
引
き
て
亦
『
醞
』
に
作
れ
ば
、
則
ち
唐
宋
已
に

。

』

」

。

、「
『

』

、

、

『

』

『

』

誤
る

と
い
う

蘇
輿
は

類
聚

八
十

此
の
文
を
引
き
て

一
本

醞

を

醘

に
作
る
。
形

『
醯
』
と
近
し
」
と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
て
『
校
釋
』
は

「
孫
・
蘇
の

、

、

説
は
い
づ
れ
も
妥
当
で
は
な
い

『
醯
』
は
『
醋
』
で
あ
り
、
烟
を
除
去
す
る
こ
と
は

。

で
き
な
い

『
墨
子
』
備
穴
篇
に
あ
る
『
酩
』
は
『
醞
』
の
簡
写
で
あ
り

『
墨
子
』
と

。

、

『
繁
露
』
は
い
づ
れ
も
『
醞
』
に
作
る
」
と
い
い
、
呉
毓
江
校
注
の
「

醞
』
は
蓋
し

『

一
種
の
揮
發
し
易
き
の
酒
類
。
故
に
下
文
に
『
目
を
以
て
醞
上
に
臨
む
』
と
曰
ふ
。
若

し
揮
發
し
易
か
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
目
も
て
醞
上
に
臨
む
も
、
亦
益
無
き
に
屬
す
」
と
、

岑
仲
勉
『
墨
子
守
城
各
篇
簡
注
』
の
「
案
ず
る
に
、
酒
精
は
水
に
比
べ
て
以
て
多
く
氣

體
を
闢
く
る
の
説
、
或
い
は
據
る
無
き
に
非
ず
」
を
引
き

「
呉
・
岑
の
解
す
る
所
は

、

一
説
を
備
ふ
可
し
」
と
い
う

「
醯
」
は
酢

「
醞
」
は
酒
の
も
と
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら

。

、

に
し
て
も
こ
こ
は
ア
ル
コ
ー
ル
の
よ
う
な
揮
発
性
に
富
ん
だ
薬
品
で
、
煙
が
し
み
た
目

を
洗
滌
す
る
の
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
り
あ
え
ず
も
と
の
「
醞
」
の
ま
ま

に
し
て
お
く
。

③

「
眯
」
を
、
各
本
は
「
眜
」
に
作
る
。
宋
本
・
大
典
本
は
「
眯
」
に
作
り
、
凌
曙
・

盧
文
弨
・
義
證
本
は
そ
れ
に
従
う

眯

は
細
か
い
ご
み
な
ど
が
目
に
入
る
こ
と

莊

。「

」

。『

子
』
天
運
に
、

夫
れ
播
糠
目
を
眯
せ
ば
、
則
ち
天
地
四
方
位
を
易
ふ

（
夫
播
糠
眯
目
、
則
天
地
四

。

方
易
位
矣
）

『
説
文
』
に
、

眯
は
、
草
、
目
の
中
に
入
る
な
り

（
眯
、
草
入
目
中
也
）

。

『
字
林
』
に
、

物
、
目
に
入
る
を
眯
と
爲
す

（
物
入
目
爲
眯
）

。

と
あ
る
。

④

『
呂
氏
春
秋
』
精
通
に
、

慈
石
、
鐵
を
召
す
は
、
之
を
引
く
或
れ
ば
な
り

（
慈
石
召
鐵
、
或
引
之
）

。

と
あ
り
、
そ
の
高
誘
注
に

「
石
は
鐵
の
母
な
り
。
慈
石
有
る
を
以
て
の
故
に
能
く
其
の

、

子
を
引
く
。
石
の
慈
な
ら
ざ
る
者
は
亦
引
く
能
は
ざ
る
な
り
」
と
い
う
。
ま
た
『
淮
南

子
』
覽
冥
訓
に
、

若
し
慈
石
の
能
く
鐵
を
連
く
を
以
て
し
て
、
其
の
瓦
を
引
く
を
求
む
る
は
、
則
ち

難
し

（
若
以
慈
石
之
能
連
鐵
也
、
而
求
其
引
瓦
、
則
難
矣
）

。

同
説
山
訓
に
、

慈
石
能
く
鐵
を
引
く
も
、
其
の
銅
に
於
け
る
に
及
ん
で
は
、
則
ち
行
は
れ
ざ
る
な

り

（
慈
石
能
引
鐵
、
及
其
於
銅
、
則
不
行
也
）

。

と
あ
る
。

⑤

劉
師
培
は

「
原
注
に
『
一
は
赬
に
作
り
、
一
は
眞
に
作
る
』
と
云
ふ
。
竊
か
に
以
ふ

、

に

『
赬
』
に
作
る
は
是
な
り

『
赬
』
は
赤
色
と
爲
す
。
赤
金
は
即
ち
銅
な
り

『
華

、

。

。

嚴
經
音
義
』
一
引
の
『
淮
南
』
許
注
に

『
陽
燧
は
五
石
の
銅
精
、
日
を
仰
ぎ
て
火
を

、

』

。

、

」

、

得

と
云
ふ

彼
の
説
に
據
れ
ば

則
ち
此
の
文
の
赬
金
は
即
ち
銅
燧
な
り

と
い
い

「
赬
」
字
を
是
と
す
る

『
校
釋
』
は
こ
れ
を
支
持
し
て

「

赬

『
頸

、
形
音
相
近

。

、
『

』

』
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し
、
故
に
誤
り
て
『
頸
』
に
作
る
」
と
い
う

『
淮
南
子
』
天
文
訓
に
、

。

陽
燧
、
日
を
見
れ
ば
、
則
ち
燃
や
し
て
火
と
爲
す

（
陽
燧
見
日
、
則
燃
爲
火
）

。

と
あ
り
、
そ
の
高
誘
注
に

「
陽
燧
は
金
な
り
。
金
杯
の
縁
無
き
者
を
取
り
て
、
熟
摩
し

、

て
熱
せ
し
め
、
日
中
時
を
以
て
日
の
下
に
當
て
、
艾
を
以
て
之
を
承
く
れ
ば
、
則
ち
燃

ゑ
て
火
を
得
る
な
り
」
と
い
う
。

⑥

「
珥
絲
」
は
蚕
が
糸
を
吐
き
出
す
こ
と

『
淮
南
子
』
天
文
訓
に
、

。

、

。

、

物
類
相
動
き

本
標
相
應
ず

故
に
陽
燧
日
を
見
れ
ば
則
ち
燃
や
し
て
火
と
爲
し

方
諸
月
を
見
れ
ば
則
ち
津
し
て
水
と
爲
す
。
虎
嘯
き
て
谷
風
至
り
、
龍
舉
が
り
て

景
雲
屬
し
、
麒
麟
鬭
ひ
て
日
月
食
し
、
鯨
魚
死
し
て
彗
星
出
で
、
蠶
絲
を
珥
き
て

商
弦
絶
ち
、
賁
星
墜
ち
て
勃
海
決
す

（
物
類
相
動
、
本
標
相
應
。
故
陽
燧
見
日

。

則
燃
而
爲
火
、
方
諸
見
月
則
津
而
爲
水
。
虎
嘯
而
谷
風
至
、
龍
舉
而
景
雲
屬
、
麒

麟
鬭
而
日
月
食
、
鯨
魚
死
而
彗
星
出
、
蠶
珥
絲
而
商
弦
絶
、
賁
星
墜
而
勃
海
決
）

と
あ
り
、
そ
の
高
誘
注
に

「
蠶
老
い
て
絲
成
る
。
中
よ
り
外
に
徹
し
、
之
を
視
る
こ
と

、

金
精
珥
の
如
く
、
表
裏
見
は
る
、
故
に
珥
絲
と
曰
ふ
。
一
に
曰
く
、
絲
を
口
に
弄
ぶ
、

商
音
清
く
、
絃
補
足
し
て
急
な
り
。
故
に
先
に
絶
つ
な
り
」
と
い
う
。
ま
た
同
覽
冥
訓

に
、

夫
れ
物
類
の
相
應
ず
る
は
、
玄
妙
深
微
に
し
て
、
知
も
論
ず
る
能
は
ず
、
辯
も
解

す
る
能
は
ず
。
故
に
東
風
至
り
て
酒
湛
溢
し
、
蠶
絲
を
咡
き
て
商
弦
絶
つ
は
、
之

に
感
ず
る
或
れ
ば
な
り

（
夫
物
類
之
相
應
、
玄
妙
深
微
、
知
不
能
論
、
辯
不
能

。

解
。
故
東
風
至
而
酒
湛
溢
、
蠶
咡
絲
而
商
弦
絶
、
或
感
之
也
）

、

、「

、

、

。

、

と
あ
り

そ
の
高
誘
注
に

老
蠶

絲
を
口
に
上
下
す

故
に
咡
と
曰
ふ

新
絲
出
づ

故
に
絲
脆
し
。
商
は
五
音
に
於
て

も
細
く
し
て
急
な
り
。
故
に
絶
つ
な
り
。
咡
或
い

は
珥
に
作
る
。
蠶
老
ゆ
る
の
時
、
身
中
に
在
り
て
は
正
黄
、
外
に
達
見
す
れ
ば
、
珥
の

如
し
。
商
は
西
方
の
金
音
な
り
。
蠶
は
午
火
な
り
。
火
壯
な
れ
ば
金
困
し
み
、
商
に
應

ず
る
の
み

或
い
は
新
故
相
感
ず
る
者
か

と
い
う

ま
た

易

乾
九
五
の
疏
に

造

。

」

。

『

』

、「

化
の
性
、
陶
甄
の
器
は
、
同
類
相
感
ず
と
爲
す
に
非
ず
。
亦
異
相
感
ず
る
者
有
り
。
慈

石
、
針
を
引
き
、
琥
珀
、
芥
を
拾
ひ
、
蠶
、
絲
を
吐
き
、
商
絃
絶
ち
、
銅
山
崩
れ
て
洛

鐘
應
ず
る
が
若
く
、
其
の
類
煩
だ
多
く
、
一
一
言
ひ
難
き
な
り
」
と
あ
る
。

⑦

『
呂
氏
春
秋
』
博
志
に
、

冬
と
夏
と
、
兩
つ
な
が
ら
刑
す
る
能
は
ず
、
草
と
稼
と
、
兩
つ
な
が
ら
成
る
能
は

、

。（

、

、

ず

新
穀
熟
し
て
陳
穀
虧
く
る
な
り

冬
與
夏
不
能
兩
刑

草
與
稼
不
能
兩
成

新
穀
熟
而
陳
穀
虧
）

と
あ
る
。

⑧

『
周
禮
』
考
工
記
に
、

橘
、
淮
を
踰
へ
て
北
に
て
は
枳
と
爲
す

（
橘
踰
淮
而
北
爲
枳
）

。

『
晏
子
春
秋
』
内
篇
雜
下
に
、

橘
、
淮
南
に
生
ず
れ
ば
則
ち
橘
と
爲
し
、
淮
北
に
生
ず
れ
ば
則
ち
枳
と
爲
す
。
葉

徒
相
似
る
も
、
其
の
實
味
同
じ
か
ら
ず
。
然
る
所
以
の
者
は
何
ぞ
や
。
水
土
異
な

れ
ば
な
り

（
橘
生
淮
南
則
爲
橘
、
生
于
淮
北
則
爲
枳
。
葉
徒
相
似
、
其
實
味
不

。

同
。
所
以
然
者
何
。
水
土
異
也
）

『
淮
南
子
』
原
道
訓
に
、

今
夫
れ
樹
を
徙
す
者
、
其
の
陰
陽
の
性
を
失
へ
ば
、
則
ち
枯
槁
せ
ざ
る
莫
し
。
故

う
つ

に
橘
樹
の
江
北
に
て
は
則
ち
化
し
て
枳
と
爲
る

（
今
夫
徙
樹
者
、
失
其
陰
陽
之

。

性
、
則
莫
不
枯
槁
。
故
橘
樹
之
江
北
則
化
而
爲
枳
）

と
あ
る
。

⑨

兪
樾
は

「
上
文
に
は
八
物
有
り
て
十
物
無
き
な
り
。
蓋
し
淺
人
誤
り
て

『
蠶
珥
絲

、

、

於
室
、
而
絃
絶
於
堂
、
禾
實
於
野
、
而
粟
缺
於
倉
』
を
分
ち
て
四
事
と
爲
す
に
由
る
の

み
。
其
の
誤
り
顯
然
た
り
、
正
さ
ざ
る
可
か
ら
ず
」
と
い
い

「
十
」
は
「
八
」
と
す

、

べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
た
だ
蘇
輿
は

「
此
は
或
い
は
脱
文
有
ら
ん

『
淮
南
子
』
泰
族

、

。

『

、

、

、

、

訓
に

蛟
龍
伏
寢
于
淵

而
卵
割
于
陵

螣
蛇
雄
鳴
于
上
風

雌
鳴
于
下
風
而
化
成
形

精
之
至
也
』
と
云
ひ
、
又
天
文
訓
に
『
日
至
而
麋
鹿
解
。
月
虚
而
魚
腦
流
、
麒
麟
鬭
而

、

』

、『

』

『

、

日
月
食

鯨
魚
死
而
彗
星
出

と
云
ひ

呂
氏
春
秋

精
通
篇
の

月
望
則
蚌
蛤
實

羣
陰
盈
、
月
晦
則
蚌
蛤
虚
、
羣
陰
虧
。
夫
月
形
乎
天
、
而
羣
陰
化
乎
淵
』
の
如
き
は
、

皆
其
の
比
な
り
」
と
い
い
、
脱
文
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
も
と
の
ま
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ま
に
し
て
お
く
。

⑩

「
大
人
」
に
つ
い
て
、
凌
曙
は
、
鄭
玄
の
「
大
人
と
は
天
子
・
諸
侯
の
、
政
を
爲
す

者
を
謂
ふ
」
を
引
く
。
こ
の
孔
子
の
語
は
『
論
語
』
季
氏
に
見
え
る
。

⑪

蘇
輿
は

「
殃
の
來
る
こ
と
由
有
る
も
、
其
の
端
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
之
に
命
ず
る

、

こ
と
自
然
な
る
の
み
」
と
い
い

『
呂
氏
春
秋
』
應
同
の
、

、

禍
福
の
自
り
て
來
る
所
、
衆
人
以
て
命
と
爲
す
、
安
ん
ぞ
其
の
所
を
知
ら
ん
や
。

（
禍
福
之
所
自
來
、
衆
人
以
爲
命
、
安
知
其
所
）

を
引
く
。

⑫

『
詩
』
は
大
雅
・
生
民
・
假
樂
の
一
節
で
あ
る
。

⑬

兪
樾
は

「

各
』
字
は
乃
ち
『
者
』
字
の
誤
り

『
修
』
字
は
乃
ち
『
循
』
字
の
誤
り

、
『

、

。『

』

『

』

、

『

』

。

『

』

な
り

循

誤
り
て

脩

と
爲
り

因
り
て
誤
り
て

修

と
爲
る

此
は

詩

を
引
き
て
之
を
釋
す

『
舊
章
者
、
先
聖
人
之
故
文
章
也
。
率
由
者
、
有
循
從
之
也
』

。

、『

』

『

』

。『

』

『

』

、『

』

『

』

は

有

は

又

と
通
ず

循

字
は

率

字
の
義
を
解
し

從

字
は

由

字
の
義
を
解
す
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
先
聖
人
の
故
き
文
章
を
舉
げ
て
、
又
循
ひ
て
之
に

從
ふ
。
是
れ
『
舊
章
に
率
ひ
由
る
』
を
謂
ふ
な
り
」
と
い
う
。

、「

」

「

」

、

⑭

宋
本
の
郊
語
篇
で
は

此
聖
人
故

の
下
に
小
字
で

云
云

と
い
う
注
記
が
あ
り

文
が
こ
こ
で
終
わ
っ
て
お
り
、
下
に
脱
文
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

⑮

「
故
古
之
聖
王
」
以
下
は
も
と
郊
祭
篇
に
あ
っ
た
文
で
あ
り
、
義
證
本
は
錢
塘
の
校

訂
に
従
い
こ
こ
に
移
し
て
い
る
。
蘇
輿
は
「
故
古
之
聖
王
」
の
五
字
を
衍
字
と
み
な
し

て
削
除
し
、
上
と
続
け
て
「
此
聖
人
故
文
章
之

重
者
也
」
と
す
る
。

⑯

秦
以
後
の
郊
禮
の
変
遷
に
つ
い
て
、
凌
曙
は

「

文
獻
通
考
』
に
『
秦
始
皇
既
に
天

、
『

、

』

。

、

。

下
を
并
せ

三
年
一
郊
す

と
あ
り

按
ず
る
に

秦
始
皇
よ
り
三
歳
一
郊
の
制
有
り

、

。

漢
文
位
に
在
り
て

始
め
て
親
ら
雍
畤
及
び
渭
陽
五
帝
に
郊
す
る
こ
と
各
お
の
一
の
み

。

、

。

。

景
帝
は
親
ら
郊
せ
ず

武
帝
の
元
光
の
後

常
に
三
歳
一
郊
す

昭
帝
は
親
ら
郊
せ
ず

宣
帝
、
神
爵
以
前
の
十
三
年
は
親
ら
郊
せ
ず
、
以
後
間
歳
一
郊
す
。
元
・
成
も
之
の
如

し
。
蓋
し
西
京
の
郊
祀
、
雍
五
畤
の
若
き
、
甘
泉
太
乙
の
若
き
、
皆
方
士
祈
福
の
説
に

出
で
て
、
古
人
報
本
の
意
有
る
に
非
ず
。
故
に
三
代
の
禮
制
は
、
秦
漢
に
至
り
て
蕩
然

た
り
。
禮
の
大
な
る
者
は
、
郊
よ
り
重
き
は
莫
し
。
漢
は
秦
の
弊
を
承
け
て
、
郊
禮
を

廢
す
。
董
生
の
論
、
其
の
、
漢
を
警
す
る
こ
と
深
し
」
と
い
う
。

、「

、

、

、

、

⑰

蘇
輿
は

漢
武

仙
を
求
む
る
の
故
を
以
て

方
士
の
言
を
用
ひ

泰
一
及
び
三
一

冥
羊
・
馬
行
・
赤
星
の
諸
祀
有
り
。
成
帝
の
世
に
始
め
て
議
し
て
之
を
罷
む
。
王
莽
、

諸
神
を
祀
り
て
、
千
七
百
所
に
至
る
。
所
謂
百
神
益
無
き
者
か
」
と
い
う
。

⑱

『
春
秋
』
僖
公
三
十
年
「
夏
、
四
月
、
四
卜
郊
不
從
、
乃
免
牲
、
猶
三
望
」
の
『
公

羊
傳
』
に
、

何
を
以
て
書
す
。
郊
せ
ず
し
て
望
祭
す
る
を
譏
る
な
り

（
何
以
書
。
譏
不
郊
而
望

。

祭
也
）

と
あ
る
。

⑲

『
論
語
』
八
佾
に
、

王
孫
賈
問
ひ
て
曰
く
、
其
の
、
奧
に
媚
び
ん
よ
り
は
、
寧
ろ
竈
に
媚
び
よ
と
は
、

何
の
謂
ひ
ぞ
や
。
子
曰
く
、
然
ら
ず
、
罪
を
天
に
獲
れ
ば
、
禱
る
所
無
き
な
り
。

（
王
孫
賈
問
曰
、
與
其
媚
於
奧
、
寧
媚
於
竈
、
何
謂
也
。
子
曰
、
不
然
、
獲
罪
於

天
、
無
所
禱
也
）

と
あ
る
。

⑳

『
詩
』
は
大
雅
・
文
王
・
大
明
の
一
節
。
現
行
の
テ
キ
ス
ト
は
「
維
此
文
王
、
小
心

翼
翼
。
昭
事
上
帝
、
聿
懷
多
福
」
に
作
る

「
允
」
に
作
る
の
は
三
家
詩
で
あ
る
。

。



『
論
語
』
微
子
に
、

周
に
八
士
有
り

伯
達

伯
適

仲
突

仲
忽

叔
夜

叔
夏

季
隨

季
騧

周

。

、

、

、

、

、

、

、

。（

有
八
士
。
伯
達
、
伯
適
、
仲
突
、
仲
忽
、
叔
夜
、
叔
夏
、
季
隨
、
季
騧
）

と
あ
り
、
そ
の
包
咸
注
に

「
周
の
時
、
四
乳
し
て
八
子
を
生
む
。
皆
顯
士
と
爲
る
。
故

、

に
之
を
記
す
る
の
み
」
と
あ
る
。



『
繁
露
』
郊
祭
に
も
、

是
の
故
に
天
子
は
歳
首
に
至
る
毎
に
、
必
ず
先
づ
郊
祭
し
て
以
て
天
を
享
し
、
乃

ち
敢
て
地
を
爲
し
、
子
の
禮
を
行
ふ
な
り

（
是
故
天
子
毎
至
歳
首
、
必
先
郊
祭

。

以
享
天
、
乃
敢
爲
地
、
行
子
禮
也
）
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と
あ
る
。



『
論
語
』
堯
曰
に
、

堯
曰
く
、
咨
、
爾
舜
。
天
の
暦
數
は
爾
の
躬
に
在
り
。
允
に
其
の
中
を
執
れ

（
堯

。

曰
、
咨
、
爾
舜
。
天
之
暦
數
在
爾
躬
。
允
執
其
中
）

と
あ
る
。

、「

、

。



兪
樾
は

按
ず
る
に

郊
語
・
郊
義
・
郊
祭
・
郊
祀
の
四
篇
は
實
は
止
だ
一
篇
の
み

殆
ど
後
人
取
り
て
『
崇
文
總
目
』
の
八
十
二
篇
の
數
に
足
さ
ん
と
欲
す
る
に
由
り
て
、

意
を
以
て
妄
り
に
之
を
分
つ
の
み
。
其
の
文
錯
亂
多
く
、
盧
注
訂
正
已
だ
多
し
。
上
文

の
『
今
郊
事
天
之
義
、
此
聖
人
故
』
以
下
、
文
脱
す
、
當
に
『
此
古
聖
人
文
章
之

重

者
也
』
と
云
ふ
べ
し
。
盧
、
郊
祭
篇
の
『
故
古
之
聖
王
故
文
章
之

重
者
也
』
を
以
て

、

。

、

。

之
に
接
し

文
氣
一
貫
す

是
に
於
て
篇
首
よ
り
此
に
至
り
て

文
始
め
て
讀
む
可
し

然
れ
ど
も
此
の
『
天
何
必
善
之
』
の
下
に

『
所
聞
曰
天
下
和
平
』
云
云
に
接
す
る
に

、

至
り
て
、
仍
ほ
脱
誤
有
り
。
今
、
其
の
文
を
考
定
し
、
四
篇
を
合
し
て
一
と
爲
す
。
之

を
録
す
る
こ
と
下
の
如
し
」
と
い
っ
て
、
復
元
し
た
文
章
を
載
せ
る
（

諸
子
平
議
』

『

卷
二
十
六

。
ま
た
錢
塘
が
「

所
聞
曰
』
云
云
は
、
郊
を
論
ず
る
の
文
に
非
ざ
る
に
似

）

『

た
り
」
と
い
う
の
に
従
い

「
所
聞
曰
」
以
下
を
一
段
と
す
る
。
譚
獻
（

校
釋
』
引
）

、

『

は
「
所
聞
曰
」
以
下
の
一
節
を
削
去
し
、
張
宗
祥
『
董
子
改
編
』
は
佚
文
に
分
類
し
て

い
る
。



『
詩
』
は
大
雅
・
蕩
・
抑
の
一
節
。

【
現
代
語
訳
】

郊
語
第
六
十
五

人
は
い
う
、
醞
が
煙
を
除
去
す
る
こ
と
、
ト
ビ
の
羽
が
目
に
入
っ
た
ご
み
を
取
り
除
く

こ
と
、
磁
石
が
鉄
を
ひ
き
つ
け
る
こ
と
、
赤
銅
の
鏡
が
火
を
お
こ
す
こ
と
、
蚕
が
蚕
室
で

糸
を
吐
き
だ
す
と
、
琴
の
商
の
弦
が
堂
で
絶
ち
切
れ
る
こ
と
、
稲
が
水
田
で
実
る
頃
に
は

粟
米
が
倉
庫
で
不
足
す
る
こ
と
、
か
ぶ
ら
が
（
北
の
）
燕
の
地
で
生
長
す
る
こ
と
、
橘
枳

が
（
南
の
）
荊
の
地
で
枯
れ
る
こ
と
。
以
上
の
十
の
事
柄
は
い
づ
れ
も
奇
怪
で
人
を
驚
か

す
こ
と
で
あ
り
、
人
の
考
え
が
及
ば
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
人
の
考
え
が
及
ば
な

い
こ
と
で
あ
る
の
に
そ
れ
が
起
る
と
い
う
こ
と
は
、
昔
か
ら
現
実
に
存
在
す
る
。
吉
凶
・

禍
福
・
利
不
利
が
起
る
原
因
に
は
別
に
驚
く
べ
き
こ
と
は
な
い
が
、
人
の
考
え
が
及
ば
な

い
と
い
う
点
で
は
、
さ
き
に
あ
げ
た
十
の
事
柄
の
場
合
と
同
じ
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
畏

敬
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

孔
子
は
「
君
子
に
は
三
つ
の
畏
敬
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
天
命
を
畏
敬
し
、
大
人
を
畏

敬
し
、
聖
人
の
言
葉
を
畏
敬
す
る
」
と
い
う
。
こ
の
三
つ
は
人
を
傷
つ
け
る
こ
と
で
は
な

、

。

、

い
の
に

ど
う
し
て
孔
子
は
こ
れ
ら
を
畏
敬
す
る
の
か

こ
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に

天
が
畏
敬
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
は
、
君
主
が
心
を
つ
く
し
て
仕
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
で
あ
る
の
と
同
じ
で
あ
る

（
臣
下
が
）
君
主
に
心
を
つ
く
し
て
仕

。

え
な
け
れ
ば

（
そ
れ
に
対
す
る
）
災
い
は
は
っ
き
り
と
目
に
見
え
る
形
で
臣
下
に
降
り
か

、

か
る

（
君
主
が
）
天
を
畏
敬
し
な
け
れ
ば

（
そ
れ
に
対
す
る
）
災
い
は
目
に
見
え
な
い

。

、

形
で
君
主
に
降
り
か
か
る
。
目
に
見
え
な
い
形
の
災
い
は
、
そ
の
端
緒
を
は
っ
き
り
と
は

あ
ら
わ
さ
ず
、
自
然
に
そ
う
な
っ
た
か
の
よ
う
に
そ
の
人
に
降
り
か
か
る
。
だ
か
ら
「
堂

々
と
し
て
い
て
天
が
下
す
災
い
の
よ
う
に
み
え
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
災
い
が

か
な
ら
ず
し
も
前
兆
を
あ
ら
わ
さ
ず
、
声
も
立
て
ず
、
姿
も
み
せ
ず
に
降
り
か
か
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
天
が
下
す
災
い
と
君
主
が
下
す
刑
罰
と

の
違
い
は
、
目
に
見
え
る
形
で
降
り
か
か
る
か
、
目
に
見
え
な
い
形
で
降
り
か
か
る
か
の

違
い
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
（
災
い
と
刑
罰
が
）
下
さ
れ
て
人
の
身
に
降
り
か
か
る

と
い
う
点
で
は
ま
っ
た
く
違
い
は
な
い
。
孔
子
は
こ
の
ふ
た
つ
を
同
じ
こ
と
だ
と
み
な
し

て
、
い
づ
れ
も
畏
敬
す
べ
き
で
あ
る
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
天
地
の
神
明
な
心
の

、

、

。

奥
底
と

人
事
の
成
功
と
失
敗
の
真
の
原
因
は

本
来
う
か
が
い
知
る
こ
と
は
で
き
な
い

し
か
し
聖
人
だ
け
は
そ
れ
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
聖
人
と
い
う
も
の
は
普
通

の
人
が
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
存
在
で
あ
る
。
だ
か
ら
聖
人

の
言
葉
も
や
は
り
畏
敬
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ど
う
し
て
郊
の
礼
を
廃
止
す
る
の
か
。
郊
の
礼
は
聖
人
が
も
っ
と
も
重
要
視
す
る
も
の
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で
あ
る
。
聖
人
が
も
っ
と
も
重
要
視
す
る
郊
の
礼
を
廃
止
し
た
う
え
に
、
吉
凶
・
利
害
が

ま
っ
く
ら
で
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
中
に
存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
弊
害
を
頻
り
に

こ
う
む
っ
た
と
し
て
も
、
ど
う
や
っ
て
そ
れ
を
知
れ
ば
よ
い
の
か
。
だ
か
ら
つ
ぎ
の
よ
う

に
い
う
、
聖
人
に
た
ず
ね
る
と
は
、
な
に
を
行
う
か
を
た
ず
ね
る
こ
と
で
あ
り
、
ど
う
し

て
そ
れ
を
行
う
か
と
い
う
理
由
を
た
ず
ね
る
の
で
は
な
い
。
行
う
理
由
を
た
ず
ね
て
も
結

局
は
（
聖
人
の
深
慮
は
普
通
の
人
に
は
）
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら

（
そ
れ
な
ら
ば

、

む
し
ろ

た
ず
ね
な
い
ほ
う
が
よ
い

な
に
を
行
う
か
を
た
ず
ね
て
か
ら
そ
れ
を
行
い

聖

）

。

、（

人
が
）
行
わ
な
い
こ
と
は
（
普
通
の
人
は
）
行
わ
な
い
。
こ
れ
が
（
普
通
の
人
が
）
聖
人

と
実
質
を
同
じ
く
す
る
方
法
で
あ
り

（
そ
の
よ
う
に
す
れ
ば
）
災
い
が
降
り
か
か
る
こ
と

、

は
な
い

『
詩
』
に

「
騫
ら
ず
忘
れ
ず
、
舊
章
に
率
ひ
由
る
」
と
あ
る

「
舊
章
」
と
は
む

。

、

。

か
し
の
聖
人
が
定
め
た
古
い
典
章
の
こ
と
で
あ
る

「
率
ひ
由
る
」
と
は
そ
の
典
章
に
し
た

。

が
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
む
か
し
の
聖
人
が
定
め
た
古
い
典
章
は

（
普
通

、

の
人
に
は
）
深
く
理
解
し
て
そ
の
法
則
を
く
わ
し
く
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
で

も
な
お
（
典
章
の
）
す
ぐ
れ
た
功
績
を
失
う
こ
と
は
な
い
。
今
、
郊
は
天
に
仕
え
る
義
で

あ
り
、
此
聖
人
故
…
…
。

だ
か
ら
む
か
し
の
聖
王
（
が
作
っ
た
典
章
）
は
典
章
の
う
ち
で
も
も
っ
と
も
重
要
な
も

の
で
あ
り
、
前
世
の
王
も
重
要
視
し
な
い
も
の
は
な
く
、
誠
心
誠
意
を
つ
く
し
て
天
に
仕

え
た
。
し
か
し
秦
に
な
る
と
、
秦
だ
け
が
こ
の
典
章
を
廃
止
し
た
。
な
ん
と
旧
章
に
し
た

が
わ
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
天
は
あ
ら
ゆ
る
神
の
う
ち
で
も
君
の
存
在
で
あ
る
。
天
に

対
す
る
仕
え
方
が
十
分
で
な
け
れ
ば
、
い
く
ら
天
以
外
の
あ
ま
た
の
神
に
仕
え
た
と
し
て

も
無
益
で
あ
る
。
ど
う
し
て
そ
う
い
え
る
の
か
。
天
の
神
を
祭
ら
ず
に
地
の
神
を
祭
る
こ

、『

』

、

「

、

と
に
対
し
て

春
秋

は
非
難
し
て
お
り

孔
子
は

天
に
対
し
て
罪
を
犯
し
た
な
ら
ば

（
他
の
神
を
）
い
く
ら
祈
っ
た
と
こ
ろ
で
ど
う
に
も
な
ら
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ

が
そ
の
原
則
で
あ
る
。
だ
か
ら
（
天
を
祭
ら
な
い
）
秦
に
周
の
よ
う
な
天
か
ら
の
幸
せ
が

も
た
ら
さ
れ
る
の
を
見
た
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る

『
詩
』
に
「
文
王
だ
け
が
心
を
こ
め
て

。

、

」

。「

」

う
や
う
や
し
く
天
に
仕
え
た
の
で

多
福
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る

と
あ
る

多
福

と
は
人
に
よ
っ
て
な
し
と
げ
ら
れ
た
業
績
を
い
う
の
で
は
な
く
、
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
幸

せ
を
い
う
の
で
あ
る
。
伝
に
「
周
の
子
供
に
は
賢
い
も
の
が
多
い
。
次
第
に
ふ
え
て
い
っ

て
、
男
の
双
子
を
孕
ん
だ
も
の
が
四
人
、
そ
の
四
人
が
出
産
し
て
八
人
の
男
児
が
生
ま
れ

る
に
い
た
っ
た
。
い
づ
れ
も
君
子
の
う
ち
で
も
と
り
わ
け
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
い

う
。
こ
れ
は
天
が
周
を
興
そ
う
と
し
て
こ
の
よ
う
に
し
た
の
で
あ
っ
て
、
周
自
身
が
そ
う

し
よ
う
と
し
て
も
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
さ
て
秦
と
周
は
い
づ
れ
も
天
子
と
な
る
こ
と

は
で
き
た
が
、
天
に
対
す
る
仕
え
方
は
異
な
っ
て
い
る
。
周
は
郊
祭
を
百
神
の
祭
祀
の
冒

頭
に
お
き
、
新
し
い
歳
に
な
る
と
、
正
月

初
の
辛
の
日
に
ま
ず
天
に
対
す
る
祭
祀
を
行

い
、
そ
れ
か
ら
地
に
対
す
る
祭
祀
を
行
っ
た
。
こ
れ
は
貴
い
も
の
を
先
に
す
る
と
い
う
意

味
で
あ
る

（
周
の
よ
う
に
）
毎
歳
い
ち
ば
ん

初
に
郊
歳
を
行
う
も
の
と

（
秦
の
よ
う

。

、

に
）
郊
祭
を
行
わ
な
い
も
の
と
の
差
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
天
が
お
ま
え
（
秦
）
に
福
を

与
え
な
か
っ
た
の
は
な
ん
ら
怪
し
む
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
秦
が
長
き
に
わ
た
っ

て
天
に
対
す
る
祭
祀
を
行
わ
な
か
っ
た
の
は
、
行
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て

い
る
の
に
故
意
に
行
わ
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
礼
の
担
当
官
は
行
わ
な
い
こ
と

は
お
か
し
い
と
常
に
感
じ
な
が
ら
も
、
そ
の
行
う
べ
き
で
あ
る
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
い
ま
思
う
に
、
祭
祀
を
行
う
べ
き
か
ど
う
か
は
自
分

の
心
に
か
ん
が
み
て
決
定
す
べ
き
で
あ
る
。
堯
が
舜
に
む
か
っ
て
「
天
の
法
則
は
お
ま
え

の
身
に
備
わ
っ
て
い
る
」
と
い
う
の
は
、
自
分
の
身
体
を
観
察
し
た
結
果
、
天
の
法
則
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
も
し
自
分
に
子
供
が
い
た
と
し
た
ら
、
だ

れ
が
子
の
礼
を
行
っ
て
ほ
し
く
な
い
と
思
う
も
の
が
い
よ
う
か
。
聖
人
は
実
体
に
あ
わ
せ

て
名
称
を
用
い
る
の
で
あ
っ
て
、
名
称
だ
け
が
勝
手
に
生
じ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
天

。

、

子
と
は
天
の
子
と
い
う
意
味
で
あ
る

自
分
自
身
の
こ
と
か
ら
天
の
こ
と
を
推
測
す
れ
ば

ど
う
し
て
（
天
だ
け
が
天
の
子
で
あ
る
）
天
子
に
子
の
礼
を
行
っ
て
ほ
し
く
な
い
と
思
う

で
あ
ろ
う
か
。
今
、
天
子
と
な
っ
て
お
き
な
が
ら
天
に
対
す
る
祭
祀
を
行
わ
な
い
の
で
あ

れ
ば
、
天
が
ど
う
し
て
（
そ
ん
な
天
子
を
）
認
め
る
で
あ
ろ
う
か
。

聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
天
下
が
平
和
で
あ
れ
ば
災
害
は
お
き
な
い
と
い
う
。
今
、
災

害
が
お
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
天
下
が
平
和
で
な
い
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
天
下
が

ま
だ
平
和
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
天
子
の
教
化
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
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。『

』

「

」

。

る

詩

に

は
っ
き
り
し
た
徳
行
が
あ
れ
ば
四
方
の
国
は
つ
き
従
っ
て
く
る

と
い
う

「
覚
」
は
著
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
王
者
が
世
の
中
に
対
し
て
は
っ
き
り
し
た
徳
行
が
あ

れ
ば
、
四
方
の
国
は
響
き
に
応
じ
な
い
国
は
な
く
、
感
化
し
て
彼
ら
を
よ
く
す
る
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
（
そ
の
よ
う
な
王
者
の
徳
行
は
）
恩
賞
よ
り
よ
ろ
こ
ば
れ
、
刑
罰
よ
り
お
そ

れ
ら
れ
、
法
令
よ
り
は
や
く
浸
透
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

求
雨
第
七
十
四

本
篇
で
は
、
旱

の
場
合
の
雨
を
求
め
る
具
体
的
な
方
法
が
季
節
ご
と
に
述
べ
ら
れ
る
。

ひ
で
り

「
春
」
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
い
る
が

「
夏
」
以
降
の
場
合
は

「
春

、

、

の
如
く
す
る
な
り

「
他
は
皆
前
の
如
し
」
と
表
現
さ
れ
る
項
目
も
あ
り
、
厳
密
に
は
明
瞭

」

で
は
な
い
。
文
章
も
必
ず
し
も
整
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
季
節
、
色
、
方
角
、
数
字

等
の
配
当
な
ど
に
関
し
て
は

『
易
』
や
五
行
思
想
を
踏
ま
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
色
の
一

、

つ
が
あ
る
。
ま
た
、
雨
を
求
め
る
骨
子
と
し
て
は
、
本
篇

後
に
、
男
は
身
を
隠
そ
う
と

、

、

す
る(

閉
陽)

が

女
子
は
和
ら
ぎ
楽
し
も
う
と
す
る(

開
陰)

こ
と
だ
と
ま
と
め
て
い
る
が

こ
れ
は
『
漢
書
』
董
仲
舒
伝
に
「
仲
舒
の
國
を
治
む
る
や
、
春
秋
の
災
異
の
變
を
以
て
陰

。

、

、

」

陽
の
錯
行
す
る
所
以
を
推
す

故
に
雨
を
求
む
る
に

諸
陽
を
閉
ぢ

諸
陰
を

縱

に
す

ゆ

ゑ

ん

ほ
し
い
ま
ま

と
あ
る
の
と
一
致
す
る
。
以
下
に
、
雨
を
求
め
る
具
体
的
な
方
法
を
項
目
ご
と
に
表
に
し

て
示
し
て
お
く
。

※

表
中
の
空
欄
は
文
中
に
明
確
な
記
述
が
な
い
も
の

（

）
付
き
は
文
中
の
記
述

。

に
よ
り
類
推
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

禱
祀

春

夏

季
夏

秋

冬

日

水
日

水
日

(

水
日
）

(

水
日
）

(

水
日
）

禱

社
稷
山
川

山
稜

名
山

祀

戸

竈

中
霤

門

井

取
る
べ
き
行
動

春

夏

季
夏

秋

冬

・
名
木
を
伐

・
土
木
工
事

・
土
木
工
事

・
火
を
使
う

・
水
の
流
れ

採
し
な
い

を
執
り
行
わ

を
執
り
行
わ

こ
と
を
執
り

を
塞
い
で
は

・
山
林
を
切

な
い

な
い

行
わ
な
い

な
ら
な
い

り
出
さ
な
い

・
水
を
新
し

・
十
日
ご
と

・
火
を
使
わ

く
し
井
戸
を

に
一
回
、
市

ず
金
属
の
器

浚
う

場
を
村
の
南

を
煮
て
は
な

さ
ら

門
の
外
に
移

ら
な
い

動
す
る

・
八
日
の
間

・
七
日
間
、

・
五
日
間
、

、

巫
女
を
日
に

釜
を
壇
に
さ

男
子
が
市
場

さ
ら
す

ら
す

に
入
る
こ
と

・
痀
僂
の
人

・
臼
と
杵
を

が
で
き
な
い

・
九
日
間
、

を
集
め
る

道
に
さ
ら
す

よ
う
に
す
る

巫
女
と
痀
僂

・
巫
女
を
市

の
人
を
日
に

場
の
傍
ら
に

さ
ら
す

集
め
、
巫
女

の
た
め
に
覆

い
を
設
け
る
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壇
の
造
成

春

夏

季
夏

秋

冬

造
成
場
所

東
門
の
外

南
門
の
外

南
門
の
外

西
門
の
外

北
門
の
外

規
模

方
八
尺

方
七
尺

繒

蒼
繒
八
本

赤
繒
七
本

黄
繒
五
本

白
繒
九
本

黒
繒
六
本

祭
る
神

共
工

蚩
尤

后
稷

少
昊

玄
冥

生
魚
八･
赤
雄
鷄
七･

母

五･

桐
木
魚
九･

黒
狗
子
六･

供
え
物

玄
酒･

清
酒

玄
酒･
清
酒

玄
酒･

清
酒

玄
酒･

清
酒

玄
酒･

清
酒

･

膊
脯

･

膊
脯

･

膊
脯

･

膊
脯

･

膊
脯

祝

春

夏

季
夏

秋

冬

祝
の
齋
す
る
日
数

三
日

三
日

三
日

三
日

三
日

服
色

蒼

赤

黄

白

黒

龍
の
製
作

春

夏

季
夏

秋

冬

製
作
日

甲
乙

丙
丁

戊
己

庚
申

壬
癸

大
龍

色
・
数

蒼
龍
一
体

赤
龍
一
体

黄
龍
一
体

白
龍
一
体

黒
龍
一
体

長
さ

八
丈

七
丈

五
丈

九
丈

六
丈

配
置

中
央

中
央

中
央

中
央

中
央

数

七
体

六
体

四
体

八
体

五
体

長
さ

四
丈

三
丈
五
尺

二
丈
五
尺

四
丈
五
尺

三
丈

小
龍

配
置

東

南

中
央

西

北

向
き

東

南

南

西

北

間
隔

八
尺

七
尺

五
尺

九
尺

六
尺

祝
以
外
の
者

春

夏

季
夏

奉
納
者

壯
者

司
空
嗇
夫

丈
夫

老
者

小
童

田
嗇
夫

人
数

八
人

七
人

五
人

齋
す
る
日
数

三
日

三
日

三
日

三
日

三
日

三
日

服
色

青

青

赤

赤

黄

黄

動
作

舞
う

立
つ

舞
う

立
つ

舞
う

立
つ

秋

冬

奉
納
者

鰥
者

司
馬

老
者

尉

人
数

九
人

六
人

齋
す
る
日
数

三
日

三
日

三
日

三
日

服
色

白

白

黒

黒

動
作

舞
う

立
つ

舞
う

立
つ

水
関
連

春

夏

季
夏

秋

冬

社
の
溝
と
村

社
の
溝
と
村

社
の
溝
と
村

水
路

の
外
の
溝
と

の
外
の
溝
と

の
外
の
溝
と

を
通
じ
さ
せ

を
通
じ
さ
せ

を
通
じ
さ
せ

る

る

る

蝦
蟇

五
匹

五
匹

池

方
一
尺

方
七
尺

方
五
尺

方
九
尺

(

方
六
尺)

深
さ
一
尺

深
さ
一
尺

深
さ
一
尺

深
さ
一
尺

(

深
さ
一
尺)

供
え
物

清
酒･

膊
脯
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そ
の
他
の
準
備
物

春

夏

季
夏

秋

冬

祝
の
齋
す
る
日
数

三
日

社
の
溝
と
村

服
色

蒼

赤

三
歳
の
雄
鷄
と
三
歳
の

三
歳
の
雄
鷄
と

豭
豬

三
歳
の
豭
豬

準
備
物

南
門
に
水

北
門
に
老
豭
豬
一
匹

市
場
の
中
に
豭
豬
一
匹

一
春
旱
求
雨
。
令
縣
邑
以
水
日
禱
社
稷
山
川
、
家
人
祀
戸
。
無
伐
名
木
、
無
斬
山
林
。
暴

巫
聚
尫
八
日
。
於
邑
東
門
之
外
、
爲
四
通
之
壇
。
方
八
尺
、
植
蒼
繒
八
。
其
神
共
工
、
祭

之
以
生
魚
八
・
玄
酒
、
具
清
酒
膊
脯
。
擇
巫
之
潔
清
辯
利
者
、
以
爲
祝
。
祝
齋
三
日
、
服

蒼
衣
、
先
再
拜
乃
跪
陳
。
陳
已
、
復
再
拜
乃
起
。
祝
曰
、
昊
天
生
五
穀
以
養
人
。
今
五
穀

、

。

、

。

。

。

、

病
旱

恐
不
成
實

敬
進
清
酒
膊
脯

再
拜
請
雨

雨
幸
大
澍

即
奉
牲
禱

以
甲
乙
日

爲
大
蒼
龍
一
。
長
八
丈
、
居
中
央
。
爲
小
龍
七
。
各
長
四
丈
、
於
東
方
。
皆
東
郷
、
其
間

相
去
八
尺
。
小
童
八
人
、
皆
齋
三
日
、
服
青
衣
而
舞
之
。
田
嗇
夫
亦
齋
三
日
、
服
青
衣
而

立
之
。
鑿
社
、
通
之
於
閭
外
之
溝
。
取
五
蝦
蟇
、
錯
置
〔
里
〕
①
社
之
中
。
池
方
八
尺
、

深
一
尺
、
置
水
蝦
蟇
焉
。
具
清
酒
膊
脯
。
祝
齋
三
日
、
服
蒼
衣
、
拜
跪
陳
祝
如
初
。
取
三

歳
雄
鷄
與
三
歳
豭
豬
、
皆
燔
之
於
四
通
神
宇
。
令
民
闔
邑
里
南
門
、
置
水
其
外
、
開
邑
里

北
門
、
具
老
豭
豬
一
、
置
之
於
里
北
門
之
外
。
市
中
亦
置
豭
豬
一
。
聞
鼓
聲
、
皆
燒
豭
豬

尾
。
取
死
人
骨
埋
之
、
開
山
淵
積
薪
而
燔
之
。
通
道
橋
之
壅
塞
、

不
行
者
決
瀆
之)

〔
決

(

瀆
之
不
行
者
〕
②
。
幸
而
得
雨
、
報
以
豚
一
、
酒
鹽
黍
財
足
、
以
茅
爲
席
、
毋
斷
。

【
校
記
】

①

「
里
」

劉
師
培
に
従
い
「
里
」
の
字
を
補
う
。

②

「
不
行
者
決
瀆
之
」

蘇
輿
に
従
い
、
語
順
を
入
れ
替
え
て
「
決
瀆
之
不
行
者
」
と

す
る
。

【
書
き
下
し
文
】

春
の
旱
に
雨
を
求
む
①
。
縣
邑
を
し
て
水
日
②
を
以
て
社
稷
山
川
に
禱
り
、
家
人
を
し

い
の

て
戸
を
祀
ら
し
む
③

名
木
を
伐
る
こ
と
無
く

山
林
④
を
斬
る
こ
と
無
し

巫
を
暴
し
尫

。

、

。

ま
つ

き

さ
ら

わ
う

を
聚
む
る
こ
と
八
日
⑤
。
邑
の
東
門
の
外
に
於
い
て
、
四
通
の
壇
を
爲
る
⑥
。
方
八
尺
に

あ
つ

つ
く

し
て
、
蒼
繒
八
⑦
を
植
つ
。
其
の
神
は
共
工
⑧
、
之
を
祭
る
に
生
魚
八
・
玄
酒
⑨
を
以
て

た

し
、
清
酒
・
膊
脯
を
具
ふ
。
巫
の
潔
清
辯
利
な
る
者
を
擇
び
て
、
以
て
祝
⑩
と
爲
す
。
祝

そ
な

え
ら

は
齋
す
る
こ
と
三
日
、
蒼
衣
を
服
し
、
先
づ
再
拜
し
て
乃
ち

跪

き
て
陳
ぶ
。
陳
ぶ
る
こ

ひ
ざ
ま
づ

の

と
已
み
て
、
復
た
再
拜
し
て
乃
ち
起
つ
。
祝
曰
く
⑪

「
昊
天
、
五
穀
を
生
し
て
以
て
人
を

、

や

ま

た

な

養
ふ
。
今
五
穀
旱
に
病
み
て
、
恐
ら
く
は
實
を
成
さ
ざ
ら
ん
。
敬
し
ん
で
清
酒
・
膊
脯
を

み

つ
つ

進
め
、
再
拜
し
て
雨
を
請
ふ
。
雨

幸

く
は
大
い
に

澍

さ
ん
こ
と
を
⑫
」
と
。
即
ち
牲
を

ね
が
は

う
る
お

奉
り
て
禱
る
。
甲
乙
の
日
⑬
を
以
て
、
大
蒼
龍
一
を
爲
る
⑭
。
長
さ
八
丈
に
し
て
、
中
央

い
の

つ
く

に
居
る
。
小
龍
七
を
爲
る
。
各
お
の
長
さ
四
丈
に
し
て
、
東
方
に
於
い
て
す
。
皆
東
に
郷む

か

ひ
、
其
の
間
相
去
る
こ
と
八
尺
。
小
童
八
人
、
皆
齋
す
る
こ
と
三
日
、
青
衣
を
服
し
て
之

。

、

。

、

に
舞
ふ

⑮
田
嗇
夫
⑯
も
亦
齋
す
る
こ
と
三
日

青
衣
を
服
し
て
之
に
立
つ

社
を
鑿
ち

。

、

。

、

之
を
閭
外
の
溝
に
通
ぜ
し
む

五
蝦
蟇
⑰
を
取
り

里
社
の
中
に
錯
置
す

池
は
方
八
尺

深
さ
一
尺
、
水
を
蝦
蟇
に
置
く
。
清
酒
・
膊
脯
を
具
ふ
。
祝
は
齋
す
る
こ
と
三
日
、
蒼
衣

を
服
し
、
拜
し

跪

き
て
陳
ぶ
、
祝
は
初
め
の
如
し
。
三
歳
の
雄
鷄
と
三
歳
の
豭
豬
⑱
と

ひ
ざ
ま
づ

の

を
取
り
て
、
皆
之
を
四
通
の
神
宇
に
燔
く
。
民
を
し
て
邑
里
の
南
門
を
闔
ぢ
、
水
を
其
の

こ
れ

外
に
置
き
、
邑
里
の
北
門
を
開
き
、
老
豭
豬
一
を
具
へ
、
之
を
里
の
北
門
の
外
に
置
か
し

む
。
市
中
も
亦
豭
豬
一
を
置
く
。
鼓
聲
を
聞
き
て
、
皆
豭
豬
の
尾
を
燒
く
。
死
人
の
骨
を

や

取
り
て
之
を
埋
め

山
淵
を
開
き

薪
を
積
み
て
之
を
燔
く
⑲

道
橋
の
壅
塞
を
通
じ

瀆

、

、

。

、
と
く
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の
行
か
ざ
る
者
を
決
す
。
幸
に
し
て
雨
を
得
れ
ば
、
報
い
る
に
豚
一
を
以
て
し
、
酒
・
鹽

・
黍
は
財
か
に
し
て
⑳
足
り
、
茅
を
以
て
席

を
爲
る
も
、
斷
つ
こ
と
毋
か
れ
。


わ
づ

つ
く

な

【
注
】

①

『
漢
書
』
董
仲
舒
伝
に
、

仲
舒
の
國
を
治
む
る
や
、
春
秋
の
災
異
の
變
を
以
て
陰
陽
の
錯
行
す
る
所
以
を
推

ゆ

ゑ

ん

す
。
故
に
雨
を
求
む
る
に
、
諸
陽
を
閉
ぢ
、
諸
陰
を

縱

に
す
。
其
の
雨
を
止
む

ほ
し
い
ま
ま

る
と
き
は
是
に
反
す
。(

仲
舒
治
國
、
以
春
秋
災
異
之
變
推
陰
陽
所
以
錯
行
。
故
求

雨
、
閉
諸
陽
、
縱
諸
陰
。
其
止
雨
反
是)

と
あ
り
、
本
篇
で
雨
を
求
め
る
と
き
「
陽
」
を
閉
じ
て
「
陰
」
を
開
く
と
い
う
主
旨
と

合
致
す
る
。
ま
た
『
校
釋
』
は

『
論
衡
』
明
雩
篇
に
、

、

董
仲
舒
の
雨
を
求
む
る
や
、
春
秋
の
義
を
申
ぶ
。(

董
仲
舒
求
雨
、
申
春
秋
之
義)

の

と
あ
る
の
を
引
く
。
ま
た
蘇
輿
は
同
じ
く
『
論
衡
』
明
雩
篇
に
、

、

。

、

。

夫
れ
雩
は

古
よ
り
し
て
之
有
り

故
に
禮
に
曰
く

雩
祭
は
水
旱
を
祭
る
な
り

、

。

、

故
に
雩
禮
有
り

故
に
孔
子
譏
ら
ず
し
て
仲
舒
之
を
申
ぶ

夫
れ
是
の
如
く
ん
ば

そ
し

こ
れ

の

か
く

雩
祭
は
祀
禮
な
り
。
雩
祭
、
禮
を
得
れ
ば
、
則
ち
大
水
に
鼓
し
て
牲
を
社
に
用
ふ

る
も
、
亦
古
禮
な
り
。
禮
を
得
て
非
無
け
れ
ば
、
當
に
雩
す
べ
き
の
一
な
り
。
禮

に
地
を
社
に
祭
り
、
萬
物
を
生
ず
る
の
功
に
報
ゆ
と
。
土
地
廣
遠
に
し
て
、

辨
あ
ま
ね

。

、

。

く
は
祭
る
を
得
難
し

故
に
社
を
立
て
て
位
と
爲
し

心
を
主
と
し
て
之
に
事
ふ

、

。

、

。

水
旱
を
爲
す
者
は

陰
陽
の
氣
な
り

六
合
に
滿
ち

盡

く
は
祀
る
を
得
難
し

こ
と
ご
と

ま
つ

故
に
壇
を
脩
め
位
を
設
け
、
敬
恭
祈
求
し
、
社
に
事
ふ
る
の
義
を
效
す
は
、
災
變

を
復
す
る
の
道
な
り
。
生
を
推
し
て
死
に
事
へ
、
人
を
推
し
て
鬼
に
事
ふ
れ
ば
、

陰
陽
の
精
氣

儻
ま
生
人
の
如
く
能
く
飲
食
す
る
か

故
に
馨
香
を
共
へ

旨
嘉

、

。

、

た
ま
た

そ
な

し

か

を
奉
進
し
、
區
區
惓
惓
と
し
て
、
荅

享
せ
ら
れ
ん
こ
と
を

兾

ふ
。
社
を
祭
る

た
ふ
き
ゃ
う

こ
ひ
ね
が

を
推
し
て
之
を
言
へ
ば
、
當
に
雩
す
べ
き
の
二
な
り
。(

夫
雩
、
古
而
有
之
。
故

、

、

。

、

、

。

、

禮
曰

雩
祭

祭
水
旱
也

故
有
雩
禮

故
孔
子
不
譏

而
仲
舒
申
之

夫
如
是

雩
祭
、
祀
禮
也
。
雩
祭
得
禮
、
則
大
水
鼓
用
牲
于
社
、
亦
古
禮
也
。
得
禮
無
非
、

。

、

〔

〕

、

。

、

。

當
雩
一
也

禮

祭(

也)

地

社

報
生
萬
物
之
功

土
地
廣
遠

難
得
辨
祭

故
立
社
爲
位
、
主
心
事
之
。
爲
水
旱
者
、
陰
陽
之
氣
也
。
滿
六
合
、
難
得
盡
祀
。

故
脩
壇
設
位
、
敬
恭
祈
求
、
效
事
社
之
義
、
復
災
變
之
道
也
。
推
生
事
死
、
推
人

、

、

。

、

、

、

事
鬼

陰
陽
精
氣

儻
如
生
人
能
飲
食
乎

故
共
馨
香

奉
進
旨
嘉

區
區
惓
惓

兾
見
荅
享
。
推
祭
社
言
之
、
當
雩
二
也)

と
あ
る
の
を
引
く
。
雨
乞
い
の
祭
り
が
古
く
か
ら
祀
礼
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
を
言
う
。

『
藝
文
類
聚
』
巻
百
に
、

董
仲
舒
曰
く
、
廣
陵
の
女
子
諸
巫
、
小
大
と
毋
く
、
皆
其
の
郭
門
の
外
に
相
聚
ま

あ
つ

り
、
小
壇
を
爲
り
、
脯
酒
を
以
て
祭
る
。
便
ち
市
を
移
し
、
市
に
は
門
者
を
し
て

丈
夫
を
内
る
る
こ
と
無
く
、
丈
夫
を
し
て
相
從
っ
て
飲
食
す
る
を
得
る
こ
と
無
か

い

ら
し
む

又
吏
を
し
て
各
お
の
往
き
て
其
の
夫
を
視
し
め

皆
言
到
ら
ば
即
ち

赴

。

、

お
も
む

き
、
雨

澍

せ
ば

而

ち
已
む
、
と
。(

董
仲
舒
曰
、
廣
陵
女
子
諸
巫
、
毋
小
大
、

う
る
お

す
な
は

や

皆
相
聚
其
郭
門
外
、
爲
小
壇
、
以
脯
酒
祭
。
便
移
市
、
市
使
門
者
無
内
丈
夫
、
丈

夫
無
得
相
從
飲
食
。
又
令
吏
各
往
視
其
夫
、
皆
言
到
即
赴
、
雨
澍
而
已)

と
あ
り
、
ま
た
、

江
都
相
仲
舒
、
内
史
を
下
し
て
書
を
承
り
て
事
に
從
は
し
む
。
其
の
都
間
の
吏
家

の
百
里
内
に
在
り
て
は
、
皆
人
故
を
し
て
書
を
行
ひ
縣
に
告
げ
し
め
、
妻
を
遣
り

て
夫
を
視
し
む
。
巫
に
一
月
の
租
を
賜
ひ
、
巫
を
し
て
雨
を
求
め
し
む
。
復
た
巫

を
し
て
絜
淨
に
し
て
教
へ
易
き
者
を
相
推
擇
し
て
祭
ら
し
む
。(

江
都
相
仲
舒
下

内
史
承
書
從
事
。
其
都
間
吏
家
在
百
里
内
、
皆
令
人
故
行
書
告
縣
、
遣
妻
視
夫
。

賜
巫
一
月
租
、
使
巫
求
雨
。
復
使
巫
相
推
擇
絜
淨
易
教
者
祭)

、

、

「

」

、

と
あ
り

こ
の
二
段
に
つ
い
て

凌
曙
は
こ
の

求
雨
篇

の
脱
文
で
は
な
い
か
と
し

『
校
釋
』
は
董
仲
舒
の
「
上
疏
條
教
」
の
類
で
あ
っ
て

「
求
雨
篇
」
の
文
で
は
な
い
と

、

い
う
。
内
容
的
に
は
本
篇
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

②

「
水
日
」
は

『
今
註
今
譯
』
は
不
詳
と
す
る

『
繁
露
』
止
雨
第
七
十
五
に
も
「
土

、

。

日
」
と
い
う
表
現
が
見
え
る
こ
と
か
ら
す
る
と

「
水

「
土
」
は
五
行
の
そ
れ
で
あ
ろ

、

」
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う
。
従
っ
て
十
干
「
甲
乙
丙
丁
戊
己
庚
辛
壬
癸
」
で
「
水
」
に
相
当
す
る
「
壬
の
日
・

癸
の
日
」
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
近
藤
則
之
氏(

「
春
秋
繁
露
通
解
並
び
に
義
証
明
通
読

稿
十
八

『
佐
賀
大
学
文
化
教
育
学
部

研
究
論
文
集
』
第
８
集
第
１
号
所
収
、
二
０
０

」

三
年)

、
及
び
朱
永
嘉
・
王
知
常
氏
注
譯
の
『
新
譯
春
秋
繁
露
』(

三
民
書
局
印
行
、
二

「

」

「

」

。

、

。

０
０
七
年)

も

水
日

を

壬
の
日
・
癸
の
日

と
訳
し
て
い
る

今

両
者
に
従
う

③

「
祀
戸
」
す
な
わ
ち
戸
の
神
を
祭
る
と
き
の
礼
に
つ
い
て
、
凌
曙
は
『
禮
記
』
月
令

「
其
の
祀
は
戸
、
祭
る
と
き
は
脾
を
先
に
す
」
の
鄭
注
に
、

戸
を
祀
る
の
禮
は
、
南
面
し
て
主
を
戸
内
の
西
に
設
け
て
、
乃
ち
脾
及
び
腎
を
制

し
て
俎
を
爲
し
、
主
の
北
に
奠
む
。
又
盛
を
俎
の
西
に
設
け
、
黍
稷
を
祭
り
、
肉

す
す

を
祭
り
、
醴
を
祭
る
。
皆
三
祭
す
。
肉
、
脾
は
一
た
び
し
、
腎
は
再
び
す
。
既
に

祭
れ
ば
之
を
徹
し

更
め
て
鼎
俎
を
陳
ね

饌
を
筳
前
に
設
く

尸
を
迎
ふ
る
は

略

、

、

。

、

つ
ら

ほ
ぼ

宗
廟
を
祭
る
の
儀
の
如
し
と
。(

祀
戸
之
禮
、
南
面
設
主
于
戸
内
之
西
、
乃
制
脾

及
腎
爲
俎
、
奠
于
主
北
。
又
設
盛
于
俎
西
、
祭
黍
稷
、
祭
肉
、
祭
醴
、
皆
三
祭
。

肉
、
脾
一
、
腎
再
。
既
祭
徹
之
、
更
陳
鼎
俎
、
設
饌
于
筳
前
。
迎
尸
、
略
如
祭
宗

廟
之
儀)

と
あ
る
の
を
引
く
。

④

「
山
林
」
に
つ
い
て
凌
曙
は

『
周
禮
』
大
司
徒
の
「
天
下
の
土
地
の
圖
を
以
て
九
州

、

の
地
域
、
廣
輪
の
數
を

周

く
知
り
、
其
の
山
・
林
・
川
・
澤
・
丘
・
陵
・
墳
・
衍
・
原

あ
ま
ね

・
隰
の
名
物
を
辨
ず
」
の
鄭
注
に
、

積
石
を
山
と
曰
ひ
、
竹
木
を
林
と
曰
ふ
。(

積
石
曰
山
、
竹
木
曰
林)

と
あ
る
の
を
引
く
。

⑤

「
暴
」
は
日
に
さ
ら
す
の
意
。
凌
曙
は

『
禮
記
』
檀
弓
下
に
、

、

歳
旱
す
。
穆
公
、
縣
子
を
召
し
て
問
ふ
。
穆
曰
く
、
天
久
し
く
雨
ふ
ら
ず
。
吾
、

尫
を
暴
さ
ん
と
欲
す
。

而

奚
若
。
曰
く
、
天
久
し
く
雨
ふ
ら
ず
。
而
る
に
人
の

さ
ら

な
ん
ぢ
い

か

ん

疾
子
を
暴
す
は
虐
な
り
。
乃
ち
不
可
な
る
こ
と
毋
か
ら
ん
か
。
然
ら
ば
則
ち
吾
、

さ
ら

な

巫
を
暴
さ
ん
と
欲
す
。

而

奚
若
。
曰
く
、
天
則
ち
雨
ふ
ら
ず
。
而
る
に
之
を
愚

さ
ら

な
ん
ぢ
い

か

ん

、

、

。

婦
人
に
望
む
は

以
て
之
を
求
む
る
に
於
て

乃
ち

已
だ
疏
な
る
毋
か
ら
ん
か

は
な
は

市
を
徙
さ
ば
則
ち
奚
若
と
。
曰
く
、
天
子
崩
ず
る
と
き
は
、

巷

に
市
す
る
こ
と

う
つ

い

か

ん

ち
ま
た

七
日
。
諸
侯
薨
ず
る
と
き
は
、

巷

に
市
す
る
こ
と
三
日
。
之
が
爲
に
市
を
徙
す

ち
ま
た

た
め

う
つ

は
、
亦
可
な
ら
ず
や
。(

歳
旱
。
穆
公
召
縣
子
而
問
然
。
穆
曰
、
天
久
不
雨
。
吾

ま
た

欲
暴
尫
。
而
奚
若
。
曰
、
天
久
不
雨
。
而
暴
人
之
疾
子
虐
。
毋
乃
不
可
與
。
然
則

吾
欲
暴
巫
。
而
奚
若
。
曰
、
天
則
不
雨
。
而
望
之
愚
婦
人
、
於
以
求
之
、
毋
乃
已

疏
乎
。
徙
市
則
奚
若
。
曰
、
天
子
崩
、
巷
市
七
日
。
諸
侯
薨
、
巷
市
三
日
。
爲
之

徙
市
、
不
亦
可
乎)

。

と
あ
り
、
そ
の
鄭
注
に
、

。

。

巫
は
神
に
接
す
る
を

主

る

亦
天
の
哀
れ
み
て
之
に

雨
ら
さ
ん
こ
と
を
覬
ふ

つ
か
さ
ど

あ
め
ふ

ね
が

春
秋
の
傳
に

巫
を
説
き
て
曰
く

女
に
在
り
て
は
巫
と
曰
ひ

男
に
在
り
て
は
覡

、

、

、

げ
き

と
曰
ふ
。
周
禮
に
、
女
巫
は
旱
暵
に
は
則
ち
舞
雩
す
。
市
を
徙
す
は
、
庶
人
の
喪

う
つ

。

、

。

。

禮
な
り

今
市
を
徙
す
は

是
れ
旱
を
憂
戚
す
る
こ
と
喪
の
若
し

(

巫
主
接
神

亦
覬
天
哀
而
雨
之
。
春
秋
傳
、
説
巫
曰
、
在
女
曰
巫
、
在
男
曰
覡
。
周
禮
、
女
巫

旱
暵
則
舞
雩
。
徙
市
者
、
庶
人
之
喪
禮
。
今
徙
市
是
憂
戚
於
旱
若
喪)

と
あ
る
の
を
引
く
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
巫
女
を
日
に
さ
ら
し
、
痀
僂
の
人
を
集
め
る
の

は
、
天
が
同
情
し
て
雨
を
降
ら
せ
る
こ
と
を
期
待
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

⑥

「
壇
」
は
、
祭
り
の
た
め
に
土
を
盛
っ
て
高
く
作
っ
た
場
所
。
凌
曙
は
『
史
記
』
封

禅
書
に
、

壇
を
爲
り
、
八
通
の
鬼
道
を
開
く
。(

爲
壇
、
開
八
通
之
鬼
道)

つ
く

と
あ
り
、
壇
を
作
っ
て
八
方
に
通
じ
る
鬼
神
の
通
路
を
開
く
と
い
う
。
さ
ら
に
、
そ
の

『
索
隱
』
に
、

八
通
の
鬼
道
を
開
く
と
は
、
案
ず
る
に
、
司
馬
彪
續
漢
書
・
祭
祀
志
に
云
ふ
、
壇

に
八
陛
有
り
、
道
を
通
じ
て
以
て
門
を
爲
す
。(

開
八
通
鬼
道
。
案
、
司
馬
彪
續

漢
書
・
祭
祀
志
云
、
壇
有
八
陛
、
通
道
以
爲
門)

と
あ
る
の
を
引
く
。

⑦

「
繒
」
は
布
の
意
。
凌
曙
注
に
「
字
林
に
曰
く
、
繒
は
帛
の
總
名
な
り
」
と
い
う
。

ま
た
凌
曙
は
『
禮
記
』
曲
禮
疏
に
引
く
『
禮
緯
含
文
嘉
』
に
、
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天
子
・
三
公
・
諸
侯
は
皆
三
帛
を
以
ゐ
て
以
て
玉
を
薦
む
。(

天
子
・
三
公
・
諸
侯

も
ち

す
す

皆
以
三
帛
以
薦
玉
）

と
あ
り
、
そ
の
宋
均
注
に
、

其
れ
殷
の
禮
の
三
帛
と
は
朱
・
白
・
倉
を
謂
ひ
、
三
正
に

象

る
。(

其
殷
禮
三
帛

か
た
ど

謂
朱
・
白
・
倉
、
象
三
正)

と
あ
る
の
を
引
く
。

⑧

共
工
は
水
神
と
さ
れ
る

『
校
釋
』
は
『
左
傳
』
昭
公
十
七
年
に
「
共
工
氏
は
水
を
以

。

。

」

。

、

て
紀
す

故
に
水
師
と
爲
り
て
水
も
て
名
づ
く

と
あ
る
の
を
引
く

そ
の
杜
預
注
に

共
工
は
諸
侯
を
以
て
九
州
を
霸
有
す
る
者
に
し
て
、
神
農
の
前
、
大
暭
の
後
に
在

り
。
亦
水
の
瑞
を
受
け
、
水
を
以
て
官
に
名
づ
く
。(

共
工
以
諸
侯
霸
有
九
州
者
、

在
神
農
前
、
大
暭
後
。
亦
受
水
瑞
、
以
水
名
官)

と
あ
る
。

⑨

「
玄
酒
」
は
、
水
の
こ
と
。
色
が
黒
い
た
め
「
玄
」
と
い
い
、
古
代
に
は
酒
が
な
か

っ
た
た
め
代
用
さ
れ
た
と
い
う

『
校
釋
』
は
『
儀
禮
』
士
冠
禮
に

「
玄
酒
は
西
に
在

。

、

り
」
と
あ
り
、
そ
の
鄭
注
に
「
玄
酒
は
新
水
な
り
」
と
あ
る
の
を
引
く
。
ま
た
、
凌
曙

は

『
禮
記
』
禮
運
に

「
故
に
玄
酒
は
室
に
在
り
」
と
あ
り
、
そ
の
疏
に
、

、

、

玄
酒
は
室
に
在
り
と
は
、
玄
酒
は
水
を
謂
ふ
な
り
。
其
の
色
の
黑
き
を
以
て
之
を

玄
と
謂
ふ
。
而
る
に
大
古
に
酒
無
し
。
此
の
水
は
酒
に
當
て
て
用
ひ
ら
る
。
故
に

し
か

之
を
玄
酒
と
謂
ふ
。(

玄
酒
在
室
者
、
玄
酒
謂
水
也
。
以
其
色
黑
謂
之
玄
。
而
大

古
無
酒
。
此
水
當
酒
所
用
。
故
謂
之
玄
酒)

と
あ
る
の
を
引
く
。

⑩

「
祝
」
は
、
祈
り
の
言
葉
を
告
げ
る
者
。
凌
曙
は

『
群
經
音
辨
』
に
「
祝
は
、
祭
主

、

に
し
て
、
辭
を
贊
ぐ
る
者
な
り
」
と
あ
る
の
を
引
く
。

つ

⑪

凌
曙
は
、
祝
の
言
葉
「
昊
天
～
大
澍
」
は
『
春
秋
漢
含
孳
』
に
見
え
る
と
い
う
。

⑫

「
澍
」
は
、
万
物
を
潤
す
雨
の
こ
と

『
説
文
』
に
、

。

澍
は
、
時
雨
な
り
。
萬
物
を
澍
生
す
る
所
以
の
者
な
り
。(

澍
、
時
雨
也
。
所
以
澍

生
萬
物
者
也)

と
あ
る
。

⑬

「
甲
乙
の
日
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
そ
の
日
に
大
き
な
青
い
龍
を
作
る
の
か
は
よ
く
わ

か
ら
な
い
。
蘇
輿
は

『
墨
子
』
貴
義
篇
に
、

、

日
者
言
ふ
、
帝
は
甲
乙
を
以
て
青
龍
を
東
方
に
殺
し
、
丙
丁
を
以
て
赤
龍
を
南
方

じ
っ
し
ゃ

、

、

、

に
殺
し

庚
辛
を
以
て
白
龍
を
西
方
に
殺
し

壬
癸
を
以
て
黒
龍
を
北
方
に
殺
し

戊
己
を
以
て
黄
龍
を
中
方
に
殺
す
。(

日
者
言
、
帝
以
甲
乙
殺
青
龍
於
東
方
、
以

丙
丁
殺
赤
龍
於
南
方
、
以
庚
辛
殺
白
龍
於
西
方
、
以
壬
癸
殺
黒
龍
於
北
方
、
以
戊

己
殺
黄
龍
於
中
方)

と
あ
る
の
を
引
き
、
そ
の
日
の
殺
す
龍
を
象
っ
て
作
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
。

な
お

『
禮
記
』
月
令
の
孟
春
の
月
の
「
其
の
日
は
甲
乙
」
の
鄭
注
に
、

、

。

、

、

。

乙
の
言
た
る
軋
な
り

日
の
行

春
は
東
の
か
た
青
道
に
從
ひ

萬
物
を
發
生
す

あ
つ

月
之
が
佐
た
り
。
時
に
萬
物
皆
孚
甲
を
解
き
、
自
ら
抽
軋
し
て
出
づ
。
因
り
て
以

こ
れ

て
日
の
名
と
爲
す
。
乙
を
月
の
名
と
爲
さ
ざ
る
は
、
君
、
臣
の
功
を
統
ぶ
れ
ば
な

り
。(

乙
之
言
軋
也
。
日
之
行
、
春
東
從
青
道
、
發
生
萬
物
。
月
爲
之
佐
。
時
萬

物
皆
解
孚
甲

自
抽
軋
而
出

因
以
爲
日
名
焉

乙
不
爲
月
名
者

君
統
臣
功
也)

、

。

。

、

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
「
乙
」
は
「
軋(

き
し
る)

」
の
意
で
あ
る
と
し
、
万
物
が
殻

あ
つ

を
破
っ
て
生
ま
れ
出
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
。

⑭

「
蒼
」
は
、
蘇
輿
が

『
禮
記
』
月
令
疏
に
「
蒼
は
是
れ
東
方
の
色
な
り(

倉
是
東
方

、

」

、『

』

「

」

、

色)

と
あ
る
の
を
挙
げ

校
釋

が

蒼
龍
は
即
ち
青
龍
な
り

と
い
う
の
に
従
い

「
蒼
」
と
「
青
」
は
同
義
と
す
る
。

ま
た

『
校
釋
』
は
桓
譚
『
新
論
』
に
、

、
劉
歆
、
雨
を
致
す
に
、
土
龍
を
具
作
し
、
吹
律
及
び
諸
の
方
術
、
備
設
せ
ざ
る
無

し
。
譚
問
ふ
、
雨
を
求
む
る
に
土
龍
を
爲
る
所
以
は
何
ぞ
。
曰
く
、
龍
見
は
る
る

つ
く

ゆ

ゑ

ん

あ
ら

と
き
は
、

輒

ち
風
雨
興
起
し
て
、
以
て
之
を
送
迎
す
る
こ
と
有
り
。
故
に
其
の

す
な
は

。

、

、

、

類
に
象
た
る
に
縁
り
て
之
を
爲
る

(

劉
歆
致
雨

具
作
土
龍

吹
律
及
諸
方
術

に

よ

つ
く

。

、

、

。

、

、

、

無
不
備
設

譚
問

求
雨
所
以
爲
土
龍

何
也

曰

龍
見
者

輒
有
風
雨
興
起

以
送
迎
之
。
故
縁
其
象
類
而
爲
之)(

劉
昭
續
禮
儀
志
注
引
桓
譚
新
論
云)
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と
あ
る
の
を
引
く
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
龍
は
出
現
す
る
と
き
に
は
風
雨
が
起
こ
る
こ
と

か
ら
、
そ
れ
に
こ
と
寄
せ
て
龍
を
作
り
、
雨
を
求
め
る
の
だ
と
い
う
。

⑮

凌
曙
は
『
禮
記
』
月
令
「
律
中
大
蔟
、
其
の
數
は
八
」
の
鄭
注
に
、

易
に
曰
く
、
天
は
一
、
地
は
二
、
天
は
三
、
地
は
四
、
天
は
五
、
地
は
六
、
天
は

七
、
地
は
八
、
天
は
九
、
地
は
十
、
と
。
而
し
て
五
行
は
水
よ
り
始
ま
り
、
火
は

之
に
次
ぎ
、
木
は
之
に
次
ぎ
、
金
は
之
に
次
ぎ
、
土
は
後
と
爲
す
。
木
、
生
數
は

三
、
成
數
は
八
。
但
だ
八
と
言
ふ
の
み
な
る
は
、
其
の
成
數
を
舉
ぐ
。(

易
曰
、

、

、

、

、

。

、

天
一
地
二

天
三
地
四

天
五
地
六

天
七
地
八

天
九
地
十

而
五
行
自
水
始

火
次
之
、
木
次
之
、
金
次
之
、
土
爲
後
。
木
生
數
三
、
成
數
八
。
但
言
八
者
、
舉

其
成
數
）

と
あ
り
、
ま
た
『
通
典
』
巻
四
十
三
に
、

雩
禮
を
行
ひ
て
以
て
雨
を
求
む
る
に
は
、
諸
陽
を
閉
ぢ
、
皁
き
を
衣
て
、
土
龍
を

く
ろ

き

興
し
、
土
人
を
立
て
、
童
二
佾
を
舞
は
し
む
。(

行
雩
禮
以
求
雨
、
閉
諸
陽
、
衣

皁
、
興
土
龍
、
立
土
人
舞
童
二
佾)

と
あ
る
の
を
引
き
、
以
下
本
篇
で
述
べ
る
人
物
の
数
は
、
す
べ
て
五
行
の
数
に
基
づ
く

。

「

」

、

「

」

、

と
い
う

つ
ま
り
こ
こ
で
は

小
童
八
人

と
あ
る
が

な
ぜ

八
人

か
と
言
え
ば

五
行
で
は
、
春
は
東
方
で
木
に
属
し
、
木
の
成
数
は
八
で
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
。

⑯

「
田
嗇
夫
」
の
「
嗇
」
に
つ
い
て
『
説
文
』
に
、

嗇
は
愛
濇
な
り
。
來
に

从

ひ

に

从

ふ
、
來
者

み
て
之
を
藏
す
。
故
に
田
夫

し
た
が

り
ん

し
た
が

を
し

は
之
を
嗇
夫
と
謂
ふ
。(

嗇
、
愛
濇
也
。
从
來
从

、
來
者

而
藏
之
。
故
田
夫

謂
之
嗇
夫)

と
あ
り
、
惜
し
む
の
意
と
し
、
作
物
を
惜
し
ん
で
収
蔵
す
る
か
ら
田
夫
を
嗇
夫
と
謂
う

と
い
う

白
川
静
氏
は

嗇

は

稼
穡
し
た
も
の
を
収
蔵
す
る
倉
庫
の
意
が
本
義

(

字

。

「

」

「

」
『

通
』)

で
あ
る
と
い
う
。
ま
た

『
校
釋
』
は
『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
上
に
、

、

嗇
夫
は
、
訟
を
聽
き
、
賦
税
を
収
む
る
を
職
と
す

（
嗇
夫
、
職
聽
訟
、
収
賦
税)

。

と
あ
り
、

『
續
漢
書
』
百
官
志
五
に
、

其
の
郷
の
小
な
る
者
は

縣

嗇
夫
一
人
を
置
く

(

其
郷
小
者

縣
置
嗇
夫
一
人)

、

、

。

、

と
あ
り
、
ま
た
、

民
の
善
惡
を
知
り
て
、
役
の
先
後
を
爲
し
、
民
の
貧
富
を
知
り
て
、
賦
の
多
少
を

爲
し
、
其
の
差
品
を
平
か
に
す
る
を

主

る
。(

主
知
民
善
惡
、
爲
役
先
後
、
知

つ
か
さ
ど

民
貧
富
、
爲
賦
多
少
、
平
其
差
品)

と
あ
る
の
を
引
く
。

こ
れ
に
よ
れ
ば

「
嗇
夫
」
は
、
訴
訟
、
賦
税
の
こ
と
を
職
掌
と

、

す
る
。

⑰

「
蝦
蟇
」
は
、
が
ま
。
凌
曙
は
『
急
就
篇
』
に
、

水
蟲
に
は
科
斗
、

、
蝦
蟇
な
り
。(

水
蟲
科
斗
、

、
蝦
蟇)

あ

が

ま

と
あ
り
、
顔
師
古
注
に
、

蝦
蟇
は
一
に

と
名
づ
く
、
大
腹
に
し
て
短

な
り

（
蝦
蟇
一
名

、
大
腹
而
短

。

)

と
あ
り

『
焦
氏
易
林
』
に
、

、
蝦
蟇
は
群
れ
聚
ま
り
、
天
に
從
ひ
て
雨
を
請
ふ
。
雲
雷
は
疾
く
聚
ま
り
、
時
に
應

む

あ
つ

と

じ
て

輒

ち
雨
ふ
り
、
其
の
願
所
を
得
。(

蝦
蟇
群
聚
、
從
天
請
雨
。
雲
雷
疾
聚
、

す
な
は

應
時
輒
雨
、
得
其
願
所)

。

、

。

と
あ
る
の
を
引
く

こ
れ
に
よ
れ
ば

蝦
蟇
は
群
れ
集
ま
っ
て
天
に
雨
を
請
う
と
い
う

⑱

「
豭
豬
」
は
『
説
文
』
に

「
豭
、
牡
豬
な
り(

豭
、
牡
豬
也)

」
と
あ
り
、
お
す
の
い

、

の
こ
。

⑲

蘇
輿
は
『
藝
文
類
聚
』
巻
百
に
引
く
『
神
農
求
雨
書
』
に
、

春
夏
、
雨
日
に
し
て
雨
ふ
ら
ざ
れ
ば
、
甲
乙
に
命
じ
て
青
龍
を
爲
り
、
又
火
龍
を

東
方
に
爲
り
て
、
小
童
を
し
て
之
に
舞
は
し
む
。
丙
丁
に
雨
ふ
ら
ざ
れ
ば
、
命
じ

こ
れ

、

。

、

て
赤
龍
を
南
方
に
爲
り

壯
者
を
し
て
之
に
舞
は
し
む

戊
己
に
雨
ふ
ら
ざ
れ
ば

命
じ
て
黄
龍
を
爲
り
、
壯
者
を
し
て
之
に
舞
は
し
む
。
庚
辛
に
雨
ふ
ら
ざ
れ
ば
、

、

、

。

命
じ
て
白
龍
を
爲
り

又
火
龍
を
西
方
に
爲
り
て

老
人
を
し
て
之
に
舞
は
し
む

壬
癸
に
雨
ふ
ら
ざ
れ
ば
、
命
じ
て
黑
龍
を
北
方
に
爲
り
、
老
人
を
し
て
之
に
舞
は

し
む
。
此
の
如
く
に
し
て
雨
ふ
ら
ざ
れ
ば
、
潛
處
し
て
、
南
門
を
闔
ぢ
、
水
を
其

か
く
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の
外
に
置
き
、
北
門
を
開
き
て
、
人
骨
を
取
り
て
之
を
埋
む
。
此
の
如
く
に
し
て

、

。

、

雨
ふ
ら
ざ
れ
ば

巫
祝
に
命
じ
て
之
を
曝
さ
し
む

之
を
曝
す
も
雨
ふ
ら
ざ
れ
ば

さ
ら

さ
ら

神
山
に
薪
を
積
み
、
鼓
を
擊
ち
て
之
を
焚
く
。(

春
夏
雨
日
而
不
雨
、
甲
乙
命
爲

、

、

。

、

、

。

青
龍

又
爲
火
龍
東
方

小
童
舞
之

丙
丁
不
雨

命
爲
赤
龍
南
方

壯
者
舞
之

、

、

。

、

、

、

戊
己
不
雨

命
爲
黄
龍

壯
者
舞
之

庚
辛
不
雨

命
爲
白
龍

又
爲
火
龍
西
方

老
人
舞
之
。
壬
癸
不
雨
、
命
爲
黑
龍
北
方
、
老
人
舞
之
。
如
此
不
雨
、
潛
處
、
闔

南
門
、
置
水
其
外
、
開
北
門
、
取
人
骨
埋
之
。
如
此
不
雨
、
命
巫
祝
而
曝
之
。
曝

之
不
雨
、
神
山
積
薪
、
擊
鼓
而
焚
之)

と
あ
る
の
を
引
く
。
雨
を
求
め
る
具
体
的
な
方
法
な
ど
本
篇
の
内
容
と
も
類
似
す
る
。

し
か
し

「
死
人
の
骨
を
取
り
寄
せ
て
地
中
に
埋
め
、
山
の
水
源
を
開
き
、
薪
を
積
ん
で

、

焼
く
こ
と
」
等
、
一
つ
一
つ
の
行
為
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
本
篇
の
全
般
に
わ
た
っ

て
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

ま
た
「
淵
」
と
は
、
水
の
流
れ
が
な
く
、
水
を
深
く
た
た
え
て
る
と
こ
ろ
。
蘇
輿
が

『
管
子
』
に
、

水
の
地
よ
り
出
で
て
流
れ
ざ
る
者
、
命
づ
け
て
淵
と
曰
ふ
。(

水
出
地
而
不
流
者
、

な

命
曰
淵)

と
あ
る
の
を
引
く
。

⑳

「
財
」
は
、
わ
ず
か
に
の
意
。
蘇
輿
は
、
顔
師
古
注
に
「
財
、
纔
、
古
通
用
す
」
と

あ
る
の
を
引
く
。



「
席
」
は
、
敷
物
。
凌
曙
は
『
山
海
經
』
南
山
經
に
「
白
菅
も
て
席
を
爲
る
」
と
あ

つ
く

り
、
そ
の
郭
璞
注
に
「
菅
は
、
茅
の
屬
な
り
」
と
あ
る
を
引
く
。
ま
た

『
校
釋
』
は
そ

、

の
郝
懿
行
疏
に
「
席
と
は
、
藉
き
て
以
て
神
を
依
ら
し
む
」
と
あ
る
の
を
引
き
、
神
に

対
す
る
尊
敬
の
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。

な
お
董
天
工
は

「
毋
斷
」
の
下
に
闕
文
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。

、、「

」「

」「

」



こ
の
第
一
節
は

巫
を
暴
す
こ
と
が
八
日

壇
の
大
き
さ
が
方
八
尺

生
魚
八
尾

「
繒
八
本

「
龍
の
長
さ
八
丈

「
小
龍
の
間
隔
八
尺

「
小
童
八
人

「
池
の
広
さ
方
八

」

」

」

」

尺
」
と
あ
る
よ
う
に
、
五
行
に
お
け
る
木
の
成
数
八
を
基
本
と
し
て
い
る
。

【
現
代
語
訳
】

春
の
旱
で
雨
を
求
め
る
場
合
。
県
邑
に
壬
・
癸
の
日
に
社
稷
・
山
川
の
神
に
祈
ら
せ
、

ひ
で
り

庶
民
に
は
戸
の
神
を
祭
ら
せ
る
。
名
木
を
伐
採
し
て
は
な
ら
ず
、
山
林
を
切
り
出
し
て
は

な
ら
な
い
。
八
日
の
間
、
巫
女
を
日
に
さ
ら
し
、
痀
僂
の
人
を
集
め
る
。
邑
の
東
門
の
外

に
、
四
方
に
通
じ
る
壇
を
作
る
。(

そ
れ
は)

八
尺
四
方
の
壇
で
、
蒼
色
の
布
を
八
本
立
て

る
。
祭
る
神
は
共
工
で
、
祭
る
に
は
生
魚
八
尾
、
玄
酒
を
用
い
、
清
酒
と
ほ
し
肉
を
供
え

る
。
巫
女
の
中
で
も
身
が
清
く
言
葉
上
手
な
者
を
選
ん
で
、
祝
と
す
る
。
祝
は
三
日
間
身

を
清
め
、
蒼
色
の
衣
を
着
て
、
先
ず
再
拝
し
、
そ
し
て

跪

い
て
（
祈
り
の
言
葉
を
）
述

ひ
ざ
ま
づ

べ
る
。
述
べ
終
わ
る
と
、
再
び
再
拝
し
て
、
そ
し
て
立
ち
上
が
る
。
祝
が
言
う

「
大
い
な

、

る
天
は
、
五
穀
を
生
み
な
し
て
人
を
養
っ
て
く
だ
さ
る
。(

し
か
る
に)

今
、
五
穀
は

旱

の

ひ
で
り

た
め
に
損
な
わ
れ
、
お
そ
ら
く
は
実
を
つ
け
な
い
こ
と
で
し
ょ
う

（
そ
こ
で
）
謹
ん
で
清

。

酒
・
ほ
し
肉
を
お
供
え
し
、
再
拝
し
て
雨
を
願
う
。
雨
、
願
わ
く
ば
大
い
に
大
地
を
潤
さ

ん
こ
と
を
」
と
。
す
ぐ
に
犠
牲
を
奉
っ
て
祈
る
。
甲
・
乙
の
日
を
用
い
て
、
大
き
な
蒼
色

の
龍
一
体
を
作
る
。
そ
の
長
さ
は
八
丈
で

（
県
邑
の
）
中
央
に
据
え
る

（
ま
た
）
小
さ

、

。

な
龍
七
体
を
作
る
。
そ
れ
ぞ
れ
長
さ
は
四
丈
で

（
大
き
な
龍
の
）
東
方
に
置
く
。
す
べ
て

、

東
に
向
き
、
そ
の
間
隔
は
八
尺
。
子
ど
も
が
八
人
、
皆
、
三
日
間
身
を
清
め
、
青
色
の
衣

を
着
て
、
そ
こ
で
舞
う
。
田
嗇
夫
も
同
様
に
三
日
間
身
を
清
め
、
青
色
の
衣
を
着
て
そ
こ

に
立
つ
。
社
に
溝
を
掘
っ
て
、
そ
れ
を
村
の
外
の
溝
に
通
じ
る
よ
う
に
す
る
。
五
匹
の
蝦

蟇
を
捕
ま
え
、
村
の
社
の
中
に
置
く
。
池
の
広
さ
は
八
尺
四
方
で
、
深
さ
一
尺
で
、
水
の

中
に
蝦
蟇
を
入
れ
る
。
清
酒
・
ほ
し
肉
を
供
え
る
。
祝
は
三
日
間
身
を
清
め
、
蒼
色
の
衣

、

、

。

を
着
て

拝
し
て

跪

い
て
述
べ
る

祈
り
の
言
葉
は
春
の
と
き
の
言
葉
と
同
様
で
あ
る

ひ
ざ
ま
づ

三
歳
の
雄
鷄
と
三
歳
の
牡
豚
と
を
取
り
寄
せ
て
、
ど
ち
ら
も
四
方
に
通
じ
る
み
た
ま
や
で

焼
く
。
民
に
は
村
の
南
門
を
閉
め
、
水
を
そ
の
外
に
置
き
、
村
の
北
門
を
開
き
、
年
老
い

た
牡
豚
一
頭
を
用
意
し
て
、
村
の
北
門
の
外
に
置
か
せ
る
。
市
場
の
中
に
も
同
様
に
牡
豚

一
頭
を
置
く
。
鼓
の
音
を
聞
い
て
、
す
べ
て(

の
場
所
の)

牡
豚
の
尾
を
焼
く
。
死
人
の
骨
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を
取
り
寄
せ
て
地
中
に
埋
め
、
山
の
水
源
を
開
き
、
薪
を
積
ん
で
焼
く
。
道
橋
の
つ
ま
り

を
な
く
し
て
通
じ
さ
せ
、
水
路
の
流
れ
な
い
も
の
を
流
れ
る
よ
う
に
す
る
。
幸
に
も
雨
を

、

、

、

、

得
た
ら

お
礼
に
豚
一
頭
を
用
い

酒
・
塩
・
黍
は
少
し
で
足
り

茅
で
敷
物
を
作
る
が

き
び

裁
断
し
て
は
な
ら
な
い
。

二
夏
求
雨
。
令
縣
邑
以
水
日
、
家
人
祀
竃
。
無
舉
土
功
、
更(

火)

〔
水
〕
①
浚
井
、
暴
釜

於
壇
、
臼
杵
於
術
七
日
。
爲
四
通
之
壇
於
邑
南
門
之
外
。
方
七
尺
、
植
赤
繒
七
。
其
神
蚩

尤
、
祭
之
以
赤
雄
鷄
七
玄
酒
、
具
清
酒
膊
脯
。
祝
齋
三
日
、
服
赤
衣
、
拜
跪
陳
、
祝
如
春

辭
。
以
丙
丁
日
、
爲
大
赤
龍
一
。
長
七
丈
、
居
中
央
。
又
爲
小
龍
六
。
各
長
三
丈
五
尺
、

於
南
方
。
皆
南
郷
、
其
間
相
去
七
尺
。
壯
者
七
人
、
皆
齋
三
日
、
服
赤
衣
而
舞
之
。
司
空

嗇
夫
亦
齋
三
日
、
服
赤
衣
而
立
之
。
鑿
社
而
通
之
閭
外
之
溝
。
取
五
蝦
蟇
、
錯
置
里
社
之

中
。
池
方
七
尺
、
深
一
尺
。
具
膊
脯
。
祝
齋
、
衣
赤
衣
、
拜
跪
陳
祝
如
初
。
取
三
歳
雄
鷄

豭
豬
、
燔
之
四
通
神
宇
。
開
陰
閉
陽
如
春
也
。

【
校
記
】

①

「
火
」

蘇
輿
及
び
『
校
釋
』
に
従
っ
て
「
水
」
に
改
め
る
。

【
書
き
下
し
文
】

夏
に
雨
を
求
む
①
。
縣
邑
を
し
て
水
日
を
以
て
し
、
家
人
を
し
て

竃
を
祀
ら
し
む
②
。

か
ま
ど

ま
つ

土
功
を
舉
ぐ
る
こ
と
無
く
、
水
を

更

め
井
を
浚
ひ
③
、
釜
を
壇
に
④
、
臼
・
杵
⑤
を
術
⑥

あ
ら
た

さ
ら

に
暴
す
こ
と
、
七
日
。
四
通
の
壇
を
邑
の
南
門
の
外
に
爲
る
。
方
七
尺
に
し
て
、
赤
繒
七

さ
ら

つ
く

を
植
つ
。
其
の
神
は
蚩
尤
⑦
、
之
を
祭
る
に
赤
雄
鷄
七
・
玄
酒
を
以
て
し
、
清
酒
・
膊
脯

た

し

ゆ

う

は

く

ふ

を
具
ふ
。
祝
は
齋
す
る
こ
と
三
日
、
赤
衣
⑧
を
服
し
、
拜
し
て

跪

き
て
陳
ぶ
、
祝
は
春

そ
な

ひ
ざ
ま
づ

の

辭
の
如
し
。
丙
丁
の
日
⑨
を
以
て
し
、
大
赤
龍
一
を
爲
る
。
長
さ
七
丈
に
し
て
、
中
央
に

つ
く

居
る
。
又
小
龍
六
を
爲
る
。
各
お
の
長
さ
三
丈
五
尺
に
し
て
、
南
方
に
於
い
て
す
。
皆
南

つ
く

に
郷
ひ
、
其
の
間
相
去
る
こ
と
七
尺
。
壯
者
七
人
⑩
、
皆
齋
す
る
こ
と
三
日
、
赤
衣
を
服

む
か

し
て
之
に
舞
ふ

司
空
嗇
夫
も
亦
齋
す
る
こ
と
三
日

赤
衣
を
服
し
て
之
に
立
つ

社
を
鑿

。

、

。

し
ょ
く
ふ

う
が

。

、

。

、

ち
て
を
閭
外
の
溝
に
通
ぜ
し
む

五
蝦
蟇
を
取
り

里
社
の
中
に
錯
置
す

池
は
方
七
尺

が

ま

深
さ
一
尺
。
膊
脯
を
具
ふ

、
祝
は
齋
し
、
赤
衣
を
衣
て
、
拜
し

跪

き
て
陳
ぶ
、
祝
は
初

。

は

く

ふ

そ
な

き

ひ
ざ
ま
づ

の

め
の
如
し
。
三
歳
の
雄
鷄
・
豭
豬
を
取
り
、
之
を
四
通
の
神
宇
に
燔
く
。
陰
を
開
き
陽
を

か

ち

ょ

や

閉
づ
る
こ
と
⑪
春
の
如
き
な
り
。
⑫

【
注
】

①

凌
曙
は
衛
宏
の
『
漢
舊
儀
』
に
、

雨
を
求
む
る
に
は
、
太
常
、
天
地
・
宗
廟
・
社
稷
・
山
川
に
禱
り
て
以
て
賽
す
。

各
お
の
其
の
常
牢
の
禮
の
如
く
す
る
な
り
。
四
月
立
夏
、
旱
す
る
と
き
は
、
乃
ち

雨
を
求
む
る
に
、
雨
を
禱
る
の
み
。
後
に
旱
す
る
と
き
は
、
復
た
重
ね
て
禱
る
の

み

立
秋
に
訖
り
て
は

旱
す
と

雖
も
禱
り
て
雨
を
求
む
る
を
得
ざ
る
な
り

(

求

。

、

。

い
た

い
へ
ど

雨
、
太
常
禱
天
地
、
宗
廟
、
社
稷
、
山
川
以
賽
。
各
如
其
常
牢
禮
也
。
四
月
立
夏

旱
、
乃
求
雨
、
禱
雨
而
已
。
後
旱
、
復
重
禱
而
已
。
訖
立
秋
、
雖
旱
不
得
禱
求
雨

也)

、

。

と
あ
る
の
を
引
く
が

秋
に
な
る
と
雨
乞
い
が
で
き
な
い
と
い
う
の
は
本
篇
と
異
な
る

②

「
竈
を
祀
る
」
や
り
方
に
つ
い
て
、
凌
曙
は
『
禮
記
』
月
令
「
孟
夏
の
月
」
の
鄭
注

に
、

竈
を
祀
る
の
禮
は
、
先
づ
門
の
奧
に
席
し
、
東
面
し
て
主
を
竈
陘
に
設
け
、
乃
ち

肺
及
び
心
肝
を
制
し
て
俎
を
為
し
、
主
の
西
に
奠
む
。
又
盛
を
俎
の
南
に
設
け
、

す
す

亦
黍
を
祭
る
こ
と
三
た
び
す
。
肺
・
心
・
肝
を
祭
る
こ
と
各
お
の
一
た
び
す
。
醴

を
祭
る
こ
と
三
た
び
す
。
亦
既
に
祭
れ
ば
之
を
徹
す
。
更
に
鼎
俎
を
陳
ね
、
饌
を

つ
ら

筵
前
に
設
け
、
尸
を
迎
ふ
。
戸
を
祀
る
の
禮
の
如
く
す
。(

祀
竈
之
禮
、
先
席
於
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門
之
奧
、
東
面
設
主
于
竈
陘
、
乃
制
肺
及
心
肝
爲
俎
、
奠
于
主
西
。

又
設
盛
于

俎
南
、
亦
祭
黍
三
。
祭
肺
心
肝
各
一
。
祭
醴
三
。
亦
既
祭
徹
之
。
更
陳
鼎
俎
、
設

饌
于
筵
前
、
迎
尸
。
如
祀
戸
之
禮)

と
あ
る
の
を
引
く
。
凌
曙
は
さ
ら
に

『
説
文
』
に
、

、

周
の
禮
、
竈
を
以
て
祝
融
を
祠
る
。(

周
禮
以
竈
祠
祝
融)

と
あ
り
、
ま
た
『
淮
南
子
』
氾
論
訓
に
、

炎
帝
、
火
官
と
作
り
、
死
し
て
竈
神
と
爲
る
。(

炎
帝
作
火
官
、
死
爲
竈
神)

な

と
あ
り
、
そ
の
高
誘
注
に
、

炎
帝
・
神
農
は
火
德
を
以
て
天
下
に
王
た
り
、
死
し
て
祀
を
竈
神
に
託
す
。(

炎

帝
神
農
以
火
德
王
天
下
、
死
託
祀
於
竈
神)

と
あ
り
、
ま
た
司
馬
彪
が
『
荘
子
』
に
注
し
て
（

史
記
』
孝
武
本
紀
の
『
索
隱
』
引)

『

浩
は
竈
の
神
な
り

美
女
の
如
し

赤
を
衣
る

(

浩

竈
神
也

如
美
女

衣
赤)

。

、

。

、

、

、

き

と
い
い

『
雜
五
行
志
』(

『
後
漢
書
』
樊
宏
陰
識
列
伝
所
引)

に
、

、
、

、

、

、

、

。

竈
神

名
は
禪

字
は
子
郭

衣
を
黄
と
し

夜
は
披
髪
し
て

竈
中
よ
り
出
づ

其
の
名
を
知
り
て
之
を
呼
べ
ば
、
兇
惡
を
除
く
べ
し
。
豬
の
肝
・
泥
の
竈
を

市
あ
き
な

ひ
、
婦
を
し
て
孝
た
ら
し
む
。(

竈
神
名
禪
、
字
子
郭
、
黄
衣
、
夜
披
髪
、
從
竈

中
出
。
知
其
名
呼
之
、
可
除
兇
惡
、
市
豬
肝
泥
竈
、
令
婦
孝)

と
あ
る
の
を
引
く
。
た
だ

『
雜
五
行
志
』
所
引
の
「
竈
神
」
は
「
黄
衣
」
で
あ
り
、
本

、

篇
と
は
異
な
る
。

「

」

、「

」

、

。

、

③

井
を
浚
ひ

に
つ
い
て

浚

は

汲
み
出
し
て
き
れ
い
に
す
る
の
意

凌
曙
は

『
漢
書
』
王
莽
伝
の
「
井
を
浚
ひ
て
白
石
を
得
」
の
顔
師
古
注
に

「
浚
は
、
抒
ん
で
之

、

く

こ
れ

を
治
む
る
な
り
。
音
は
峻
」
と
あ
り

『
釋
名
』
釋
宮
室
に
「
井
の
清
き
も
の
を
泉
と
曰

、

ひ
、
清
潔
な
る
者
な
り
」(

井
清
曰
泉
、
清
潔
者
也)

と
あ
る
の
を
引
く
。

④

「
釜
を
壇
に
」
に
つ
い
て
、
蘇
輿
は
、
釜
を
壇
に
さ
ら
す
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
問
を

呈
し
、
誤
字
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
し

『
藝
文
類
聚
』
は
こ
こ
を
「
曝
釜
甑
杵
臼

、

」

、『

』

「

」

、

于
衢

に
作
り

御
覧

三
十
五
は
こ
こ
を

暴
釜
鬲
杵
臼
于
街

に
作
る
こ
と
か
ら

「
壇
」
は
「
鬲
」
の
誤
り
で
は
な
い
か
と
い
う
。
一
説
と
し
、
こ
こ
で
は
一
応
原
文
の

ま
ま
に
読
ん
で
お
く
。

⑤

「
臼
・
杵
」
に
つ
い
て
、
凌
曙
は
『
易
』
繫
辭
伝
下
に
、

木
を
斷
ち
て
杵
と
爲
し
、
地
を
掘
り
て
臼
と
爲
す
。(

斷
木
爲
杵
、
掘
地
爲
臼)

と
あ
り

『
禮
記
』
雜
記
の
「
杵
は
梧
を
以
ふ
」
の
鄭
注
に

、

も
ち

鬱
を
擣
く
所
以
な
り
。(

所
以
擣
鬱
也)

つ

と
あ
る
の
を
引
く
。

⑥

「
術
」
は
道
路
の
こ
と
。
凌
曙
は
『
漢
書
』
刑
法
志
に
「
園
囿
の
術
路
」
と
あ
り
、

顔
師
古
注
に
「
如
淳
曰
く
、
術
は
大
道
な
り
」
と
あ
り
、
ま
た
『
一
切
經
音
義
』
注
に

『

』

「

。

」

。

引
く

蒼
頡
篇

に

邑
の
中
の
道
を
術
と
曰
ふ

道
は
路
な
り

と
あ
る
の
を
引
く

⑦

『
山
海
經
』
大
荒
北
經
に
、

蚩
尤
、
兵
を
作
し
て
黄
帝
を
伐
た
ん
と
す
。
黄
帝
は
乃
ち
應
龍
を
し
て
之
を
冀
州

の
野
に
攻
め
し
む
。
應
龍
は
水
を
畜
へ
、
蚩
尤
は
風
伯
・
雨
師
に
請
ひ
て
、
大
風

雨
を

縱

に
す

（
蚩
尤
作
兵
伐
黄
帝
。
黄
帝
乃
令
應
龍
攻
之
冀
州
之
野
。
應
龍

。

ほ
し
い
ま
ま

畜
水
、
蚩
尤
請
風
伯
雨
師
、
縱
大
風
雨)

と
あ
り
、
雨
と
蚩
尤
と
は
関
係
が
深
く
、
そ
の
た
め
『
校
釋
』
は
雨
を
請
う
の
に
蚩
尤

を
祀
る
と
す
る
。

、

、

、

。

⑧

春
の
と
き
と
同
様
に

五
行
の
配
当
か
ら

夏
は
方
角
は
南
方
で

色
は
赤
で
あ
る

⑨

「
丙
丁
の
日
」
に
つ
い
て

『
校
釋
』
は
『
禮
記
』
月
令
「
孟
夏
三
月
」
の
鄭
注
に
、

、

丙
の
言
た
る
炳
な
り
。
日
の
行
、
夏
は
、
南
の
か
た
赤
道
に
從
ひ
、
萬
物
を
長
育

す
。
月
、
之
が
佐
た
り
。
時
に
萬
物
皆
炳
然
と
し
て
、
著
見
し
て
強
大
な
り
。
又

こ
れ

因
り
て
以
て
日
の
名
と
爲
す
。
易
に
曰
く
、
巽
に

齊

へ
、
離
に
相
見
ゆ
。(

丙
之

と
と
の

。

、

、

、

。

。

、

言
炳
也

日
之
行

夏

南
從
赤
道

長
育
萬
物

月
為
之
佐

時
萬
物
皆
炳
然

著
見
而
強
大
。
又
因
以
爲
日
名
焉
。
易
曰
、
齊
乎
巽
、
相
見
乎
離)

。

「

」

「

」

、

と
あ
る
の
を
引
く

こ
れ
に
よ
れ
ば

丙

は

炳(

あ
き
ら
か)

の
意
で
あ
る
と
し

。

、

夏
は
万
物
が
成
長
し
強
大
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う

ま
た
董
天
工
は

「
赤
龍
」
の
「
赤
」
に
つ
い
て
、
夏
は
火
が
赤
く
、
そ
れ
故
に
赤
色
で
あ
る
と
い
う
。

⑩

「
壯
者
七
人
」
に
つ
い
て
、
凌
曙
は

『
禮
記
』
月
令
の
「
其
の
帝
は
炎
帝
。
其
の
神

、
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は
祝
融
。
其
の
蟲
は
羽
。
其
の
音
は
徴
。
律
は
中
呂
に
中
る
。
其
の
數
は
七
」
の
鄭
注

あ
た

に
、

火
、
生
數
は
二
、
成
數
は
七
。
但
だ
七
と
言
へ
る
の
み
な
る
は
、
亦
其
の
成
數
を

舉
ぐ
。(
火
生
數
二
、
成
數
七
。
但
言
七
者
、
亦
舉
其
成
數)

と
あ
る
の
を
引
く
。
第
一
節
注
⑮
に
も
述
べ
た
よ
う
に
本
篇
で
述
べ
る
人
物
の
数
は
、

す
べ
て
五
行
の
数
に
基
づ
く
。
こ
こ
で
は
「
壯
者
七
人
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
「
七
人
」

か
と
言
え
ば
、
五
行
で
は
、
夏
は
南
方
で
火
に
属
し
、
火
の
成
数
は
七
で
あ
る
か
ら
だ

と
い
う
。

⑪

第
一
節
注
⑮
に
引
く
『
通
典
』
巻
四
十
三
参
照
。

⑫

こ
の
第
二
節
は

「
釜
を
壇
に
、
臼
・
杵
を
術
に
暴
す
こ
と
が
七
日

「
壇
の
大
き
さ

、

」

さ
ら

が
方
七
尺

「
繒
七
本

「
赤
雄
鷄
七
羽

「
龍
の
長
さ
七
丈

「
小
龍
の
間
隔
七
尺

「
池

」

」

」

」

」

の
広
さ
方
七
尺
」
あ
る
よ
う
に
、
五
行
に
お
け
る
火
の
成
数
七
を
基
本
と
し
て
い
る
。

【
現
代
語
訳
】

夏
に
雨
を
求
め
る
場
合
。
県
邑
に
壬
・
癸
の
日
に(

社
稷
・
山
川
の
神
に)

祈
ら
せ
、
庶

民
に
は

竃

を
祭
ら
せ
る
。
土
木
工
事
を
執
り
行
っ
て
は
な
ら
ず
、
水
を
新
し
く
し
、
井
戸

か
ま
ど

を
浚
っ
て
流
れ
を
通
し
、
七
日
間
、
釜
を
壇
に
さ
ら
し
、
臼
・
杵
を
道
に
さ
ら
す
。
四
方

さ
ら

に
通
じ
る
壇
を
邑
の
南
門
の
外
に
作
る
。
七
尺
四
方
で
、
赤
色
の
布
を
七
本
立
て
る
。
祭

、

、

、

。

る
神
は
蚩
尤
で

祭
る
に
は
赤
い
雄
鷄
七
羽

玄
酒
を
用
い

清
酒
と
ほ
し
肉
を
供
え
る

し

ゆ

う

祝
は
三
日
間
身
を
清
め
、
赤
色
の
衣
を
着
て
、
拝
し
て

跪

い
て
述
べ
る
、
祈
り
の
言
葉

ひ
ざ
ま
づ

は
春
の
と
き
の
言
葉
と
同
様
で
あ
る
。
丙
・
丁
の
日
を
用
い
て
、
大
き
な
赤
色
の
龍
一
体

。

、

）

。

。

を
作
る

長
さ
は
七
丈
で

(

県
邑
の

中
央
に
据
え
る

さ
ら
に
小
さ
な
龍
六
体
を
作
る

そ
れ
ぞ
れ
長
さ
は
三
丈
五
尺
で
、(

大
き
な
龍
の)

南
方
に
置
く
。
す
べ
て
南
に
向
き
、
そ

。

、

、

、

。

の
間
隔
は
七
尺

大
人
が
七
人

皆

三
日
間
身
を
清
め

赤
い
衣
を
着
て
そ
こ
で
舞
う

司
空
嗇
夫
も
同
様
に
三
日
間
身
を
清
め
、
赤
い
衣
を
着
て
そ
こ
に
立
つ
。
社
に
溝
を
掘
っ

し
ょ
く
ふ

て
、
そ
れ
を
村
の
外
の
溝
に
通
じ
る
よ
う
に
す
る
。
五
匹
の
蝦
蟇
を
捕
ま
え
、
村
の
社
の

中
に
置
く
。
池
の
広
さ
は
七
尺
四
方
で
、
深
さ
一
尺
。
ほ
し
肉
を
供
え
る
。
祝
は
身
を
清

め
、
赤
色
の
衣
を
着
て
、
拝
し

跪

い
て
述
べ
る
、

初
と
同
じ
よ
う
に
祈
り
の
言
葉
を

ひ
ざ
ま
づ

述
べ
る
。
三
歳
の
雄
鷄
と
牡
豚
を
取
り
寄
せ
、
ど
ち
ら
も
四
方
に
通
じ
る
み
た
ま
や
で
焼

く
。
春
の
と
き
と
同
じ
よ
う
に
陰
を
開
き
陽
を
閉
じ
る
。

三
季
夏
禱
山
陵
以
助
之
。
令
縣
邑
十
日
壹
徙
市
於
邑
南
門
之
外
。
五
日
禁
男
子
無
得
行
入

市
。
家
人
祠
中
霤
。
無
舉
土
功
、
聚
巫
市
傍
、
爲
之
結
蓋
。
爲
四
通
之
壇
於
中
央
、
植
黄

繒
五
。
其
神
后
稷
、
祭
之
以
母

五
玄
酒
、
具
清
酒
膊
脯
。(

令
各
爲)

①
祝
齋
三
日
、
衣

黄
衣
。
皆
如
春
祠
。
以
戊
己
日
、
爲
大
黄
龍
一
。
長
五
丈
、
居
中
央
。
又
爲
小
龍
四
。
各

長
二
丈
五
尺
、
於(

南
方)

〔
中
央
〕
②
。
皆
南
郷
、
其
間
相
去
五
尺
。
丈
夫
五
人
、
皆
齋

三
日
、
服
黄
衣
而
舞
之
。
老
者
五
人
亦
齋
三
日
、
衣
黄
衣
而
立
之
。
亦
通
〔
里
〕
③
社
中

於
閭
外
之
溝
。
蝦
蟇
池
方
五
尺
、
深
一
尺
。
他
皆
如
前
。

【
校
記
】

①

「
令
各
爲
」

盧
文
弨
は
、
こ
の
三
字
を
衍
字
で
は
な
い
か
と
す
る
。
蘇
輿
は

『
通

、

典
』
に
引
く
こ
の
箇
所
に
は
こ
の
三
字
が
有
る
が

『
藝
文
類
聚
』
に
引
く
こ
の
箇
所
に

、

に
は
こ
の
三
字
が
な
い
と
指
摘
し
、
判
断
を
示
し
て
い
な
い

『
校
釋
』
は
『
續
漢
書
』

。

禮
儀
志
中
の
劉
昭
注
に
引
く
こ
の
箇
所
に
も

『
通
典
』
と
同
様
に
こ
の
三
字
が
あ
り
、

、

衍
字
で
は
な
い
と
す
る
。
他
の
春
・
夏
・
秋
・
冬
の
同
箇
所
に
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
三

字
は
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
盧
文
弨
に
従
い
衍
字
と
し
て
削
除
す
る
。

②

「
南
方
」

劉
師
培

『
校
釋
』
に
従
い
「
中
央
」
に
改
め
る
。

、

③

「
里
」

劉
師
培
に
従
い
「
里
」
の
字
を
補
う
。

【
書
き
下
し
文
】
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季
夏
①
に
は
山
陵
②
に
禱
り
て
以
て
之
を
助
く
。
縣
邑
を
し
て
十
日
ご
と
に
壹
た
び
市

い
の

を
邑
の
南
門
の
外
に
徙
ら
し
む
。
五
日
は
男
子
を
禁
じ
て
行
き
て
市
に
入
る
を
得
る
こ
と

う
つ

無
か
ら
し
む
③
。
家
人
は
中
霤
を
祠
る
④
。
土
功
⑤
を
舉
ぐ
る
こ
と
無
く
、
巫
を
市
傍
に

ま
つ

聚
め
、
之
が
爲
に
蓋
⑥
を
結
ぶ
。
四
通
の
壇
を
中
央
に
爲
り
、
黄
繒
五
を
植
つ
。
其
の
神

た
め

つ
く

た

は
后
稷
⑦
、
之
を
祭
る
に
母

五
⑧
・
玄
酒
を
以
て
し
、
清
酒
・
膊
脯
を
具
ふ
。
祝
は
齋

そ
な

す
る
こ
と
三
日
、
黄
衣
を
衣
る
。
皆
春
祠
の
如
し
。
戊
・
己
の
日
⑨
を
以
て
し
、
大
黄
龍

一
を
爲
る
。
長
さ
五
丈
に
し
て
、
中
央
に
居
る
。
又
小
龍
四
を
爲
る
。
各
お
の
長
さ
二
丈

五
尺
に
し
て
、
中
央
に
於
い
て
す
。
皆
南
に
郷
ひ
、
其
の
間
相
去
る
こ
と
五
尺
。
丈
夫
五

む
か

人
⑩
、
皆
齋
す
る
こ
と
三
日
、
黄
衣
を
服
し
て
之
に
舞
ふ
。
老
者
五
人
⑪
も
亦
齋
す
る
こ

と
三
日
、
黄
衣
を
衣
て
之
に
立
つ
。
亦
里
の
社
中
を
閭
外
の
溝
に
通
ぜ
し
む
。
蝦
蟇
に
は

き

池
は
方
五
尺
、
深
さ
一
尺
。
他
は
皆
前
の
如
し
。
⑫

【
注
】

①

蘇
輿
は
、
五
行
の
「
土
」
を
「
季
夏
」
に
当
て
る
た
め
、
他
の
季
節
と
は
別
に
雨
を

求
め
る
方
法
を
挙
げ
て
い
る
と
い
う
。

②

「
陵
」
は
、
大
き
な
岡

『
校
釋
』
は
『
爾
雅
』
釋
地
に
「
大
阜
を
陵
と
曰
ふ
」
と
あ

。

る
の
を
引
く
。

③

蘇
輿
は
『
通
志
』
に
、

、

、

。

、

武
帝
元
封
六
年

旱
し

女
子
及
び
巫
・
丈
夫
は
市
に
入
ら
ず

(

武
帝
元
封
六
年

旱
、
女
子
及
巫
丈
夫
不
入
市)

と
あ
る
の
を
引
く

『
通
典
』
巻
四
十
三
に
も
同
文
が
あ
る
。

。

ま
た

『
校
釋
』
は
「
市
」
の
説
明
と
し
て

『
風
俗
通
』
に
、

、

、

井
に
因
り
て
市
を
爲
し
、
交
易
し
て
退
く
。
故
に
之
を
市
井
と
謂
ふ
な
り

（
因
井

。

爲
市
、
交
易
而
退
。
故
謂
之
市
井
也)

（

後
漢
書
』
循
吏
列
伝
注
引
）

『

と
あ
る
の
を
引
く
。

「

」

。「

」

、

、

④

中
霤

と
は
室
の
中
央
を
い
う

中
霤

を
祀
る
や
り
方
に
つ
い
て
は

凌
曙
は

『
禮
記
』
月
令
の
「
其
の
祀
は
中

霤
。
祭
る
と
き
は
心
を
先
に
す
」
の
鄭
注
に
、

ち
ゅ
う
り
う

し
ん

。

、

。

中

霤
は
猶
ほ
中
室
の
ご
と
き
な
り

土
は
中
央
を

主

り
て

神
は
室
に
在
り

ち
ゅ
う
り
う

つ
か
さ
ど

古
者
は
複
穴
な
り
。
是
を
以
て
室
を
名
づ
け
て
霤
と
爲
す
と

云

ふ
。
之
を
祀
る

し
か
い

ま
つ

に
先
づ
心
を
祭
る
は
、
五
藏
の
次
、
心
は
肺
に
次
ぐ
。
此
に
至
り
て
心
を
尊
し
と

爲
す
な
り
。
中
霤
を
祀
る
の
禮
は
、
主
を
牖
下
に
設
く
。
乃
ち
心
及
び
肺
肝
を
制

い

う

か

さ

き
て
俎
と
爲
す
。
其
の
祭
肉
は
、
心
・
肺
・
肝
各
お
の
一
。
他
は
皆
戸
を
祀
る
の

み
な

ま
つ

禮
の
如
く
す
。(

中
霤
猶
中
室
也
。
土
主
中
央
而
神
在
室
。
古
者
複
穴
。
是
以
名

室
爲
霤
云
。
祀
之
先
祭
心
者
、
五
藏
之
次
、
心
次
肺
。
至
此
心
爲
尊
也
。
祀
中
霤

之
禮
、
設
主
於
牖
下
。
乃
制
心
及
肺
肝
為
俎
。
其
祭
肉
、
心
肺
肝
各
一
。
他
皆
如

祀
戸
之
禮)

と
あ
る
の
を
引
く
。

⑤

「
土
功
」
は
、
土
木
工
事
の
意
。

⑥

「
蓋
」
は
、
覆
い
の
こ
と
。

⑦

「
后
稷
」
は
周
の
始
祖
。
農
官
の
長
と
な
っ
た

『
史
記
』
周
本
紀
に
、

。

棄
、
兒
た
る
の
時
、

屹

ち
て
巨
人
の
志
の
如
し
。
其
の
游
戲
す
る
や
、
好
ん
で

そ
ば
だ

、

。

、

、

麻
・
菽
を
種
樹
し

麻
・
菽
美
し

成
人
と
爲
る
に
及
び
て

遂
に
耕
農
を
好
み

地
の
宜
を
相
、
宜
し
く
穀
す
べ
き
者
稼
穡
す
。
民
皆
之
に
法
則
る
。
帝
堯
之
を
聞

み

こ
れ

の

っ

と

こ
れ

き
、
棄
を
舉
げ
て
農
師
と
爲
す
。
天
下
は
其
の
利
を
得
、
功
有
り
。
帝
舜
曰
く
、

棄
、
黎
民
始
め
て
飢
ゆ
。

爾

后
稷
と
し
て
百
穀
を
播
時
せ
よ
、
と
。
棄
を
邰
に

な
ん
じ

封
じ
、
號
し
て
后
稷
と
曰
ふ
。(

棄
爲
兒
時
、
屹
如
巨
人
之
志
。
其
游
戲
、
好
種

樹
麻
菽
、
麻
菽
美
。
及
爲
成
人
、
遂
好
耕
農
、
相
地
之
宜
、
宜
穀
者
稼
穡
焉
。
民

皆
法
則
之
。
帝
堯
聞
之
、
舉
棄
爲
農
師
。
天
下
得
其
利
、
有
功
。
帝
舜
曰
、
棄
、

黎
民
始
飢
。
爾
后
稷
播
時
百
穀
。
封
棄
於
邰
、
號
曰
后
稷)

と
あ
る
。
し
か
し
、
后
稷
と
雨
を
求
め
る
こ
と
と
の
関
係
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

⑧

「
母

」
は
、
蘇
輿
は

『
通
典
』
巻
四
十
三
の
注
に
、

、

、

、

。

、

、

。

母

音
は
模

禮
に
は
之
を
淳
母
と
謂
ふ



音
は
移

周
禮
に

食
と
曰
ふ

(

母
、
音
模
、
禮
謂
之
淳
母
。

、
音
移
、
周
禮
曰

食)
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と
あ
る
の
を
引
き

『
校
釋
』
は

『
禮
記
』
内
則
に
、

、

、

淳
母
は

醢
を
煎
り
て
黍
食
の
上
に
加
へ

之
に
沃
ぐ
に

膏
を
以
て
す
る
を
淳
母

、

、

じ
ゅ
ん
ぼ

い

し

ょ

し

こ
れ

そ
そ

あ
ぶ
ら

じ
ゅ
ん
ぼ

と
曰
ふ

（
淳
母
、
煎
醢
加
于
黍
食
上
、
沃
之
以
膏
曰
淳
母)

。

と
あ
り
、
そ
の
鄭
注
に
「
母
は
讀
み
て
模
と
曰
ふ
。
模
は
象
な
り
」(

母
讀
曰
模
。
模
象

也)

と
あ
る
の
を
引
く
の
に
従
っ
て

「
淳
母
」
の
意
と
し
て
お
く

「
淳
母
」
は

『
禮

、

。

、

』

、

、

、

。

記

内
則
に
よ
れ
ば

醢

を
煎
っ
て

黍
の
上
に
か
け

そ
れ
に
油
を
ま
ぜ
た
も
の

し
お
か
ら

い

⑨

「
戊
己
の
日
」
に
つ
い
て

『
校
釋
』
は
『
禮
記
』
月
令
「
其
日
戊
已
」
の
鄭
注
に
、

、

戊
の
言
た
る
茂
な
り
。
己
の
言
た
る
起
な
り
。
日
の
行
は
、
四
時
の
間
、
黄
道
に

從
ふ
。
月
之
が
佐
た
り
。
此
に
至
り
て
萬
物
は
皆
枝
葉
茂
盛
し
、
其
の
含
秀
す
る

こ
れ

こ
こ

み
な

者
、
抑
屈
し
て
起
つ
。
故
に
因
り
て
以
て
日
の
名
と
為
す
。(

戊
之
言
茂
也
。
已

た

。

、

。

。

、

之
言
起
也

日
之
行
四
時
之
間

從
黄
道

月
爲
之
佐

至
此
萬
物
皆
枝
葉
茂
盛

其
含
秀
者
、

抑
屈
而
起
。
故
因
以
爲
日
名
焉)

。

「

」

「

」
、「

」

「

」

、

と
あ
る
の
を
引
く

こ
れ
に
よ
れ
ば

戊

は

茂
る

己

は

起
つ

の
意
で

た

こ
の
時
期
、
万
物
は
繁
茂
し
芽
が
立
ち
上
が
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

⑩

『
禮
記
』
月
令
の
季
夏
の
「
其
數
五
」
の
鄭
注
に
、

土
の
生
数
は
五
、
成
數
は
十
。
但
だ
五
と
言
へ
る
の
み
な
る
は
、
土
は
生
を
以
て

本
と
爲
せ
ば
な
り
。(

土
生
数
五
、
成
數
十
。
但
言
五
者
、
土
以
生
爲
本)

。

と
あ
る
。
土
の
場
合
は
、
生
数
の
五
を
本
と
し
て
表
現
す
る
と
い
う
。

⑪

「
老
者
五
人
」
に
つ
い
て
は
、
宋
本
以
下

「
老
者
」
の
二
字
が
な
い
版
本
が
多
い
。

、

兪
樾
は
、
意
味
上
、
こ
の
二
字
は
な
い
方
が
よ
い
と
す
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
二
点
指

摘
す
る
、
一
つ
は
冬
に
「
老
者
六
人
」
と
あ
り
、
季
夏
に
も
「
老
者
」
を
用
い
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
。
二
つ
め
に

「
舞
う
」
者
は
、
春
は
「
小
童

、
夏
は
「
壯

、

」

者

、
秋
は
「
鰥
者

、
冬
は
「
老
者
」
と
あ
る
よ
う
に
す
べ
て
民
間
の
者
で
あ
り
、
一

」

」

方
「
立
つ
」
者
は
、
春
は
「
田
嗇
夫

、
夏
は
「
司
空
嗇
夫

、
秋
は
「
司
馬

、
冬
は

」

」

」

「

」

、

。

、

、

尉

と
あ
る
よ
う
に

す
べ
て
在
官
の
者
で
あ
る

と
こ
ろ
が

こ
の
季
夏
だ
け
が

「
立
つ
」
者
が
「
老
者
」
と
い
う
民
間
の
者
で
あ
る
と
い
う
の
は
義
に
あ
わ
な
い
と
い

う
。
そ
こ
で
兪
樾
は
「
老
者
」
を
削
除
し
て
「
五
人
」
だ
け
と
し
、
直
前
の
「
舞
う
」

五
人
の
こ
と
を
指
す
と
す
る
。

一
方
、
劉
師
培
は

「
老
者
五
人
」
と
は

『
漢
書
』
酷
吏
列
伝
の
尹
賞
伝
に
見
え
る

、

、

「
父
老
伍
人

『
韓
非
子
』
外
儲
説
右
下
に
見
え
る
「
五
老
」
の
意
味
だ
と
し

「
五

」
、

、

」

（
『

』（『

』

））。

老

は
郷
官
で
閭
師
の
属
と
す
る

韓
非
子
斠
補

劉
申
叔
先
生
遺
書

所
収

校
釋

は

唐
以
前
の
古
本
に
は
並
び
に

老
者

の
二
字
が
あ
り

か
つ
冬
に

老

『

』

、

「

」

、

「

者
」
を
用
い
る
か
ら
と
い
っ
て
「
季
夏
」
に
用
い
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
根
拠
は
な
い

と
し
て
兪
樾
の
説
を
否
定
し

劉
師
培
の
説
を
是
と
す
る

こ
こ
で
は

劉
師
培

校

、

。

、

、『

釋
』
に
従
い
、
こ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
。

⑫

こ
の
第
三
節
は

「
男
子
は
五
日
間
市
場
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
い

「
繒
五
本

「
母

、

」

」

」「

」「

」「

」

、


五
杯

龍
の
長
さ
五
丈

小
龍
の
間
隔
五
尺

池
の
広
さ
方
五
尺

あ
る
よ
う
に

五
行
に
お
け
る
土
は
中
央
に
置
か
れ
、
生
数
五
を
基
本
と
し
て
い
る
。

【
現
代
語
訳
】

季
夏
に(

雨
を
求
め
る
場
合)

は
、
山
陵
に
祈
っ
て
（
旱
を
）
助
け
る
。
県
邑
に
十
日
ご

と
に
一
回
、
市
場
を
村
の
南
門
の
外
に
移
動
さ
せ
る
。
庶
民
は
中
霤
を
祭
る
。
土
木
工
事

を
執
り
行
っ
て
は
な
ら
ず
、
巫
女
を
市
場
の
傍
ら
に
集
め
、
巫
女
の
た
め
に
覆
い
を
設
け

る
。
四
方
に
通
じ
る
壇
を
邑
の
中
央
に
作
り
、
黄
色
の
布
五
本
を
立
て
る
。
祭
る
神
は
后

稷
、
祭
る
に
は
母

五
碗
、
玄
酒
を
用
い
、
清
酒
と
ほ
し
肉
を
供
え
る
。
祝
は
三
日
間
身

、

。

。

、

を
清
め

黄
色
の
衣
を
着
る

皆
い
ず
れ
も
春
の
祭
り
の
よ
う
に
行
う

戊
・
己
の
日
に

大
き
な
黄
色
の
龍
一
体
を
作
る
。
長
さ
五
丈
で
、
中
央
に
据
え
る
。
さ
ら
に
小
さ
な
龍
四

体
を
作
る
。
そ
れ
ぞ
れ
長
さ
は
二
丈
五
尺
で
、(

大
き
な
龍
と
同
じ
く)

中
央
に
置
く
。
す

べ
て
南
に
向
き
、
そ
の
間
隔
は
五
尺
。
丈
夫
が
五
人
、
皆
、
三
日
間
身
を
清
め
、
黄
色
い

衣
を
着
て
そ
こ
で
舞
う
。
老
者
五
人
も
同
様
に
、
三
日
間
身
を
清
め
、
黄
色
い
衣
を
着
て

そ
こ
に
立
つ
。
同
様
に
村
の
社
中
を
、
村
の
外
の
溝
に
通
じ
る
よ
う
に
す
る
。
蝦
蟇
に
は

池
の
広
さ
は
五
尺
四
方
で
、
深
さ
一
尺
。
そ
の
他
は
皆
、
前
と
同
様
に
行
う
。



109

坂本具償 他： 春秋繁露』訳注稿 必仁且智・郊語・求雨・止雨篇『

四
秋
暴
巫
尫
至
九
日
。
無
舉
火
事
、
無
煎
金
器
。
家
人
祠
門
。
爲
四
通
之
壇
於
邑
西
門
之

外
。
方
九
尺
、
植
白
繒
九
。
其
神
少
昊
、
祭
之
以
桐
木
魚
九
玄
酒
、
具
清
酒
膊
脯

〔
祝
齋

。

三
日
〕
①
、
衣
白
衣
。
他
如
春
。
以
庚
辛
日
、
爲
大
白
龍
一
。
長
九
丈
、
居
中
央
。
爲
小

。

、

。

、

。

、

、

龍
八

各
長
四
丈
五
尺

於
西
方

皆
西
郷

其
間
相
去
九
尺

鰥
者
九
人

皆
齋
三
日

服
白
衣
而
舞
之
。
司
馬
亦
齋
三
日
、
衣
白
衣
而
立
之
。
蝦
蟇
池
方
九
尺
、
深
一
尺
。
他
皆

如
前
。

【
校
記
】

①

「
祝
齋
三
日
」

蘇
輿
及
び
『
校
釋
』
に
従
い

「
祝
齋
三
日
」
の
四
字
を
補
う
。

、

【
書
き
下
し
文
】

秋
は
巫
・
尫
を
暴
す
こ
と
九
日
に
至
る
。
火
事
①
を
舉
ぐ
る
こ
と
無
く
、
金
器
を
煎
る

わ
う

さ
ら

に

無
し
。
家
人
は
門
を
祠
る
②
。
四
通
の
壇
を
邑
の
西
門
の
外
に
爲
る
。
方
九
尺
に
し
て
、

ま
つ

つ
く

白
繒
九
を
植
つ
。
其
の
神
は
少
昊
③
、
之
を
祭
る
に
桐
木
魚
九
④
・
玄
酒
を
以
て
し
、
清

た

。

、

。

。

酒
・
膊
脯
を
具
ふ

祝
は
齋
す
る
こ
と
三
日
に
し
て

白
衣
を
衣
る
⑤

他
は
春
の
如
し

き

庚
辛
の
日
⑥
を
以
て
し
、
大
白
龍
一
を
爲
る
。
長
さ
九
丈
に
し
て
、
中
央
に
居
る
。
小
龍

つ
く

八
を
爲
る
。
各
お
の
長
さ
四
丈
五
尺
に
し
て
、
西
方
に
於
い
て
す
。
皆
西
に
郷
ひ
、
其
の

つ
く

む
か

。

、

、

。

間
相
去
る
こ
と
九
尺

鰥
者
九
人
⑦

皆
齋
す
る
こ
と
三
日

白
衣
を
服
し
て
之
に
舞
ふ

か
ん

司
馬
⑧
も
亦
齋
す
る
こ
と
三
日
、
白
衣
を
衣
て
之
に
立
つ
。
蝦
蟇
に
は
池
は
方
九
尺
、
深

き

が

ま

さ
一
尺
。
他
は
皆
前
の
如
し
。
⑨

【
注
】

①

「
火
事
」
と
は
、
火
を
使
う
こ
と
の
意
。
次
句
の
「
金
器
を
煎
る
無
し
」
も
そ
の
ひ

に

と
つ
で
あ
る
。

凌
曙
は

『
漢
書
』
昭
帝
紀
の
始
元
六
年
「
夏
旱
す
れ
ば
、
大
い
に
雩
す
。
火
を
舉
ぐ

、

る
を
得
ず
」
の
注
に
、

、

、

」

、

臣
瓚
曰
く

火
を
舉
ぐ
る
を
得
ざ
る
は

陽
を
抑
へ
陰
を
助
く
る
な
り

(

臣
瓚
曰

お
さ

不
得
舉
火
、
抑
陽
助
陰)

と
あ
る
の
を
引
く
。

②

「
門
を
祠
る
」
や
り
方
に
つ
い
て
、
凌
曙
は
『
禮
記
』
月
令
「
其
の
祀
は
門
、
祭
る

と
き
は
肝
を
先
に
す
」
の
鄭
注
に
、

。

。

、

秋
は
陰
氣
出
づ

之
を
門
外
の
陰
に
祀
る
な
り

之
を
祀
る
に
先
づ
肝
を
祭
る
は

秋
を
陰
中
と
爲
す
。
藏
に
於
い
て
肝
に
直
る
。
肝
を
尊
し
と
爲
す
な
り
。
前(

門

あ
た

の
誤
り
か)

を
祀
る
の
禮
は
、
北
面
し
て
主
を
門
の
左
樞
に
設
く
。
乃
ち
肝
及
び

肺
・
心
を
制
き
て
俎
と
爲
し
、
主
の
南
に
奠
む
。
又
盛
を
俎
の
東
に
設
く
。
其
の

さ

す
す

他
は
皆
竈
を
祭
る
の
禮
の
如
く
す

（
秋
陰
氣
出
。
祀
之
於
門
外
陰
也
。
祀
之
先

。

み
な

祭
肝
者
、
秋
爲
陰
中
。
於
藏
直
肝
。
肝
爲
尊
也
。
祀
前
之
禮
、
北
面
設
主
於
門
左

。

、

。

。

）

樞

乃
制
肝
及
肺
心
爲
俎

奠
于
主
南

又
設
盛
于
俎
東

其
他
皆
如
祭
竈
之
禮

と
あ
る
の
を
引
く
。

③

「
少
昊
」
に
つ
い
て
は

『
校
釋
』
は
『
禮
記
』
月
令
の
孟
秋
の
月
に
「
秋
、
其
の
帝

、

は
少
皞
」
と
あ
る
の
を
引
く
。

④

「
桐
木
魚
」
は
、
桐
で
作
っ
た
木
魚
。
蘇
輿
は

『
初
學
記
』
二

『
御
覧
』
十
一
並

、

、

き
り

び
に
引
く
『
淮
南
子
』
に
「
董
仲
舒
の
雨
を
請
ふ
に
、
秋
は
桐
木
魚
を
用
ふ
」
と
あ
る

の
を
引
く
。
ま
た
『
校
釋
』
は

『
藝
文
類
聚
』
八
十
八

『
御
覽
』
九
五
六
に
引
く
董

、

、

仲
舒
「
請
雨
書
」
に
「
秋
は
桐
木
魚
九
枚
を
以
て
す
」
と
あ
る
の
を
引
く
。

⑤

「
白
衣
」
の
「
白
」
に
つ
い
て
、
凌
曙
は

『
群
經
音
辨
』
に
「
白
は
、
西
方
の
色
な

、

り
」
と
あ
る
の
を
引
く
。

⑥

「
庚
辛
の
日
」
に
つ
い
て

『
校
釋
』
は
『
禮
記
』
月
令
の
孟
秋
の
月
の
「
其
の
日
は

、

庚
辛
」
の
鄭
注
に
、
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庚
の
言
た
る
更
な
り
。
辛
の
言
た
る
新
な
り
。
日
の
行
、
秋
は
西
の
か
た
白
道
に

從
ひ
、
萬
物
を
成
熟
す
。
月
之
が
佐
た
り
。
萬
物
皆
肅
然
と
し
て

更

ま
り
、
秀

こ
れ

あ
ら
た

實
新
た
に
成
る
。
又
因
り
て
以
て
日
の
名
と
爲
す
。(

庚
之
言
更
也
。
辛
之
言
新

也
。
日
之
行
、
秋
西
從
白
道
、
成
熟
萬
物
。
月
爲
之
佐
。
萬
物
皆
肅
然
更
、
秀
實

新
成
。
又
因
以
爲
日
名
焉)

と
あ
る
の
を
引
く
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
「
庚
」
は
「
更(

あ
ら
た
め
る)

」
の
意

「
辛
」
は

、

「
新
（
あ
た
ら
し
い

」
の
意
で
あ
る
と
し
、
万
物
が
お
ご
そ
か
に
更
ま
り
、
新
た
に
実

）

を
成
す
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
。

⑦

「
鰥
者
九
人
」
に
つ
い
て
、
凌
曙
は
『
禮
記
』
月
令
・
孟
秋
の
「
其
數
九
」
の
鄭
注

に
、

金
、
生
數
は
四
、
成
數
は
九
。
但
だ
九
と
言
へ
る
の
み
な
る
は
、
亦
其
の
成
數
を

舉
ぐ
れ
ば
な
り

（
金
生
數
四
、
成
數
九
。
但
言
九
者
、
亦
舉
其
成
數)

。

と
あ
る
の
を
引
く
。
本
節
は
「
九
」
と
い
う
数
字
を
基
本
と
す
る
。
前
節
で
も
述
べ
た

よ
う
に
、
五
行
の
数
に
基
づ
く
。
秋
は
、
五
行
で
は
西
方
で
金
に
属
し
、
金
の
成
数
は

「
九
」
で
あ
る
。

「
鰥
」
は
、
老
い
て
妻
の
い
な
い
者
を
言
う

『
孟
子
』
梁
恵
王
篇
に

「
老
い
て
妻

。

、

無
き
を
鰥
と
曰
ふ

」
と
あ
る
。
ま
た
『
校
釋
』
は

『
釋
名
』
釋
親
屬
に
、

。

、

妻
無
き
を
鰥
と
曰
ふ
。
鰥
は
昆
な
り
。
昆
は
明
な
り
。
目
は
恒
に
鰥
鰥
然
た
り
。

つ
ね

故
に
其
の
字
は
魚
に
從
ふ
。
魚
の
目
は
恒
に
閉
ぢ
ざ
る
者
な
り
。(
無
妻
曰
鰥
。

つ
ね

鰥
、
昆
也
。
昆
、
明
也
。
目
恒
鰥
鰥
然
也
。
故
其
字
從
魚
。
魚
目
恒
不
閉
者
也
）

と
あ
る
の
を
引
く
。

⑧

「
司
馬
」
は
、
軍
事
を
司
る
官
名
。

⑨

こ
の
第
四
節
は

「
九
日
間
巫
女
・
痀
僂
の
人
を
日
に
さ
ら
す

「
壇
の
大
き
さ
が
方

、

」

」「

」「

」「

」「

」

九
尺

繒
九
本

桐
で
作
っ
た
木
魚
九
枚

龍
の
長
さ
九
丈

小
龍
の
間
隔
九
尺

き
り

「
鰥
者
九
人

「
池
の
広
さ
方
九
尺
」
と
あ
る
よ
う
に
、
金
の
成
数
九
を
基
本
と
し
て
い

」

る
。

【
現
代
語
訳
】

秋
に(

雨
を
求
め
る
場
合)

は

。
火
を
使
う
こ
と
を
執
り
行
う
こ
と
な
く
、
金
属
の
器
を

、

。

。

、

。

煮
て
は
な
ら
な
い

庶
民
は
門
を
祭
る

四
方
に
通
じ
る
で

白
色
の
布
を
九
本
立
て
る

祭
る
神
は
少
昊
、
祭
る
に
は
桐(

で
作
っ
た)

木
魚
九
枚
、
玄
酒
を
用
い
て
、
清
酒
・
ほ
し

き
り

肉
を
供
え
る
。
白
色
の
衣
を
着
る
。
そ
の
他
は
春
の
と
き
と
同
様
に
行
う
。
庚
・
辛
の
日

を
用
い
て
、
大
き
な
白
色
の
龍
一
体
を
作
る
。
長
さ
は
九
丈
で
、(

県
邑
の
）
中
央
に
据
え

る
。
小
さ
な
龍
八
体
を
作
る
。
そ
れ
ぞ
れ
長
さ
は
四
丈
五
尺
で
、(

大
き
な
龍
の)

西
方
に

置
く
。
す
べ
て
西
に
向
き
、
そ
の
間
隔
は
九
尺
。
や
も
め
が
九
人
、
皆
、
三
日
間
身
を
清

め
、
白
い
衣
を
着
て
そ
こ
で
舞
う
。
司
馬
も
同
様
に
三
日
間
身
を
清
め
、
白
い
衣
を
着
て

そ
こ
に
立
つ
。
蝦
蟇
に
は
池
は
九
尺
四
方
、
深
さ
一
尺
。
そ
の
他
は
い
ず
れ
も
前
と
同
様

が

ま

で
あ
る
。

五
冬
舞
龍
六
日
。
禱
於
名
山
以
助
之
。
家
人
祠
井
。
無
壅
水
、
爲
四
通
之
壇
於
邑
北
門
之

外
。
方
六
尺
、
植
黒
繒
六
。
其
神
玄
冥
、
祭
之
以
黒
狗
子
六
玄
酒
、
具
清
酒
膊
脯
。
祝
齋

三
日
、
衣
黒
衣
、
祝
禮
如
春
。
以
壬
癸
日
、
爲
大
黒
龍
一
。
長
六
丈
、
居
中
央
。
又
爲
小

龍
五
。
各
長
三
丈
、
於
北
方
。
皆
北
郷
、
其
間
相
去
六
尺
。
老
者
六
人
、
皆
齋
三
日
、
衣

黒
衣
而
舞
之
。
尉
亦
齋
三
日
、
服
黒
衣
而
立
之
。
蝦
蟇
池
、
皆
如
春
。

【
校
記
】

な
し

【
書
き
下
し
文
】
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冬
は
龍
に
舞
ふ
こ
と
六
日
①

名
山
に
禱
り
て
以
て
之
を
助
く

家
人
は
井
を
祠
る
②

い
の

ま
つ

水
を
壅
ぐ
こ
と
無
く
、
四
通
の
壇
を
邑
の
北
門
の
外
に
爲
る
。
方
六
尺
に
し
て
、
黒
繒
六

ふ
さ

つ
く

を
植
つ
。
其
の
神
は
玄
冥
③
、
之
を
祭
る
に
黒
狗
子
六
・
玄
酒
を
以
て
し
、
清
酒
・
膊
脯

た

を
具
ふ
。
祝
は
齋
す
る
こ
と
三
日
、
黒
衣
を
衣
て
、
祝
禮
は
春
の
如
し
。
壬
癸
の
日
④
を

き

以
て
、
大
黒
龍
一
を
爲
る
。
長
さ
六
丈
に
し
て
、
中
央
に
居
る
。
又
小
龍
五
を
爲
る
。
各

つ
く

つ
く

、

。

、

。

お
の
長
さ
三
丈
に
し
て

北
方
に
於
い
て
す

皆
北
に
郷
ひ

其
の
間
相
去
る
こ
と
六
尺

む
か

老
者
六
人
、
皆
齋
す
る
こ
と
三
日
、
黒
衣
を
衣
て
之
に
舞
ふ
。
尉
⑤
も
亦
齋
す
る
こ
と
三

き

日
、
黒
衣
を
服
し
て
之
に
立
つ
。
蝦
蟇
の
池
、
皆
春
の
如
し
。
⑥

が

ま

【
注
】

①

「
六
日
」
の
「
六
」
に
つ
い
て

『
校
釋
』
は
『
禮
記
』
月
令
の
孟
冬
の
月
の
「
其
數

、

六
」
の
鄭
注
に
、

水
、
生
數
は
一
、
成
數
は
六
。
但
だ
六
と
言
へ
る
の
み
な
る
は
、
亦
其
の
成
數
を

舉
ぐ
。(

水
生
數
一
、
成
數
六
。
但
言
六
者
、
亦
舉
其
成
數)

本
節
は
「
六
」
と
い
う
数
字
を
基
本
と
す
る
。
五
行
の
数
に
基
づ
き
、
冬
は
、
五
行
で

北
方
で
水
に
属
し
、
水
の
成
数
は
「
六
」
で
あ
る
。

②

「
井
を
祠
る
」
と
あ
る
が

『
禮
記
』
月
令
の
孟
冬
の
月
に
は

「
其
の
祀
は
行
」
と

、

、

あ
り
、
道
路
の
神
を
祀
る
と
あ
る
。

③

玄
冥

に
つ
い
て
凌
曙
は

五
行
記

に

顓
頊
を
玄
冥
と
爲
す

と
あ
り

御

「

」

、『

』

「

」

、『

覽
』
に
引
く
『
漢
舊
儀
』
に
、

五
祀
を
祠
る
は
五
行
を
謂
ふ
。
金
・
木
・
水
・
火
・
土
な
り
。
木
正
に
は
句
芒
と

曰
ひ
、
火
正
に
は
祝
融
と
曰
ひ
、
金
正
に
は
蓐
收
と
曰
ひ
、
水
正
に
は
玄
冥
と
曰

ひ
、
土
正
に
は
后
土
と
曰
ふ
。
皆
古
聖
の
能
く
治
む
る
に
、
五
行
を
成
し
て
功
有

る
者
な
り

（
祠
五
祀
、
謂
五
行
。
金
、
木
、
水
、
火
、
土
也
。
木
正
曰
句
芒
、

。

火
正
曰
祝
融
、
金
正
曰
蓐
收
、
水
正
曰
玄
冥
、
土
正
曰
后
土
。
皆
古
聖
能
治
成
五

行
有
功
者
也
）

と
あ
る
の
を
引
く
。

ま
た

『
禮
記
』
月
令
の
孟
冬
の
月
の
「
其
神
玄
冥
」
の
鄭
注
に
、

、
玄
冥
は
少
皞
氏
の
子
に
し
て
、
脩
と
曰
ひ
、
熈
と
曰
ふ
。
水
官
と
爲
る
。(

玄
冥

少
皞
氏
之
子
、
曰
脩
、
曰
熈
。
爲
水
官)

と
あ
り

『
風
俗
通
』
に
「
玄
冥
は
、
雨
師
な
り
」(

『
藝
文
類
聚
』
二
引
く)

と
あ
る
の

、

を
引
く
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば

「
玄
冥
」
は
水
官
で
あ
り
、
雨
師
で
あ
り
、
求
雨
と
の
関

、

連
も
深
い
と
言
え
よ
う
。

④

「
壬
癸
の
日
」
に
つ
い
て

『
校
釋
』
は
『
禮
記
』
月
令
の
孟
冬
之
月
の
「
其
の
日
は

、

壬
癸
」
の
鄭
注
に
、

壬
の
言
た
る
任
な
り
。
癸
の
言
た
る
揆
な
り
。
日
の
行
、
冬
は
北
の
か
た
黑
道
に

從
ひ
、
萬
物
を
閉
藏
し
、
月
、
之
が
佐
た
り
。
時
に
萬
物
は
下
に
懷
任
し
、
揆
然

こ
れ

と
し
て
萌
牙
す
。
又
因
り
て
以
て
日
の
名
と
爲
す
。(

壬
之
言
任
也
。
癸
之
言
揆

也
。
日
之
行
、
冬
北
從
黑
道
、
閉
藏
萬
物
、
月
爲
之
佐
。
時
萬
物
懷
任
於
下
、
揆

然
萌
牙
。
又
因
以
爲
日
名
焉)

。

「

」

「

」

、「

」

「

（

）
」

と
あ
る

こ
れ
に
よ
れ
ば

壬

は

任(

は
ら
む)

の
意

癸

は

揆

は
か
る

の
意
で
あ
る
と
し
、
万
物
が
下
方
に
懐
妊
し
、
萌
芽
を
準
備
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す

る
と
い
う
。

⑤

「
尉
」
は
軍
事
、
警
察
、
刑
罰
を
司
る

『
漢
書
』
巻
十
九
百
官
公
卿
表
に
「
廷
尉
は

。

秦
官
な
り
」
と
あ
り
、
顔
師
古
注
に
、

應
劭
曰
く
、
獄
を
聽
く
に
必
ず
諸
を
朝
廷
に
質
し
、
衆
と
之
を
共
に
し
、
兵
の
獄

こ
れ

た
だ

も
制
を
同
じ
く
す
。
故
に
廷
尉
と
稱
す
。(

應
劭
曰
、
聽
獄
必
質
諸
朝
廷
、
與
衆

共
之
、
兵
獄
同
制
。
故
稱
廷
尉)

⑥

こ
の
第
五
節
は

「
六
日
間
、
龍
に
対
し
て
舞
う

「
壇
の
大
き
さ
が
方
六
尺

「
繒
六

、

」

」

」「

」「

」「

」「

」

本

黒
い
狗
の
子
六
匹

龍
の
長
さ
六
丈

小
龍
の
間
隔
は
六
尺

老
者
が
六
人

い
ぬ

と
あ
る
よ
う
に
、
水
の
成
数
六
を
基
本
と
し
て
い
る
。

【
現
代
語
訳
】
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、

、

。

（

）

冬
に(

雨
を
求
め
る
場
合)

は

六
日
間

龍
に
対
し
て
舞
う

名
山
に
祈
っ
て

旱
を

助
け
る
。
庶
民
は
井
戸
を
祭
る
。
水
の
流
れ
を
塞
い
で
は
な
ら
ず
、
四
方
に
通
じ
る
壇
を

村
の
北
門
の
外
に
作
る
。
六
尺
四
方
で
、
黒
色
の
布
を
六
本
立
て
る
。
祭
る
神
は
玄
冥
、

祭
る
に
は
黒
い
狗
の
子
六
匹
、
玄
酒
を
用
い
、
清
酒
・
ほ
し
肉
を
供
え
る
。
祝
は
三
日
間

い
ぬ

身
を
清
め
、
黒
色
の
衣
を
着
て
、
祝
の
礼
は
春
の
と
き
の
よ
う
に
行
う
。
壬
・
癸
の
日
を

、

。

、

）

。

用
い
て

大
き
な
黒
色
の
龍
一
体
を
作
る

長
さ
は
六
丈
で

(

県
邑
の

中
央
に
据
え
る

。

、（

）

。

さ
ら
に
小
さ
な
龍
五
体
を
作
る

そ
れ
ぞ
れ
長
さ
三
丈
で

大
き
な
龍
の

北
方
に
置
く

す
べ
て
北
に
向
き
、
そ
の
間
隔
は
六
尺
。
老
者
が
六
人
、
皆
三
日
間
身
を
清
め
、
黒
色
の

衣
を
着
て
そ
こ
で
舞
う
。
尉
も
同
様
に
三
日
間
身
を
清
め
、
黒
色
の
衣
を
着
て
そ
こ
に
立

つ
。
蝦
蟇
の
池
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
春
の
と
き
と
同
様
に
す
る
。

が

ま

六

、

、

、

。

、

四
時
皆
以
水
日

爲
龍
必
取
潔
土

爲
之
結
蓋

龍
成
而
發
之

四
時
皆
以
庚
子
之
日

令
吏
民
夫
婦
皆
偶
處
。
凡
求
雨
之
大
體
、
丈
夫
欲
藏
匿
、
女
子
欲
和
而
樂
。

【
校
記
】

な
し

【
書
き
下
し
文
】

四
時
皆
水
日
①
を
以
て
し
、
龍
を
爲
る
に
は
必
ず
潔
土
を
取
り
、
之
が
爲
に
蓋
を
結
び

つ
く

た
め

②
、
龍
成
り
て
之
を
發
く
。
四
時
皆
庚
子
の
日
③
を
以
て
し
、
吏
民
夫
婦
を
し
て
皆
偶
處

ひ
ら

せ
し
む
。
凡
そ
雨
を
求
む
る
の
大
體
、
丈
夫
は
藏
匿
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
女
子
は
和
し
て

樂
し
ま
ん
と
欲
す
④
。
⑤

【
注
】

①

「
水
日
」
に
つ
い
て
は
第
一
節
注
②
参
照
。
十
干
「
甲
乙
丙
丁
戊
己
庚
辛
」
で
五
行

「

」

「

」

。

、「

」

の

水

に
相
当
す
る

壬
の
日
・
癸
の
日

を
指
す
と
思
わ
れ
る

な
お

四
時
皆

と
あ
る
が
、
本
文
で
は
、
春
と
夏
に
は
「
水
日
」
の
語
が
見
え
る
も
の
の
、
そ
の
他
の

季
節
に
は
「
水
日
」
の
語
は
見
え
な
い
。

②

蘇
輿

『
校
釋
』
は
、
土
龍
の
作
成
と
求
雨
と
の
関
係
を
記
述
し
た
文
を
多
く
引
い
て

、

い
る
。
参
考
に
資
す
る
た
め
主
な
も
の
を
掲
げ
て
お
く
。

『
文
選
』
第
四
十
二
卷
「
應
休
璉
、
廣
川
の
長
岑
文
瑜
に
與
ふ
る
の
書
」
に

「
土
龍

、

ち
ゃ
う
し
ん
ぶ
ん
ゆ

あ
た

は
首
を
玄
寺
に
矯
げ
、
泥
人
は
鶴
の
ご
と
く
闕
里
に
立
つ
」(

土
龍
矯
首
於
玄
寺
、
泥
人

あ

鶴
立
於
闕
里)

と
あ
り
、
そ
の
注
に
引
く
『
淮
南
子
』
説
山
訓
に
、

聖
人
の
物
を
用
ふ
る
や
、
朱
絲
を
用
ひ
て
芻
狗
を
約
す
る
が
若
く
、
土
龍
を
爲
り

ご
と

つ
く

て
以
て
雨
を
求
む
る
が
若
し
。
芻
狗
に
は
之
を
待
ち
て
福
を
求
め
、
土
龍
に
は
之

ご
と

を
待
ち
て
食
を
得

（
聖
人
用
物
、
若
用
朱
絲
約
芻
狗
、
若
爲
土
龍
以
求
雨
。
芻

。

狗
待
之
而
求
福
、
土
龍
待
之
而
得
食)

と
あ
り
、
そ
の
高
誘
注
に
、

、

。

。

土
龍
は
雨
を
致
し

雨
ふ
り
て
穀
を
成
す

故
に
土
龍
の
神
を
待
ち
て
穀
食
を
得

(

土
龍
致
雨
、
雨
而
成
穀
。
故
待
土
龍
之
神
而
得
穀
食)

『
淮
南
子
』
齊
俗
訓
に
「
譬
へ
ば
芻
狗
・
土
龍
の
始
め
て
成
る
が
若
し

（
譬
若
芻
狗

」

た
と

土
龍
之
始
成)

と
あ
り
、
そ
の
許
慎
注
に
、

芻
狗
は
、
芻
を
束
ね
て
狗
と
爲
し
、
以
て
過
ち
を
謝
し
て
福
を
求
め
、
土
龍
は
以

て
雨
を
請
ふ

（
芻
狗
、
束
芻
爲
狗
、
以
謝
過
求
福
、
土
龍
以
請
雨)

。

『
山
海
經
』
卷
九
大
荒
東
經
に
、

大
荒
の
東
北
隅
中
に
、
山
有
り
、
名
づ
け
て
凶
犁
土
丘
と
曰
ふ
。
應
龍
、
南
極
に

處
り
、
蚩
尤
と
夸
父
と
を
殺
し
、
復
た
上
る
を
得
ず
。
故
に
下
、
數
し
ば
旱
す
。

こ

ほ

し
ば

旱
せ
し
と
き
應
龍
の
状
を
爲
す
に
、
乃
ち
大
い
に
雨
ふ
る
を
得
た
り
。(

大
荒
東
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、

、

。

、

、

。

北
隅
中

有
山

名
曰
凶
犁
土
丘

應
龍
處
南
極

殺
蚩
尤
與
夸
父

不
得
復
上

故
下
數
旱
。
旱
而
爲
應
龍
之
状
、
乃
得
大
雨)

『
廣
雅
』
釋
魚
に
「
翼
有
る
を
應
龍
と
曰
ふ
」
と
あ
り
、
そ
の
郭
璞
注
に
、

今
の
土
龍
は
此
に
本
づ
く
。
氣
、
自
然
に
應
じ
て
冥
感
し
、
人
の
能
く
爲
す
所
に

非
ざ
る
な
り
。(

今
之
土
龍
本
此
。
氣
應
自
然
冥
感
、
非
人
所
能
爲
也)

『
論
衡
』
亂
龍
篇
に
、

董
仲
舒
、
春
秋
の
雩
を
申
べ
、
土
龍
を
設
け
て
以
て
雨
を
招
く
。
其
の
意
は
雲
龍

を
以
て
相
致
す
な
り
。
易
に
曰
く
、
雲
は
龍
に
從
ひ
、
風
は
虎
に
從
ふ
、
と
。
類

を
以
て
之
を
求
む
。
故
に
土
龍
を
設
く
。
陰
陽
、
類
に
從
ひ
、
雲
雨
は
自
づ
か
ら

至
る
。(

董
仲
舒
申
春
秋
之
雩
、
設
土
龍
以
招
雨
。
其
意
以
雲
龍
相
致
。
易
曰
、

雲
從
龍
、
風
從
虎
。
以
類
求
之
。
故
設
土
龍
。
陰
陽
從
類
、
雲
雨
自
至)

同
じ
く
『
論
衡
』
亂
龍
篇
に
、

仲
舒
は
覽
見
深
鴻
に
し
て
、
事
を
立
つ
る
に
妄
な
ら
ず
、
土
龍
を
設
く
る
の
象
、

果
し
て
状
有
る
な
り
。(

仲
舒
覽
見
深
鴻
、
立
事
不
妄
、
設
土
龍
之
象
、
果
有
状

也)

『
論
衡
』
死
爲
篇
に
、

董
仲
舒
の
雨
を
請
ふ
の
法
は
、
土
龍
を
設
け
て
以
て
氣
を
感
ぜ
し
む
。
夫
れ
土
龍

は
實
に
非
ざ
れ
ば
、
雨
を
致
す
能
は
ず
。
仲
舒
、
之
を
用
ひ
て
精
誠
を
致
す
は
、

あ
た

物
の
僞
真
を
顧
み
ざ
る
な
り
。(

董
仲
舒
請
雨
之
法
、
設
土
龍
以
感
氣
。
夫
土
龍

非
實
、
不
能
致
雨
。
仲
舒
用
之
致
精
誠
、
不
顧
物
之
僞
真
也)

『
論
衡
』
定
賢
篇
に
、

董
仲
舒
、
土
龍
の
能
く
雲
雨
を
致
す
を
信
ず
。
蓋
し
亦
以
有
る
な
り
。(

董
仲
舒

ゆ
ゑ

信
土
龍
之
能
致
雲
雨
。
蓋
亦
有
以
也)

『
論
衡
』
亂
龍
篇
の
注
に
、

案
書
篇
に
云
ふ
、
孔
子
の
終
論
は
仲
舒
の
言
に
定
ま
る
。
其
の
雩
を
脩
め
龍
を
治

む
る
は
、
必
ず
將
に
義
有
ら
ん
と
す
。
未
だ
怪
し
む
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。(

案
書

篇
云
、
孔
子
終
論
、
定
於
仲
舒
之
言
。
其
脩
雩
治
龍
、
必
將
有
義
。
未
可
怪
也)

『
白
孔
六
帖
』
二

『
初
學
記
』
二
に
引
く
『
淮
南
子
』
説
山
訓
「
土
龍
、
雨
を
致
す
」

、

の
許
愼
注
に
、

湯
、
旱
に
遭
ひ
、
土
龍
を
作
り
て
以
て
龍
を

象

る
。
雲
は
龍
に
從
ふ
。
故
に
雨

か
た
ど

を
致
す
な
り
。(

湯
遭
旱
、
作
土
龍
以
象
龍
。
雲
從
龍
。
故
致
雨
也)

と
あ
る
な
ど
で
あ
る
。

③

「
庚
子
の
日
」
に
つ
い
て
、
董
天
工
（

校
釋
』
引
）
は

「
庚
」
は
「
金

「
子
」

『

、

」
、

は
「
水
」
で
あ
り

「
金
は
水
を
生
ず
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
四
時
の
求
雨
の
日
に
は
、

、

「
庚
子
の
日
」
を
用
い
た
と
い
う
。

④

凌
曙
は

『
樂
稽
耀
嘉
』
に
、

、

凡
そ
雨
を
求
む
る
に
、
男
女
和
し
て
樂
し
ま
ん
と
欲
す

（
凡
求
雨
、
男
女
欲
和

」

而
樂)

、

。

、

と
あ
る
の
を
引
く
が

こ
れ
は
本
篇
と
は
内
容
的
に
異
な
る

男
は
身
を
隠
そ
う
と
し

(

閉
陽)

、
女
は
和
ら
ぎ
楽
し
も
う
と
す
る(

開
陰)

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
漢

書
』
董
仲
舒
伝
に
「
雨
を
求
む
る
に
、
諸
陽
を
閉
ぢ
、
諸
陰
を

縱

に
す
」
と
あ
る
の

ほ
し
い
ま
ま

と
一
致
す
る
と
言
え
よ
う
。

⑤

盧
文
弨
は
、
こ
の
下
に
、
も
と
「
神
農
書
又
曰
、
開
神
山
神
淵
、
積
薪
、
夜
撃
鼓
、

譟
而
燔
之

爲
其
旱
也

の
二
十
三
字
が
有
る
と
い
う

校
釋

は

神
農
書

は

繁

、

」

。『

』

『

』

『

露
』
と
は
別
の
書
物
で
あ
る
と
す
る
。

【
現
代
語
訳
】

春
夏
秋
冬
い
ず
れ
も
水
の
日
を
用
い(

て
雨
を
求
め)

、
龍
を
作
る
に
は
必
ず
清
ら
か
な

土
を
取
り
、
龍
を
作
る
た
め
に
覆
い
を
設
け
、
龍
が
完
成
す
る
と
覆
い
を
は
ず
す
。
春
夏

秋
冬
い
ず
れ
も
庚
・
子
の
日
を
用
い
て
、
役
人
も
庶
民
も
ど
ち
ら
も
夫
婦
い
っ
し
ょ
に
い

さ
せ

る
。
凡
そ
雨
を
求
め
る
骨
子
は
、
男
は
身
を
隠
そ
う
と
す
る
が
、
女
は
和
ら
ぎ
楽
し
も
う

と
す
る(

こ
と
で
あ
る)

。
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止
雨
第
七
十
五

本
篇
は
、
雨
が
多
す
ぎ
る
場
合
に
雨
を
止
め
さ
せ
る
具
体
的
な
方
法
に
つ
い
て
述
べ
て

お
り

「
求
雨
第
七
十
四
」
と
一
対
の
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

「
求
雨

、

、

篇
」
が
季
節
ご
と
に
具
体
的
方
法
を
記
述
し
、
そ
の
内
容
も
季
節
ご
と
に
異
な
っ
て
い
る

の
に
対
し
、
こ
の
「
止
雨
篇
」
で
は

「
そ
の
季
節
の
衣
を
着
る
」
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に

、

は
季
節
ご
と
の
異
な
り
は
読
み
取
れ
な
い
。

、

。

「

」

第
一
節
で
は

雨
を
止
ま
せ
る
方
法
が
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
る

そ
の
骨
子
は

求
雨

と
は
逆
で
、
本
文
中
の
「
陽
を
開
き
て
陰
を
閉
づ
」
が
示
す
よ
う
に
「
陽
」
の
活
動
を
活

発
に
し

「
陰
」
の
活
動
を
抑
制
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
「
女
は
身
を
隠
そ
う
と

、

す
る(

閉
陰)

が
、
男
は
和
ら
ぎ
楽
し
も
う
と
す
る(
開
陽)

」
と
い
う
男
女
の
具
体
的
な
あ

り
よ
う
に
繋
が
っ
て
い
る

『
漢
書
』
董
仲
舒
伝
に
「
雨
を
求
む
る
に
、
諸
陽
を
閉
ぢ
、
諸

。

陰
を

縱

に
す
。
其
の
雨
を
止
む
る
と
き
は
是
に
反
す
」
と
あ
る
の
と
一
致
す
る
。

ほ
し
い
ま
ま

第
二
節
で
も
主
旨
は
第
一
節
と
同
じ
で
、
雨
を
止
ま
せ
る
方
法
は
「
陰
を
廢
し
て
陽
を

起
こ
す
」
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
節
は
「
江
都
の
相
仲
舒
、
内
史
中
尉
に
告
ぐ
」
と
い
う
と

こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
董
仲
舒
自
体
が
文
中
に
登
場
す
る
こ
と
は
、
別
の
意
味
で
興

味
深
い
こ
と
と
言
え
よ
う
。

一
雨
太
多
。
令
縣
邑
以
土
日
塞
水
瀆
、
絶
道
蓋
井
、
禁
婦
人
不
得
行
入
市
。
令
縣
郷
里
皆

掃
社
下
。(

縣
邑
若
丞
合)

〔
縣
邑
令
若
丞
〕
①
史
嗇
夫
三
人
以
上
、
祝
一
人
。
郷
嗇
夫
若

吏
三
人
以
上
、
祝
一
人
。
里
正
父
老
三
人
以
上
、
祝
一
人
。
皆
齋
三
日
、
各
衣
時
衣
。
具

、

、

。

。

、

。

、

、

豚
一

黍
鹽
美
酒
財
足

祭
社

撃
鼓
三
日
而
祝

先
再
拜

乃
跪
陳

陳
已

復
再
拜

乃
起
。
祝
曰
、
嗟
、
天
生
五
穀
以
養
人
。
今
淫
雨
太
多
、
五
穀
不
和
。
敬
進
肥
牲
清
酒
、

以
請
社
靈

幸
爲
止
雨

除
民
所
苦

無
使
陰
滅
陽

陰
滅
陽

不
順
於
天

天
之(

常
意)

。

、

、

。

、

。

〔
意
常
〕
②
在
於
利
人
。
人
願
止
雨
。
敢
告
於
社
。
鼓
而
無
歌
。
至
罷
乃
止
。

凡
止
雨
之
大
體
、
女
子
欲
其
藏
而
匿
也
、
丈
夫
欲
其
和
而
樂
也
。
開
陽
而
閉
陰
、
闔
水

而
開
火
。
以
朱
絲
縈
社
十
周
。
衣
赤
衣
赤
幘
。
三
日
罷
。

【
校
記
】

「

」

「

」

、

、

」

「

」

①

合

宋
本
に
従
っ
て

令

に
改
め

か
つ
陶
鴻
慶
に
従
い

｢

令

を

縣
邑

の
下
に
置
く

陶
鴻
慶
の
示
す
根
拠
は
以
下
の
通
り

史
記

商
君
列
伝
に

小

都)

。

。『

』

「

（

郷
邑
聚
を
集
め
て
縣
と
爲
し

令
・
丞
を
置
く

史
記

項
羽
本
紀
に

陳
嬰
は

故

、

」、『

』

「

、
も
と

東
陽
の
令
史
な
り
」
と
あ
り
、
ま
た
晋
灼
が
引
く
『
漢
儀
』
注
に
「
令
吏
曰
令
史
、
丞

吏
曰
丞
史
」
と
あ
り

「
丞

「
史
」
が
い
ず
れ
も
県
令
の
属
吏
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で

、

」

は
「
丞
令
史
」
と
表
現
す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
。
さ
ら
に
第
二
節
の
「
書
到
即
起
、

縣
社
令
長
若
丞
・
尉
・
官
長
」
と
、
こ
こ
の
「
縣
邑
令
若
丞
・
史
・
嗇
夫
三
人
以
上
、

」「

、

。

、

」

祝
一
人

郷
嗇
夫
・
若
吏
三
人
以
上

祝
一
人

里
正
・
父
老
三
人
以
上

祝
一
人

と
は
文
の
作
り
も
同
一
と
な
る
と
い
う
。
今
、
是
に
従
う

②

「
常
意
」

蘇
輿
に
従
い

「
意
常
」
の
誤
倒
と
す
る
。
本
篇
二
節
に
も
同
様
の
文
が

、

あ
り
、
そ
こ
で
は
「
意
常
」
と
な
っ
て
い
る
。

【
書
き
下
し
文
】

止
雨
第
七
十
五
①

。

、

、

雨

太

だ
多
し

縣
邑
を
し
て
土
の
日
②
を
以
て
水
瀆
③
を
塞
ぎ

道
を
絶
ち
井
を
蓋
ひ

は
な
は

ふ
さ

お
ほ

婦
人
を
禁
じ
て
行
き
て
市
に
入
る
を
得
ざ
ら
し
む
。
縣
郷
里
を
し
て
皆
社
の
下
を
掃
は
し

は
ら

む
。
縣
邑
の
令
、
若
び
丞
④
・
史
⑤
・
嗇
夫
三
人
以
上
に
、
祝
一
人
⑥
。
郷
の
嗇
夫
、
若

お
よ

し
ょ
く
ふ

お
よ

び
吏
三
人
以
上
に
、
祝
一
人
。
里
正
・
父
老
三
人
以
上
に
、
祝
一
人
。
皆
齋
す
る
こ
と
三

、

。

、

、

日

各
お
の
時
衣
⑦
を
衣
る

豚
一
を
具
へ
⑧

黍
・
鹽
・
美
酒
は
財
か
⑨
に
し
て
足
り

き

そ
な

わ
づ
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社
を
祭
る
。
鼓
を
撃
つ
こ
と
三
日
に
し
て
祝
す
。
先
づ
再
拜
し
、
乃
ち

跪

き
て
陳
ぶ
。

ひ
ざ
ま
づ

の

陳
ぶ
る
こ
と
已
み
て
、
復
た
再
拜
し
、
乃
ち
起
つ
。
祝
曰
は
く

「
嗟
、
天
は
五
穀
を
生
し

、

や

た

あ
あ

な

て
以
て
人
を
養
ふ
。
今
淫
雨

太

だ
多
く
、
五
穀
和
せ
ず
。

敬

ん
で
肥
牲
・
清
酒
を
進
め

は
な
は

つ
つ
し

て
、
以
て
社
靈
に
請
ふ
。

幸

く
は
雨
を
止
む
る
を
爲
し
、
民
の
苦
し
む
所
を
除
き
、
陰
を

ね
が
は

し
て
陽
を
滅
ぼ
さ
し
む
る
こ
と
無
か
れ
。
陰
の
陽
を
滅
ぼ
す
は
、
天
に
順
な
ら
ず
。
天
の

意
は
常
に
、
人
を
利
す
る
に
在
り
。
人
、
雨
を
止
む
る
を
願
ふ
。
敢
へ
て
社
に
告
ぐ
」
⑩

と
。
鼓
す
る
も
歌
ふ
こ
と
無
し
⑪
。
罷
む
に
至
り
て
乃
ち
止
む
。

や

凡
そ
雨
を
止
む
る
の
大
體
は
、
女
子
は
、
其
の
藏
し
て
匿
さ
ん
と
欲
す
る
も
、
丈
夫
は

其
の
和
し
て
樂
し
ま
ん
こ
と
を
欲
す
る
な
り
⑫
。
陽
を
開
き
て
陰
を
閉
ぢ
、
水
を
闔
ぢ
て

と

火
を
開
く
⑬
。
朱
絲
を
以
て
社
を
縈
ら
す
こ
と
十
周
⑭
。
赤
衣
赤
幘
を
衣
る
⑮
。
三
日
に

め
ぐ

き

し
て
罷
む
。

【
注
】

①

「
止
雨
」
に
つ
い
て
は
『
漢
書
』
董
仲
舒
伝
に
、

仲
舒
の
國
を
治
む
る
や
、
春
秋
の
災
異
の
變
を
以
て
陰
陽
の
錯
行
す
る
所
以
を
推

ゆ

ゑ

ん

す
。
故
に
雨
を
求
む
る
に
、
諸
陽
を
閉
ぢ
、
諸
陰
を

縱

に
す
。
其
の
雨
を
止

ほ
し
い
ま
ま

む
る
と
き
は
是
に
反
す
。(

仲
舒
治
國
、
以
春
秋
災
異
之
變
推
陰
陽
所
以
錯
行
。

故
求
雨
、
閉
諸
陽
、
縱
諸
陰
。
其
止
雨
反
是)

と
あ
り
、
雨
を
求
め
る
方
法
と
は
逆
の
方
法
を
用
い
る
と
い
う

「
董
仲
舒
伝
」
の
表
現

。

を
借
り
れ
ば
「
諸
陰
を
閉
ぢ
、
諸
陽
を

縱

に
す
」
る
こ
と
。
本
文
中
に
は
「
陽
を
開

ほ
し
い
ま
ま

き
て
陰
を
閉
づ
」
と
あ
る
。

『
校
釋
』
は
『
西
京
雜
記
』
巻
一
に
、

京
師
に
大
水
あ
る
と
き
は
、
山
川
を
祭
り
て
以
て
雨
を
止
む
。
丞
相
御
史
二
千
石

は
禱
祠
す
。
雨
を
求
む
る
の
灋
の
如
し
。(

京
師
大
水
、
祭
山
川
以
止
雨
。
丞
相
御

は
ふ

史
二
千
石
禱
祠
。
如
求
雨
灋)

と
あ
る
の
を
引
く
。

②

「
土
の
日
」
に
つ
い
て
は
、
本
訳
注
稿
「
求
雨
第
七
十
四
」
第
一
節
の
注
②
で
も
述

べ
た
が

「
土
」
は
五
行
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
「
土
の
日
」
と
は
、
十
干
「
甲
乙

、

丙
丁
戊
己
庚
辛
壬
癸
」
で
「
土
」
に
相
当
す
る
「
戊
の
日
・
己
の
日
」
を
指
す
と
思
わ

れ
る
。

③

「
水
瀆
」
は
水
の
流
れ
る
溝

『
説
文
』
に
、

。

。

、

。

、

。

、

瀆
は
溝
な
り

水
に

从
ひ


の
聲

一
に
曰
く

邑
中
に
は
溝
と
曰
ふ

(

瀆

し
た
が

と
く

溝
也
。
从
水

聲
。
一
曰
邑
中
曰
溝)

と
あ
る
。

④

「
丞
」
は
、
県
令
の
属
官
で
そ
の
補
佐
役
と
す
る

『
漢
書
』
卷
十
九
上
百
官
公
卿

。
。

表
第
七
上
に
、

縣
令
・
長
は
皆
秦
の
官
な
り
。
其
の
縣
を
治
む
る
を

掌

る
。
萬
戸
以
上
に
は

つ
か
さ
ど
る

令
と
爲
し
、
秩
は
千
石
よ
り
六
百
石
に
至
る
。
皆
、
丞
・
尉
有
り
。
秩
は
四
百
石

。

。（

、

。

。

よ
り
二
百
石
に
至
る

是
を
長
吏
と
爲
す

縣
令
・
長

皆
秦
官

掌
治
其
縣

萬
戸
以
上
爲
令
、
秩
千
石
至
六
百
石
。
皆
有
丞
尉
。
秩
四
百
石
至
二
百
石
。
是
爲

長
吏)

と
あ
る
。

⑤

「
令
史
」
は
、
県
令
の
属
吏
で
文
書
全
般
を
司
る
。
陶
鴻
慶
は

『
史
記
』
項
羽
本
紀

、

に

陳
嬰
は

故
東
陽
の
令
史
な
り

と
あ
り

ま
た
晋
灼
が
引
く

漢
儀

注
に

令

「

、

」

、

『

』

「

も
と

吏
曰
令
史
、
丞
吏
曰
丞
史
」
と
あ
る
の
を
引
き
、
県
令
の
属
官
と
す
る
。

⑥

「
祝
」
は
、
祈
り
の
言
葉
を
告
げ
る
者
。
本
訳
注
稿
「
求
雨
第
七
十
四
」
第
一
節
の

注
⑩
参
照
。
凌
曙
は

『
群
經
音
辨
』
に
「
祝
は
、
祭
主
に
し
て
、
辭
を
贊
ぐ
る
者
な

、

つ

」

。

、「

」

「

、

、

、

」

り

と
あ
る
の
を
引
く

た
だ

祝
一
人

を

令

丞

令
史

嗇
夫
三
人
以
上

し
ょ
く
ふ

の
中
か
ら
選
び
出
す
の
か
ど
う
か
は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
一
応
「
県
邑
の
令
、
お
よ

び
丞
・
史
・
嗇
夫
三
人
以
上
で
、
祝
一
人
」
と
あ
い
ま
い
な
訳
を
し
た
が

『
校
釋
』

、

し
ょ
く
ふ

は
「
丞
、
令
史
、
嗇
夫
三
人
以
上
」
の
中
か
ら
一
人
を
選
ん
で
「
祭
祝
」
と
す
る
と
い

し
ょ
く
ふ

う
。
下
文
の
「
郷
嗇
夫
・
若
吏
三
人
以
上
、
祝
一
人

「
里
正
・
父
老
三
人
以
上
、
祝

」

一
人
」
も
同
様
で
あ
る
。
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⑦

「
時
衣
」
と
は
、
季
節
ご
と
に
着
る
衣
の
こ
と
。
凌
曙
は
「
春
は
蒼
、
夏
は
赤
、
秋

は
黄
、
冬
は
黒
な
り
」
と
い
う
。
本
篇
で
は
、
唯
一
、
季
節
ご
と
の
違
い
が
読
み
取
れ

る
箇
所
で
あ
る
。

⑧

「
豚
」
は
、
ぶ
た
。
凌
曙
は
『
方
言
』
に
「
豚
は
、

豬

の
子
な
り
」
と
あ
る
の
を

い
の
し
し

引
く
。

⑨

「
財
」
は
、
わ
ず
か
の
意

『
校
釋
』
は
「
財
」
は
「
才
」
に
通
ず
と
い
う
。

。

⑩

祝
の
祈
り
の
言
葉
に
つ
い
て
、
蘇
輿
は
「
求
雨
」
の
と
き
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
と
い

う

ま
た
蘇
輿
は

繁
露

郊
祀
第
六
十
九
に
所
謂
る

人
心

天

尤
む
る
無
き
を

庶

。

『

』

「

、

、

い

わ

ゆ

と
が

こ
ひ
ね
が

ふ
を
以
て
な
り
」(

以
人
心
庶
天
無
尤
焉)

(

拙
著
「

春
秋
繁
露
』
訳
注
稿

郊
祀
・
順

『

命
・
郊
事
對
・
執
贄
・
山
川
頌
篇
」
高
松
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
紀
要
紀
要

号
参

42

照
）
の
こ
と
だ
と
い
う
。
郊
祀
篇
で
は
、
天
子
は
自
分
の
た
め
に
祈
ら
ず
に
、
万
物
の

生
長
の
た
め
に
祈
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
天
か
ら
の
と
が
め
が
な
い
こ
と
を
期
待
し
て

の
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
の
祝
の
言
葉
も
、
そ
の
精
神
は
郊
祀
篇
の

天
子
の
言
葉
と
共
通
し
て
い
る
と
言
え
る
。

⑪

「
歌
」
に
つ
い
て

『
校
釋
』
は
『
釋
名
』
釋
樂
器
に
、

、

人
の
聲
を
歌
と
曰
ふ
。
歌
は
柯
な
り
。
歌
ふ
所
の
言
は
是
れ
其
の
質
な
り
。
聲
を

え
だ

、

。

。

以
て
吟
詠
す
る
に
上
下
有
る
は

草
木
の
柯
葉
有
る
が
如
き
な
り

(

人
聲
曰
歌

歌
、
柯
也
。
所
歌
之
言
是
其
質
也
。
以
聲
吟
詠
有
上
下
、
如
草
木
之
有
柯
葉
也)

と
あ
る
の
を
引
く
。

⑫

こ
こ
は
、
本
訳
注
稿
「
求
雨
第
七
十
四
」
第
六
節
の
「
凡
そ
雨
を
求
む
る
大
體
、
丈

夫
は
藏
匿
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
女
子
は
和
し
て
樂
し
ま
ん
と
欲
す
」
と
内
容
的
に
は
逆

に
な
る
。

⑬

「
闔
」
は
、
閉
じ
る
の
意

『
説
文
』
で
は
「
門
の
扉
」
と
す
る
。

。

凌
曙
は
『
漢
書
』
董
仲
舒
伝
（
本
節
注
①
に
引
用
）
の
顔
師
古
注
に
、

謂
へ
ら
く
、
南
門
を
閉
ざ
し
、
火
を
舉
ぐ
る
を
禁
ず
、
及
び
北
門
を
開
く
、
水
、

人
を
灑
ぐ
の
類
の
若
き
、
是
な
り
。(

謂
若
閉
南
門
、
禁
舉
火
、
及
開
北
門
、
水

そ
そ

こ
れ

灑
人
之
類
、
是
也)

と
あ
る
の
を
引
く
。

⑭

「
朱
絲
を
以
て
社
を
縈
ら
す
こ
と
十
周
」
に
つ
い
て
、
蘇
輿
は

『
通
典
』
卷
四
十
三

、

め
ぐ

に
、

成
帝
の
五
年
六
月

始
め
て
諸
官
に
命
じ
て
雨
を
止
ま
し
む

朱
繩
は
乃
ち
社
に
縈

、

。

め
ぐ

ら
せ
、
鼓
を
擊
ち
て
之
を
攻
む
。(

成
帝
五
年
六
月
、
始
命
諸
官
止
雨
。
朱
繩
乃

縈
社
、
擊
鼓
攻
之)

と
あ
り
、
そ
の
注
に

干
寶
曰
く
、
朱
絲
、
社
に
縈
ら
す
。
社
は
太
陰
な
り
。
朱
は
火
色
な
り
。
絲
は
離

る
る
を
屬
く
。
天
子
は
鼓
を
社
に
伐
ち
て
、
群
陰
を
責
む
る
な
り
。
諸
侯
は
幣
を

つ

社
に
用
ひ
て
、
上
公
に
請
ふ
な
り
。
鼓
を
朝
に
伐
つ
は
、
退
き
て
自
ら
責
む
る
な

り
。
此
れ
聖
人
厭

勝
す
る
の
術
な
り
、
と
。(

干
寶
曰
、
朱
絲
縈
社
。
社
、
太
陰

え
ふ
し
ょ
う

也
。
朱
、
火
色
也
。
絲
屬
離
。
天
子
伐
鼓
於
社
、
責
群
陰
也
。
諸
侯
用
幣
於
社
、

請
上
公
也
。
伐
鼓
於
朝
、
退
自
責
也
。
此
聖
人
厭
勝
之
術)

。

「

（

」

、「

」

と
あ
る
の
を
引
く

こ
れ
に
よ
れ
ば

朱
絲

赤
い
糸)

を
社
に
巡
ら
す
の
は

朱

は
「
火
の
色
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
群
陰
」
を
責
め
る
た
め
で
あ
る
と
い

う
。ま

た
『
御
覽
』
五
百
二
十
六
に
引
く
『
漢
舊
儀
』
に
、

(
(

五
儀)

元
年
、
儒
術
、
董
仲
舒
の
雨
を
請
ふ
の
事
を
施
行
せ
ん
こ
と
を
奏
し
、

始
め
て
丞
相
以
下
に
令
し
て
雨
雪
を
求
め
し
む
。
城
南
を
曝
し
、
童
女
を
舞
は
し

め
、
天
神
五
帝
に
禱
る

〔
成
帝
〕
五
年
、
始
め
て
諸
官
に
令
し
て
雨
を
止
ま
し

。

む
。
朱
繩
は
社
に
縈
ら
せ
、
鼓
を
擊
ち
て
之
を
助
く
と

（
五
儀)

元
年
、
儒
術
奏

。

施
行
董
仲
舒
請
雨
事
、
始
令
丞
相
以
下
求
雨
雪
。
曝
城
南
、
舞
童
女
、
禱
天
神
五

帝

〔
成
帝
〕
五
年
、
始
令
諸
官
止
雨
。
朱
繩
縈
社
、
擊
鼓
助
之)

。

と
あ
る
の
を
引
き
、
董
仲
舒
が
始
め
て
「
求
雨

「
止
雨
」
を
実
行
し
た
時
の
こ
と
を
示

」

す
。

⑮

「
赤
幘
」
に
つ
い
て
、
劉
師
培
は
『
宋
書
』
禮
志
二
に
載
せ
る
徐
道
娯
表
に
、

董
仲
舒
『
止
雨
書
』
に
曰
く
、
其
れ
事
を
執
る
に
皆
赤
幘
す
。(

董
仲
舒
止
雨
書
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曰
、
其
執
事
皆
赤
幘)

と
あ
る
の
を
引
き
、
冠
を
し
な
い
服
装
で
あ
る
こ
と
を
知
る
と
い
う
。

ま
た
『
校
釋
』
は

『
御
覽
』
六
八
七
に
、

、

董
仲
舒
『
止
雨
書
』
に
曰
く
、
事
執
る
者
は
赤
幘
す
。(

董
仲
舒
止
雨
書
曰
、
執
事

者
赤
幘)

と
あ
る
の
を
引
く
。

【
現
代
語
訳
】

雨
が
甚
だ
し
く
多
い
と
き
。
県
邑
に
土
の
日
に
水
路
を
塞
ぎ
、
道
を
遮
断
し
井
戸
を
覆

ふ
さ

い
、
婦
人
に
は
行
っ
て
市
場
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
禁
じ
る
。
県
郷
里
に
は
皆

社
の
下
を
掃
除
さ
せ
る
。
県
邑
の
令
、
お
よ
び
丞
・
史
・
嗇
夫
三
人
以
上
で
、
祝
一
人
。

し
ょ
く
ふ

郷
の
嗇
夫
、
お
よ
び
吏
三
人
以
上
で
、
祝
一
人
。
里
正
・
父
老
三
人
以
上
で
、
祝
一
人
と

す
る
。
皆
、
三
日
間
身
を
清
め
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
季
節
の
衣
を
着
る
。
豚
一
頭
を
供
え
、

黍
・
塩
・
美
酒
は
わ
ず
か
で
足
り
、
社
を
祭
る
。
三
日
間
つ
づ
み
を
た
た
い
て
祈
る
。
先

ず
再
拝
し
、
そ
う
し
て

跪

い
て
述
べ
る
。
述
べ
終
わ
る
と
、
再
び
再
拝
し
、
そ
う
し
て

ひ
ざ
ま
づ

立
ち
上
が
る
。
祝
が
言
う

「
あ
あ
、
大
い
な
る
天
は
、
五
穀
を
生
み
な
し
て
人
を
養
っ
て

、

く
だ
さ
る
。
今
、
雨
が
甚
だ
し
く
降
り
続
き
、
五
穀
が
調
和
し
ま
せ
ん
。
謹
ん
で
肥
牲
・

清
酒
を
お
進
め
し
て
、
社
の
神
に
お
願
い
し
ま
す
。
願
わ
く
ば
雨
を
止
め
、
民
の
苦
し
む

と
ど

こ
と
を
取
り
除
き
、
ど
う
か
陰
に
陽
を
滅
ぼ
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
よ
う
に
。
陰
が

陽
を
滅
ぼ
す
の
は
、
天
の
意
に
か
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
天
の
意
は
常
に
、
人
を
豊
か
に
す

る
こ
と
に
あ
る
の
で
す
。
人
々
は
、
雨
が
止
む
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。
敢
え
て
社
に
申

し
上
げ
ま
す
」
と
。
つ
づ
み
を
た
た
く
が
歌
う
こ
と
は
し
な
い
。
雨
が
や
む
と
、
そ
こ
で

や
め
る
。

凡
そ
雨
を
求
め
る
骨
子
は
、
女
は
身
を
隠
そ
う
と
す
る
が
、
男
は
和
ら
ぎ
楽
し
も
う
と

す
る(

こ
と
で
あ
る)

。
陽
を
開
い
て
陰
を
閉
じ
、
水
を
閉
じ
て
火
を
開
く
。
赤
い
糸
で
社

を
十
周
巡
ら
せ
る
。
赤
色
の
衣
・
赤
色
の
頭
巾
を
身
に
つ
け
る
。
三
日
間
で
止
め
る
。

二
二
十
一
年
八
月
甲
申
、
朔
。
丙
午
、
江
都
相
仲
舒
告
内
史
中
尉
。
陰
雨
太
久
、
恐
傷
五

穀
。
趣
止
雨
。
止
雨
之
禮
、
廢
陰
起
陽
。
書
十
七
縣
八
十(

離)

①
郷
、
及
都
官
吏
千
石
以

下
、
夫
婦
在
官
者
、
咸
遣
婦
歸
。
女
子
不
得
至
市
、
市
無
詣
井
、
蓋
之
勿
令
泄
。
鼓
用
牲

。

、

、

、

、

。

、

、

于
社

祝
之
曰

雨
以
太
多

五
穀
不
和

敬
進
肥
牲

以
請
社
靈

社
靈

幸
爲
止
雨

、

。

、

。

。〔

〕

。

除
民
所
苦

無
使
陰
滅
陽

陰
滅
陽

不
順
於
天

天
意
常
在
於
利
民

民

②
願
止
雨

敢
告
、
鼓
用
牲
於
社
、
皆
壹
以
辛
亥
之
日
。
書
到
即
起
、
縣
社
令
長
、
若
丞
尉
官
長
、
各

城
邑
社
嗇
夫
里
吏
正
里
人
皆
出
、
至
於
社
下
、
餔
而
罷
。
三
日
而
止
。
未
至
三
日
、
天
暒

亦
止
。

【
校
記
】

①

「
離
」

蘇
輿
、
及
び
冒
廣
生(

『
校
釋
』
引)

に
従
っ
て
衍
字
と
し
て
削
除
す
る
。

②

「
民
」

陶
鴻
慶
に
従
い

「
民
」
字
を
補
う
。

、

【
書
き
下
し
文
】

二
十
一
年
①
八
月
甲
申
、
朔
。
丙
午
、
江
都
の
相
仲
舒
、
内
史
・
中
尉
②
に
告
ぐ
。
陰

雨

太

だ
久
し
く
し
て
、
五
穀
を
傷
つ
け
ん
こ
と
を
恐
る
。
趣
や
か
に
雨
を
止
め
よ
。
雨
を

は
な
は

す
み

と
ど

止
む
る
の
禮
は
、
陰
を
廢
し
て
陽
を
起
こ
す
③
。
十
七
縣
、
八
十
郷
、
及
び
都
の
官
吏
千

石
以
下
に
書
し
て
、
夫
婦
の
官
に
在
る
者
は
、
咸
婦
を
し
て
歸
ら
し
む
。
女
子
は
市
に
至

み
な

る
を
得
ず
④
、
市
に
て
井
に
詣
る
無
く
、
之
に
蓋
し
て
泄
れ
し
む
る
勿
か
れ
。
鼓
し
て
牲

い
た

も

を
社
に
用
ふ
。
之
に
祝
し
て
曰
は
く

「
雨
は
以
に
太

だ
多
く
、
五
穀
和
せ
ず
、
敬

ん
で

、

す
で

は
な
は

つ
つ
し

肥
牲
を
進
め
、
以
て
社
靈
に
請
ふ
。
社
靈
、
幸

く
は
雨
を
止
む
る
を
爲
し
、
民
の
苦
し
む

ね
が
は

所
を
除
き
、
陰
を
し
て
陽
を
滅
ぼ
さ
し
む
る
こ
と
無
か
れ
。
陰
の
陽
を
滅
ぼ
す
は
、
天
に
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順
な
ら
ず
。
天
意
は
常
に
民
を
利
す
る
に
在
り
。
民
、
雨
を
止
む
る
を
願
ふ
。
敢
へ
て
告

ぐ
」
と
。
鼓
し
て
牲
を
社
に
用
ふ
る
は
、
皆
壹

ら
辛
亥
の
日
⑤
を
以
て
す
。
書
到
れ
ば
即

も
っ
ぱ

ち
起
ち
、
縣
社
の
令
・
長
⑥
、
若
び
丞
・
尉
⑦
、
官
長
、
各
お
の
城
邑
の
社
の
嗇
夫
⑧
、

お
よ

お
の

里
の
吏
正
・
里
人
皆
出
で
て
、
社
の
下
に
至
り
、
餔
し
て
⑨
罷
む
。
三
日
に
し
て
止
む
。

未
だ
三
日
に
至
ら
ず
し
て
、
天
暒
る
れ
ば
亦
止
む
。
⑩

は

や

【
注
】

①

「
二
十
一
年
」
に
つ
い
て
、
蘇
輿
は
武
帝
の
二
十
一
年
で
元
狩
四
年
と
し
、
こ
の
時

董
仲
舒
は
職
を
免
ぜ
ら
れ
て
家
居
し
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
劉
師
培
は
江
都
易
王

の
二
十
一
年
と
し

『
校
釋
』
も
劉
説
を
是
と
す
る
。

、

②

『
校
釋
』
は
「
内
史
」
の
用
例
と
し
て
『
漢
書
』
循
吏
伝
に
、

惟
だ
江
都
の
相
董
仲
舒
・
内
史
公
孫
弘
・
兒
寬
、
官
に
居
る
の
紀
す
べ
き
な
り
。

げ
い
か
ん

し
る

(

惟
江
都
相
董
仲
舒
、
内
史
公
孫
弘
、
兒
寬
、
居
官
可
紀)

と
あ
る
の
を
引
く
。
凌
曙
は
『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
に
、

内
史
は
周
の
官
な
り
。
秦
之
に
因
る
。
京
師
を
治
む
る
を

掌

る
。
中
尉
は
秦
の

こ
れ

つ
か
さ
ど

。

。

、

。

官
な
り

京
師
を
徼

巡
す
る
を
掌
る

武
帝
太
初
元
年

名
を
執
金
吾
に

更
む

け
う
じ
ゅ
ん

あ
ら
た

(

内
史
、
周
官
。
秦
因
之
。
掌
治
京
師
。
中
尉
、
秦
官
。
掌
徼
巡
京
師
。
武
帝
太

初
元
年
、
更
名
執
金
吾)

と
あ
る
の
を
引
く
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
「
内
史
」
は
都
の
政
治
を
職
掌
と
し

「
中
尉
」
は

、

都
の
警
護
を
職
掌
と
す
る
。

「

」

、「

」

「

」

③

陰
を
廢
し
て
陽
を
起
こ
す

に
対
応
す
る
語
と
し
て

求
雨
第
七
十
四

に
は

夏

の
箇
所
に
「
陰
を
開
き
陽
を
閉
づ
」
と
あ
る
。

④

女
子
は
市
に
至
る
を
得
ず

に
対
応
す
る
語
と
し
て

求
雨
第
七
十
四

に
は

季

「

」

、「

」

「

」

「

」

夏

の
箇
所
に

五
日
は
男
子
を
禁
じ
て
行
き
て
市
に
入
る
を
得
る
こ
と
無
か
ら
し
む

と
あ
る
。

⑤

「
辛
亥
の
日
」
に
つ
い
て
、
董
天
工(

『
校
釋
』
引)

は
「
社
は
陰
な
り
。
鼓
は
陽
な

り
。
鼓
し
て
牲
を
社
に
用
ふ
る
は
、
陰
中
の
陽
を
起
こ
す
所
以
な
り
。
故
に
辛
亥
の
日

ゆ

ゑ

ん

を
以
て
す
る
な
り
」
と
い
う
が

「
辛
亥
の
日
」
で
あ
る
こ
と
の
理
由
は
よ
く
わ
か
ら
な

、

い
。

⑥

「
令
・
長
」
は
県
の
長
官
の
こ
と
。
凌
曙
は

『
漢
書
』
卷
十
九
上
百
官
公
卿
表
第
七

、

上
に
、縣

令
・
長
は
皆
秦
の
官
な
り
。
其
の
縣
を
治
む
る
を

掌

る
。
萬
戸
以
上
に
は

つ
か
さ
ど
る

令
と
爲
し
、
秩
は
千
石
よ
り
六
百
石
に
至
る
。
皆
、
丞
・
尉
有
り
。
秩
は
四
百
石

。

。（

、

。

。

よ
り
二
百
石
に
至
る

是
を
長
吏
と
爲
す

縣
令
・
長

皆
秦
官

掌
治
其
縣

萬
戸
以
上
爲
令
、
秩
千
石
至
六
百
石
。
皆
有
丞
・
尉
。
秩
四
百
石
至
二
百
石
。
是

爲
長
吏)

と
あ
る
の
を
引
く
。

⑦

「
尉
」
は
軍
事
、
警
察
、
刑
罰
を

司

る
。
本
訳
注
稿
「
求
雨
第
七
十
四
」
の
第
五

つ
か
さ
ど

節
注
⑤
に
も
引
い
た
が

『
漢
書
』
巻
十
九
百
官
公
卿
表
に
「
廷
尉
は
秦
官
な
り
」
と
あ

、

り
、
顔
師
古
注
に
、

應
劭
曰
く
、
獄
を
聽
く
に
必
ず
諸
を
朝
廷
に
質
し
、
衆
と
之
を
共
に
し
、
兵
の
獄

こ
れ

た
だ

も
制
を
同
じ
く
す
。
故
に
廷
尉
と
稱
す
。(

應
劭
曰
、
聽
獄
必
質
諸
朝
廷
、
與
衆

共
之
、
兵
獄
同
制
。
故
稱
廷
尉)

と
あ
る
。

⑧

「
嗇
夫
」
は
訴
訟
、
賦
税
の
こ
と
を
職
掌
と
す
る

「
求
雨
第
七
十
四
」
の
第
一
節
注

。

⑯
参
照
。
凌
曙
は

『
漢
書
』
卷
十
九
百
官
公
卿
表
に
、

、

大
率
十
里
は
一
亭
な
り
。
亭
に
長
有
り
。
十
亭
は
一
郷
な
り
。
郷
に
三
老
・
有
秩

お
ほ
む
ね

・
嗇
夫
・
游
徼
有
り
。
三
老
は
教
化
を
掌
り
、
嗇
夫
は
訟
を
聽
く
を
職
と
し
、
賦

税
を
收
め
、
游
徼
は
徼
循
し
て
賊
盜
を
禁
ず

（
大
率
十
里
一
亭
。
亭
有
長
。
十

。

亭
一
郷
。
郷
有
三
老
・
有
秩
・
嗇
夫
・
游
徼
。
三
老
掌
教
化
、
嗇
夫
職
聽
訟
、
收

賦
税
、
游
徼
徼
循
禁
賊
盜)

と
あ
る
の
を
引
く
。

「

」

。

「

、

。

」

。

⑨

餔

は
食
事
を
す
る
の
意

凌
曙
は

餔

音
は
逋

申
時
の
食
な
り

と
い
う
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「
申
時
の
食
」
と
は
午
後
四
時
の
食
事
の
こ
と
か
。

、『

』

「

、

。

⑩

蘇
輿
は

漢
書

董
仲
舒
伝
に

仲
舒
の
著
は
す
所
は

皆
經
術
の
意
を
明
か
に
す

及
び
上
疏
條
教
凡
そ
百
二
十
三
篇
」
と
あ
る
が
、
本
篇
の
こ
の
節
は
、
そ
の
百
二
十
三

篇
の
内
の
一
つ
で
あ
ろ
う
と
い
い
、
後
人
が
佚
文
を
集
め
て
本
篇
に
付
け
加
え
た
も
の

だ
と
い
う
。

【
現
代
語
訳
】

二
十
一
年
八
月
甲
申
、
朔
。
丙
午
、
江
都
の
相
仲
舒
が
、
内
史
中
尉
に
申
し
上
げ
た
。

雨
が
甚
だ
し
く
降
り
続
き
、
五
穀
を
損
な
う
こ
と
を
恐
れ
ま
す
。
す
ぐ
に
雨
を
止
ま
せ
ま

し
ょ
う
。
雨
を
止
ま
せ
る
礼
は
、
陰
を
退
け
て
陽
を
起
用
し
ま
す
。
十
七
縣
、
八
十
郷
、

及
び
都
の
官
吏
千
石
以
下
の
も
の
に
文
書
し
て
、
夫
婦
で
官
に
就
い
て
い
る
場
合
は
、
み

な
婦
を
家
に
帰
ら
せ
ま
す
。
女
子
は
市
場
に
行
く
こ
と
が
で
き
ず
、
市
場
で
は
井
戸
に
行

く
こ
と
が
無
く
、
蓋
を
し
て(

水
を)

漏
れ
さ
せ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
つ
づ
み
を
た
た
い
て

ふ
た

。

、「

、

犠
牲
を
社
に
用
い
ま
す

(

社
に)

祈
っ
て
言
い
ま
す

雨
は
す
で
に
は
な
は
だ
多
く
降
り

五
穀
が
調
和
し
ま
せ
ん
。
謹
ん
で
肥
牲
を
お
進
め
し
て
、
社
の
神
に
お
願
い
し
ま
す
。
社

の
神
よ
、
願
わ
く
ば
雨
を
止
め
、
民
の
苦
し
む
こ
と
を
取
り
除
き
、
ど
う
か
陰
に
陽
を
滅

と
ど

ぼ
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
。
陰
が
陽
を
滅
ぼ
す
の
は
、
天
の
意
に
か
な
っ
て
い
ま
せ

ん
。
天
の
意
は
常
に
人
を
豊
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
す
。
人
々
は
、
雨
が
止
む
こ
と

を
願
っ
て
い
ま
す
。
敢
え
て
社
に
申
し
上
げ
ま
す
」
と
。
つ
づ
み
を
た
た
い
て
犠
牲
を
社

に
用
い
る
の
は
、
皆
、
辛
亥
の
日
に
限
り
ま
す
。
文
書
が
到
着
す
る
と
す
ぐ
に
行
動
し
、

県
社
の
令
・
長
、
お
よ
び
丞
・
尉
、
官
長
、
そ
れ
ぞ
れ
の
城
邑
の
社
の
嗇
夫
、
里
の
吏
正

・
里
人
が
、
み
な
出
て
社
の
下
に
や
っ
て
き
て
、
食
事
を
し
て
終
わ
り
ま
す
。
三
日
間
行

っ
て
止
め
ま
す
。
三
日
が
経
過
す
る
前
に
、
天
が
晴
れ
れ
ば
、
同
様
に
止
め
ま
す
。
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